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はじめに 

2000 年以降モンゴルの経済成長は著しく、GDP は大幅に増加しました。近年の鉱物資源価

格の下落等により、2015 年以降のモンゴル経済は極めて厳しい状況にありますが、世界最大級

の鉱物資源埋蔵量を有する同国経済のポテンシャルは高く、2016 年に誕生した新政権の財政再

建と経済開発の舵取りに注目が集まっています。 

日本政府は 1990 年以来、同国の社会インフラ整備や人材育成を継続的に支援してきており、

モンゴルの課題である、資源輸出に依存する経済や産業構造の変革/多角化を見据えた中小・零

細企業を中心とする雇用創出等、多面的な支援を実施してきています。 

また、近年の日本‐モンゴルの政治及び外交関係は極めて良好、且つ親密であり、2015 年 2

月には「日本モンゴル経済連携協定（日モ EPA) 」が署名され（2016 年 6 月発効）、モンゴル

では日本とのビジネス拡大が期待されています。 

このような状況下、2009 年以来、独立行政法人国際協力機構（JICA）は日本企業のモンゴル

進出の一助として「モンゴル投資ガイド」を作成及び更新してまいりました。今般、上記日モ

EPA の締結等モンゴルのビジネス環境の変化に伴い、新たに「モンゴルビジネス環境ガイド

2017」を作成いたしました。 

本ガイドブックがモンゴル進出を検討されている日本企業の皆様のお役にたち、日本とモン

ゴルのビジネス活性化につながることを期待しております。 

注： 

1. 本書の内容及び表現については、独立行政法人国際協力機構にて万全を期しております

が、本章の記載の誤りあるいは本章の配布、内容、利用にともなって生じる偶発的、結

果的損害に関しては、独立行政法人国際協力機構は一切の法的責任を負うものではあり

ません。

2. 本書で引用された法令条文の日本語訳は、非公式訳である英語版からの翻訳であり、条

文の最終解釈は公式条文であるモンゴル語版に基づいて為されるものとします。

3. 本書に関するすべての権利は独立行政法人国際協力機構に属します。本書の内容は著作

権によって保護されています。
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第 1 章 モンゴル国概況 

1.1 一般概況（地図含む） 

(1) 面積： 156 万 4,100 平方キロメートル（日本の約 4 倍） 

(2) 人口： 306 万 1,000 人（2015 年、モンゴル国家登記・知的財産庁） 

(3) 首都： ウランバートル（人口 134 万 5,500 人） 

(4) 民族： モンゴル人（全体の 95％）及びカザフ人等 

(5) 言語： モンゴル語（国家公用語）、カザフ語 

(6) 宗教： チベット仏教等（1992 年 2 月の新憲法は信教の自由を保障） 

(7) 政体： 共和制（大統領制と議院内閣制の併用） 

(8) 元首： 大統領（現在は 2013 年 7 月に再任されたエルベグドルジ大統領） 

(9) 議会： 国家大会議（一院制、定員 76 名、任期 4 年） 

(10) 政府： 首相/内閣（2016 年 7 月 8 日エルデネバト首相就任） 

(11) 外交： モンゴルの外交方針の基本は隣国である中国とロシアとのバランスの取れ

た外交関係を展開し、両隣国に過度に依存することなく「第三の隣国」と

の関係を発展させることであり、日本との関係は特に重視されている。 

 
（出所）調査団1 

図表 1 モンゴル分県図 

                                                        
1分県図は以下のウェブサイトから転載 

https://www.google.co.jp/webhp?tab=nw&ei=J7m8WI3jC4P78gX7lqWgDA&ved=0EKkuCAQoAA#q=%E3%83%A2%

E3%83%B3%E3%82%B4%E3%83%AB&* 
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（転載）在モンゴル日本大使館 HP より 

http://www.mn.emb-japan.go.jp/jp/kankei/1608_kokkakikou.pdf 

図表 2 モンゴル国家機構概念図 
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（出所）在モンゴル日本大使館 HP 情報より 

http://www.mn.emb-japan.go.jp/jp/kankei/1607_seifukikouzu.pdf 

図表 3 モンゴル政府機構図 
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第 2 章 経済動向 

2.1 基礎的経済指標（マクロ経済動向） 

 モンゴルのマクロ経済について、経済成長、産業構造、物価、外国直接投資、貿易、財政の

各コンポーネントに焦点を当て、その最近の動向を記述する。 

 

2.1.1 経済成長 

モンゴル経済は、オユトルゴイなど大型鉱山開発による外国直接投資の増加で 2009 年以降、

急速に成長し、2011 年の実質 GDP 成長率は 17％を超える水準を達成した。しかしながら、そ

の後著しく減速しており、国家統計局の発表によれば、2015 年の実質 GDP 成長率は 2014 年の

7.9％から 2.4％へ大幅に低下した（図表 4 参照）。 

こうした経済成長率の低迷は 2016年に入っても続き、2016年上期は低いインフレ率もあり、

1.4％まで落ち込んだ IMF が 10 月に発表した最新の予測によれば、2016 年は 0.0％の見通しで

あり、モンゴル経済はさらに厳しさを増している。 

経済減速の主な要因として、2013 年の投資法改正や 2014 年の鉱山法改正にも拘らず、外国

直接投資（FDI）が依然不調であるとともに、主力の鉱業セクターの資源価格の低迷と最大の

輸出先である中国経済の後退による輸出減が挙げられる。さらに 2015 年は天候不順による農業

生産の減少など非鉱業セクターの不振も大きい。 

 

（出所）World Economic Outlook（2016 年 4 月及び 10 月）IMF に基づき作成 

図表 4 GDP 成長率と一人当たり GDP の推移 

 

また、モンゴルの一人当たり GDP は 2014 年時点で 4,169US$であり、中国、韓国等を除くア

ジア途上国との比較では、中進国とみなされるマレーシア（11,055US$）、タイ（5,898US$）

に次ぎ高く、インドネシア（3,524US$）やベトナム（2,051US$）を上回ったが、その後の経済
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成長低下及び為替減価によるドル換算額低下に伴い、4 千 US$を下回る水準で推移している

(2016 年 10 月 IMF 発表では 2015 年の一人当たり GDP は 3,946US$)。 

再び 4 千 US$を超える水準が定着すれば、マレーシアやタイと同様、中進国に昇格する可能性

は高い。なお、モンゴル国内における一人当たり GDP の高い地域（Orkhon、6,547US$）と低

い地域（Bayan-Olgii、1,549US$）には 4 倍強の格差がある。 

2.1.2 産業構造 

名目 GDP の産業別構成比の推移をみると、90 年代まではカシミヤなどの農林牧畜業が 3 割

強であったが、2000 年代に入り、鉱業セクターのウェイトが高まり、2005 年以降 20％前後と

最大シェアを占め、現在もモンゴル経済を支えている。直近の 2015 年速報値の産業別構成比を

見ても鉱業が卸・小売と同じく、17.0％と依然大きく、農業（13.6％）、製造業（9.7％）が続

いている。 

一方、産業別実質 GDP 成長率の推移をみると、これまで好調であった主力の鉱業が資源価格

の下落で減速基調にあることに加えて、農業、製造業も落ち込むとともに、卸・小売や建設は

マイナス成長を余儀なくされている（図表 5 参照）。 

こうした状況を踏まえ、モンゴル政府は非鉱業セクター強化による産業の多角化に取り組み

つつある。特に中国の経済成長鈍化に伴い、今後も資源関連の輸出減少が続けば、モンゴル経

済は当面厳しい状況が予想される。このため、銅・石炭等地下資源依存型から牧畜・農産品等

地上資源を活用した製造業の振興へ産業構造の転換が喫緊の課題となっている。 

 

 

（単位：%） 

項目 13 年 14 年 15 年（*） 

農林水産 13.4 13.3 13.6 

鉱業 15.9 17.0 17.0 

製造 10.7 10.6 9.7 

電気・ガス・空調 1.5 1.6 1.8 

上下水道 0.4 0.4 0.5 

建設 5.8 5.1 4.7 

卸・小売 18.4 16.9 17.0 

運輸・倉庫 4.3 4.8 4.8 

ホテル・レストラン 1.2 1.0 1.0 

情報・通信 2.5 2.5 2.5 

金融・保険 4.1 4.7 5.0 

不動産 6.2 6.8 6.8 

全体 100.0 100.0 100.0 
 

（単位：%） 

産業 13 年 14 年 15 年（*） 

農林水産 19.2 13.7 10.7 

鉱業 18.5 19.4 13.0 

製造 10.3 4.2 1.3 

電気・ガス・空調 5.4 6.2 4.1 

上下水道 5.6 -0.7 -6.9 

建設 8.0 -4.3 -1.4 

卸・小売 8.9 2.4 -3.6 

運輸・倉庫 -1.4 14.8 5.7 

ホテル・レストラン 5.0 -10.8 2.4 

情報・通信 14.9 4.7 2.0 

金融・保険 30.8 32.6 6.7 

不動産 3.4 3.7 2.6 

 GDP 11.6 7.9 2.3 
 

（*）速報値 

（出所）Mongolian Statistical Yearbook 2015（モンゴル統計局）に基づき作成 

図表 5 産業別 GDP 構成比及び GDP 成長率推移 

 

産業別名目 GDP 構成比率推移 産業別実質 GDP 成長率推移 
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2.1.3 物価 

モンゴルの消費者物価指数（CPI）は、2013年からの輸出減と外国直接投資不振による通貨

MNT（トゥグルグ）安に伴い、輸入品価格の上昇を招いたため、2014年7月には14.9％まで高ま

ったが、その後の2度にわたる政策金利引き上げにより、2015年に入り、上昇率は政府目標の

7.0％の水準まで安定した。それ以降もMNT安は続いたが、食肉等の食糧品価格の下落により

CPIの上昇は低下基調で推移し、2015年12月は前年同月比で1.9％まで低下した。このため、モ

ンゴル中央銀行は政策金利を2016年1月に13％から12％へ、さらに5月に12％から10.5％へ引き

下げたが、CPIは2016年6月時点で前年同月比1.6％となり、9月時点は－0.1％となっている。中

銀は政策金利を8月に15％に引き上げるやいなや12月には14％に下げた。なお、モンゴル中央銀

行のガイドラインでは2016年末のインフレ目標は7％となっている。 

   

2.1.4 外国直接投資 

モンゴルへの外国直接投資は、国別では図表6の通り、2013年末累計で第1位のオランダと第2

位の中国の2か国で半分以上を占める。このうち、オランダはルクセンブルクやUKバージン島

同様、租税回避地として位置付けられ2、様々な国の企業・法人がオランダを通じて投資してお

り、実質は中国がトップである。なお、韓国は近年、進出が加速してモンゴル経済への影響力

が大きいものの、累計では第8位である。また、日本からの直接投資額は第12位で、全体額の1.5％

程度である。 

（単位：％、百万US$） 

№ 国名 
構成

比 
累計 2010 2011 2012* 2013* 

1 オランダ 29.7 4,227 232 1,816 1,253 863 

2 中国 26.4 3,766 176 1,015 243 39 

3 ルクセンブルク 8.1 1,151 25 476 634 6 

4 UK バージン島 7.8 1,109 101 610 274 2 

5 シンガポール 5.1 725 31 402 227 8 

6 カナダ 3.5 498 147 72 19 7 

7 オーストラリア 2.7 385 2 82 96 183 

8 韓国 2.7 383 39 55 54 19 

9 米国 2.2 308 14 127 63 3 

10 ロシア 2.1 298 2 58 130 2 

計 112 か国 100.0 14,244 1,026 4,986 3,199 1,219 

2012*は第四四半期時点の数字。また2013*はモンゴル中央銀行による貿易バランス情報を反映していない 

数字（図表7のセクター別投資も同じ）。 

（出所）国家開発庁（旧モンゴル投資庁） 

図表 6 国別投資推移 

一方、セクター別の 2013 年末累計では、図表 7 の通り、鉱山資源（開発・探査）分野が全体

の 4 分の 3 を占め、次ぎに続く貿易サービスと合せて、全体の 9 割を超える。投資額は、2011

年にピークに達したが、2012 年の鉱業・金融・通信の戦略分野への外国投資管理法施行を契機

                                                        
2 オランダの法人税率は 25％であるが、配当金やキャピタルゲイン、ロイヤリティが最大 80％減免になり、

実質税率は低くなる。 



8 

にこれらのセクターへの投資が減少を続けている。特に中国からの投資が激減しているのが目

立つ。 

（単位：％、百万US$） 

№ セクター 構成比 累計 2010 2011 2012* 2013* 

1 鉱山資源 76.6 7,993 820 4,083 2,218 872 

2 貿易サービス 17.1 1,786 163 621 694 309 

3 運輸 1.5 152 3 7 135 6 

4 金融 0.8 83 13 24 28 18 

5 建設建材 0.5 57 1 5 48 3 

6 観光 0.3 35 - 22 12 - 

7 食品飲料 0.3 30 4 5 21 - 

8 情報通信 0.1 10 - 9 1 - 

9 健康美容 0.1 10 7 1 1 - 

10 その他 2.6 269 14 207 39 9 

計  100.0 10,430 1,026 4,986 3,199 1,219 

（出所）国家開発庁（旧モンゴル投資庁） 

図表 7 セクター別投資推移 

 

2.1.5 貿易 

モンゴルの貿易収支推移をみれば、以下の通り、2013年まで赤字が続いていたが、2014年に

黒字に転じ、2015年も輸出が前年同期比19％減、輸入が同28％減となった結果、貿易収支は2

年続けて黒字となっている。これは輸入が建設業の低迷や石油製品価格の下落等で輸出の減少

以上に急減したことによる。 

 

 

（出所）Mongolian Statistical Yearbook 2015（モンゴル統計局）に基づき作成 

図表 8 モンゴルの貿易推移（輸出入） 

 

また、国別輸出状況をみれば、図表 9 の通り、輸出国別構成比は、中国が 84％と圧倒的であ

り、これに英国、スイス、ロシア、韓国が続く。主な輸出品目は、鉱物製品（石炭、金、銅等）

と宝石・貴金属で、これら 2 品目で輸出総額の 8 割以上を占める。一方、輸入国別の構成比は、

4,817.5 
4,384.7 4,269.1 

5,774.3 

4669.6

6,598.4 6,738.4 
6,357.8 

5,236.7 

3797.1

 1,780.9
 2,353.7

 2,088.8

537.7
872.5

11年 12年 13年 14年 15年

US$ mn 輸出 輸入 貿易収支
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中国が 37％、ロシアが 27％で、これら 2 か国で 3 分の 2 近くを占め、その次ぎに日本（7％）

と韓国（7％）が続く。主な輸入品目は鉱物製品（主にロシアからの石油製品）、機械･電気及

び同部品、自動車及び同部品である。 

なお、主要国別貿易収支状況をみると、図表 10 の通り、中国のみ貿易収支が黒字であり、そ

れ以外のロシア、日本、韓国といった国との貿易収支は大幅な赤字である。この中国一国に依

存する貿易構造がモンゴル経済の特徴の一つとなっている。 

 

（出所）Mongolian Statistical Yearbook 2015 （モンゴル統計局）に基づき作成 

図表 9 国別輸出入状況 

 

 

（出所）Mongolian Statistical Yearbook 2014 （モンゴル統計局）に基づき作成 

図表 10 主要国別貿易収支 

 

2.1.6 財政 

モンゴル政府は経済低迷を財政出動で乗り切ろうとした結果、財政収支は2011年以降、急速

に悪化した。2012年6月から4年間政権を担当した民主党は、国際金融市場で発行した債券資金

等を元手に地方インフラ整備や低金利による住宅取得支援等の拡張的財政政策を採用し、財政

赤字及び公的債務は財政安定化法の上限を超過する状態が継続した。これらの結果、2015年4

2,407.0 
2,186.2 

1,883.7 

3,305.5 

 1,528.4  1,767.8  1,500.1
 1,487.7

 479.3
 496.0  433.7  343.3

 318.9  455.5  494.3  339.1

 1,861.4  1,820.7  1,544.4

 597.7

11年 12年 13年 14年

（単位：百万US$）
中国 ロシア 日本 韓国 その他
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月に公表されたIMFによる4条協議報告書の債務持続性分析では、モンゴルの債務持続性は「中

程度リスク」から「高リスク」に悪化した。 

このため、政府は2015年に改正した財政安定化法（Fiscal Stability Law）及び新たに制定され

た債務管理法（Debt Management Law）により財政再建に取り組むこととなった（2016年当初予

算策定時には与野党が協調し、予算上のGDP比財政赤字を3.5％に抑制した）。改正財政安定化

法では、「政府債務」の上限を2015年から2018年にかけてGDPの58.3％、55％、50％、40％と引

き下げるとともに、財政赤字（モンゴル開発銀行の公的支出を含む）を2018年までに5％、4％、

3％、2％としている。 

2016年、政府は、総選挙前に、歳出を大幅に拡大させた結果、IMFの見通しによれば2016年

のGDP比財政赤字は19.6％に悪化することとなった。 

2015年末時点の政府債務残高は、US$換算で約72億US$に達し、財政安定化法で定める債務

の上限（GDPの58.3％）を上回った。一方、国内債券市場では中長期債の発行ができない状況

に陥ったこともあり、政府は資金繰り上、やむなく高利率ながらも2016年3月に新たに総額5億

US$の国債（償還期間5年、利回り10.875％）を国際金融市場で発行している。 

モンゴルの対外債務は過去5年で急拡大している（IMFは2016年のGDPに対する公的債務は

92.1％と予測）。 

人民党新政権は民主党政権時の不透明な財政・公的債務の情報一元化や歳出削減に取り組ん 

でおり、2016年9月に可決された改正財政安定化法では、GDP比財政赤字を2017年に9.9％、2018

年に7.5％への漸減を目標としている。 

国際的格付機関は人民党政権発足後も格付けを下げ、2016 年 11 月にムーディーズが B3→

Caa1
3に、フィッチが B→B-に格下げしており、市場からの資金調達は益々困難になっている。 

モンゴル経済は外国投資減少に加え、世界的な資源価格の低迷と最大の輸出国である中国経

済の減速等により実質 GDP 成長率が連続で低下しているが、オユトルゴイ銅鉱山（OT）の第

2 期開発事業が 2015 年 12 月に合意に至り、このプロジェクトを梃子に外資流入が見込まれ、

中長期的には再び成長軌道に乗ることが期待されている。 

このため、IMFは外国投資の増加及び資源価格の回復を前提に今後の実質GDP成長率見通し

について、2016年を底として2017年は1％の成長を想定、それ以降、徐々に上向きに転じる姿を

予測している。しかしながら、11月に可決された2017年度予算法によれば、財政赤字や債務残

高の削減を図るべく、経済成長率について、IMF予測を上回る3％に設定しており、今後これを

どのように実現するかが課題である。 

 

2.2 経済/産業政策と開発計画 

2.2.1 モンゴル政府の取り組み 

(1) 背景・経緯 

モンゴルには市場経済移行後も産業開発を推進する「産業政策」の理念がこれまでなく、政

                                                        
3 ムーディーズの Caa1 は、格付け Caa のグループに属する。格付け Caa は、ムーディーズでは、安全性が低

く、信用リスクが極めて高いと判断される債務に対する格付としている。Caa1 は、信用格付け機関のうちム

ーディーズが用いており、S&P やフィッチなどでは「CCC+」が用いられている。 
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府が従来から優先的に実施するプロジェクトに着目し、①金属、コークス、石炭加工等鉱物資

源を活用した工業分野、②食肉や乳製品、毛織物等農産物加工分野、③発電所、道路、水供給

等のインフラ分野、④IT や観光、環境保全等資源開発以外の新規分野を重要セクターとして位

置づけてきた。しかしながら、1993 年から 2012 年までの 20 年間における外国直接投資の 8 割

弱が鉱山開発関連であり、製造業は 1％強しかないことに鑑み、政府として鉱業分野だけでな

く、非鉱業分野における製造業の育成強化に取り組むことが焦眉の急となっている。 

こうした中、現在 6 万社のモンゴル企業（約 90％が中小企業）のうち約 4 割を占める卸小売・

貿易・サービス関連セクターの一部が 2012 年以降、自ら生産や農産物加工等の製造業へ移行し、

製品を輸出する方向に動きつつあり、政府もこうした輸出指向型・輸入代替型企業への支援策

を 2015 年以降、矢継ぎ早に実施した。 

 

(2) モンゴル新政権における産業政策・開発計画策定担当省庁 

従来、モンゴルでは産業省が産業政策・開発計画策定を所管していたが、2016 年 6 月の新政

権の省庁再編により、産業省は解体され、図表 11 の通り、産業政策は鉱業・重工業省と食糧・

農牧業・軽工業省へ移管されるとともに、開発計画及び長期開発ビジョンの策定は新たに設立

された国家開発庁が担当することになった。 

 

 

新担当省庁 主な役割・方針 主要所管業務等 

鉱業・重工業省 

重工業局 

産業省時代の産業政策や製造業支援法に

基づき、重工業への支援策を継続。 

産業省の重工業セクター（石油、化

学、鉄鋼等）。 

食糧・農牧業・ 

軽工業省 

軽工業局/中小企業局 

産業省時代の産業政策や製造業支援法に

基づき、軽工業への支援策及び中小企業支

援政策を継続。 

産業省の軽工業セクター（繊維、縫

製、皮革、木材、印刷、電気電子等）

及び中小企業セクター。 

国家開発庁 

開発政策課/セクター

開発政策・調整課 

新政権により新たに設置。予算法に基づく

開発投資計画を策定。長期開発ビジョンと

そのアクションプランを策定。 

各省庁の開発投資計画の優先順位

を決め、その F/S を実施し、内外投

資家に説明。 

（出所）各省庁へのヒアリングにより作成 

図表 11 モンゴルの産業政策・開発計画策定担当省庁 

 

各省とも旧産業省が 2015 年に制定した、①モンゴルの優先産業セクター開発を目的とする国

家産業政策及び②輸出指向型及び輸入代替型製造業発展支援を目的とする製造業支援法に基づ

き、重工業及び軽工業への支援策を継続している。いずれも産業省時代と基本的に変更なく有

効であるが、新政権になって、①マーケットベースで輸出可能な製造業分野をサポートする、

②各種税率の引き上げは行わない、③外資を阻害する政府の法制度を見直す、④産業クラスタ

ーを重視し、製造業の拡充強化を図る、ことが一層強調されている。 

ここでは、2015 年から 2016 年にかけて制定された国家産業政策、製造業支援法、開発政策

計画法（LDPP）、長期開発ビジョン（Vision 2030/SDV2030）について、その概要を以下記述す

る。 
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2.2.2 国家産業政策の概要 

(1) 目的・原則 

2015年 6月に高度先端技術による産業及びそのサービスの創出と持続可能な発展を実現する

ための優先産業セクターの開発を目的とする国家産業政策がモンゴル議会で決議された。この

目的を遂行する主な原則として、①環境と安全に配慮した健全な製造業を優先する、②国際基

準に合う競争力のある製品を生産する輸出指向型及び輸入代替型製造業を育成する、③高度先

端技術に基づく経済効率性の高い製造業を開発する、④産学官の効果的な連携をサポートする、

ことが打ち出されている。 

 

(2) 優先セクターへの具体策 

モンゴルでは、図表 12 の通り重工業、軽工業（含む中小企業）の分野について、58 の優先

セクターを掲げ、その支援策を検討している。具体的には、①産業セクターの法整備・改善（産

業政策法の制定や全国レベルの産業振興計画の策定）、②産業プロジェクトの地域ごとの立地計

画マップ策定（5 地域における産業促進優先分野）、③産業・テクノロジーパーク（全国 4 ヵ所

の工業団地）及びフリー・トレード・ゾーン（全国 3 か所の自由貿易地区）から構成される経

済特区や新たな集積を目指す産業クラスターの整備、④産業分野の人材育成・能力向上である。

なお、新政権の省庁再編により、重工業のセメント及び軽工業の建材は建設・都市住宅省が管

轄することになった。また、今後は優先セクターの一部統合やグループ化を検討する予定であ

る。 

 

分野 管轄省 業数 主な優先セクター事例 

重工業 鉱業・重工業省 

重工業局 

 16 ・石油精製、石炭化学、コークス化学、銅精錬、冶金、鉄鋼、機械 

・セメント（建設・都市住宅省管轄） 

軽工業 食糧・農牧業・

軽工業省  

軽工業局 

 42 ・カシミヤ、ウール、皮革、木材、食肉、畜産、乳製品、食品、バ

イオ（含む 23 の中小企業セクター） 

・建材（建設・都市住宅省管轄） 

合計   58  

（出所）各省へのヒアリングにより作成 

図表 12 モンゴルの優先セクター事例 

 

この中で自由貿易地区は 2015 年 2 月に制定された自由貿易圏法に基づき設置されたもので、

当該地区進出企業に対しては所得税減免等のインセンティブが付与される。また、新たな産業

クラスターとして、農産加工集積を目的とするアグロ IT パーク構想が計画されている。政府の

アクションプランにも入っており、新設の国家開発庁の優先プロジェクトとして位置づけられ

ている。具体的には、一つのクラスターをモデルとして選び、ワンストップサービスを提供す

るもので、基礎調査を終了し、今後はパイロット事業として実施に移す予定である。 

これらの政策は 2015～2020 年のフェーズ 1、2021～2025 年のフェーズ 2、2026～2030 年の 3

つのフェーズに分けて実施されることになっている。 
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2.2.3 製造業支援法の概要 

(1) 目的・原則 

2015 年 7 月に、競争力を有し環境に配慮した製品を生産する輸出指向型及び輸入代替型製造

業の発展を支援することを目的として、製造業支援法が制定された。この目的を遂行する主な

原則として同法では、①前述の国家産業政策及び環境保全に合致する支援策を行う、②国内製

造業を保護する、③鉱物資源開発は支援対象に含まない、④外国投資法に規定する外国企業や

事業体は支援の対象外である、旨定めている。 

 

(2) 製造業に対する具体的な支援策 

同法の趣旨に鑑み、前政権による国内産業を保護しつつ輸入代替の促進を図る重工業の支援

方針は継続するが、今後の生産状況によっては見直しを図ることもあり得る。具体的な支援策

とその進捗状況は以下の通りである。 

① 輸入税の引き上げ（セメント、肉系食品、蜂蜜など）は当初通り実施し、生産実績に応じ

て対象品目を拡大する予定。 

② 国内調達の改善（政府機関の調達方法を改正し、価格、品質が同一であれば、国内調達を

優先し、モンゴル産製品を供給。現在 110 の品目で可能。）も引き続き取り組み、品目の拡

大を図るとともに品目リストを作成する予定。 

③ 主要原材料の国内生産は多くの重工業プロジェクトがあるものの、1) ダルハンにおける一

貫製鉄所建設プロジェクト、2) 東部石油化学プラント計画、3) バガヌール石炭ガス化、4) 

南部の銅精錬プラント事業の 4 つに絞り込み、重点化。 

④ 輸入代替促進のための資金支援（金利 7～9％のツーステップローン等、担保不足企業向け

信用保証、リース、技術開発への補助金など）は基本的に前政権と同じ方向である。 

 

2.2.4 開発政策計画法の概要 

(1) 背景 

1990 年以降、約 400 の開発政策・計画が策定され、現在でも国家、セクター、地域の 3 つの

レベルで合計 100 以上が有効であるが、①現存する様々な政策・計画は整合性に欠ける、②政

党の政策・戦略に反映されていない、③政策・計画の目標・指標が不明確である、④目標実施

を確認・判断できない政策・計画が多い、⑤実施を裏付ける財源が不足している、⑥政権交代

後、既存の政策・計画を継続する体制ができていない、状況にある。 

(2) 開発政策計画法（LDPP）の目的 

上記問題点を踏まえ、モンゴルにおける現状の開発政策・計画を整理・統合し、整合性のと

れた包括的な政策体系に再編することを目的に、国会主導で 2015 年 12 月に開発政策計画法が

制定された。具体的には、①誰がどのように政策・計画を策定するかその責任を明確化する、

②国会または閣議決定された政策・計画を誰がモニターし、評価するかを明らかにする、③政

策・計画の継続性を図る、④財源の裏付けを確保する、⑤開発政策・計画を修正し、それを国

民へ広報する、ことにある。 
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(3) 開発政策計画の分類 

開発政策計画法は図表 13 の通り政策・計画のタイプを長期、中期、短期の 3 つに分類し、そ

の期間や構成政策・計画等、監査・評価の実施、承認主体を定めている。 

 

分類 期間 構成政策・計画等 監査・評価 承認主体 

長期 15-20 年 A 国家開発ビジョン 2 年後監査 
4 年後評価 

国会 

中期 (1) 8-10 年 B 国家政策 
C 地域開発政策 
D 首都開発ビジョン 

2 年後監査 
D を除き 
4 年後評価 

B、C は政
府、D は 
地方議会 

中期 (2) 4 年 E 政府行動計画 
F 知事行動計画、 
G 公共投資計画 

2 年後監査 
E のみ 4 年後評
価 

E は国会、 
F は議会、 
G は政府 

中期 (3) 3-5 年 H 国家プログラム 
I 国家サブ（地方）プログラム 

H は毎年、I は 2
年後監査 

H は政府 
I は議会 

短期 1 年 J 国家社会経済開発ガイドライン 
K 地域社会経済開発ガイドライン 

毎年監査 J は国会 
K は議会 

（出所）JICA モンゴル事務所主催開発政策計画法勉強会資料より作成 

図表 13 開発政策計画体系の分類 

 

(4) 目的実現に向けたアクションと国家開発庁（NDA) の役割 

上記の開発政策計画体系に基づき、各セクター別に担当省庁が長期・中期・短期における既

存の開発政策・計画のレビュー・改定を行い、それを 2016 年新設の国家開発庁（NDA）がと

りまとめ、アクションプランとして策定するとともに、統合データベースの構築・更新を行う。

また、大蔵省が公共投資計画を見直し、必要予算を試算の上、その財源確保を検討する。その

総合調整は大蔵省経済政策局開発政策・計画課が行うことになっている。 

NDA では、具体的に次の 3 段階で開発投資計画の策定に取り組むことになっている。 

①各省庁よりその国家的開発プロジェクトをヒアリングし、モンゴルの発展に貢献する重点事

業を選び、優先順位を設定する。 

②予算法第 28 条により優先順位の高いプロジェクトのフィージビリティ・スタディー（F/S）

を実施する（金額は原則 30 億 MNT 以上）。 

③NDA内に設置された広報セクションと連携し、内外投資家に当該開発投資計画の F/Sを説明、

PR を行い、その資金調達をサポートする。 

 

(5) 産業分野の開発政策計画 

産業分野の開発政策計画は、旧産業省が国家産業政策及び製造業支援法を反映すべく図表 14

の通りフェーズ I、フェーズ II 及びフェーズ III の 3 期において、製造業の政策をとりまとめ、

国会に提出した。今後は鉱業・重工業省及び食糧・農牧業・軽工業省がそのレビューを行うこ

とになっている。 

 

分類 期間 主な政策 

フェーズ I 2016-2020 輸入から国内製造業を保護するとともに、国内製造業の競争力強化の観点

から鉄鋼、銅、燃料など主要原材料の輸入代替を促進。 

フェーズ II 2021-2025 国内製造業の強化後、輸出を拡大するとともに、高度技術を導入し、石油

化学等の重化学工業や産業機械等の製造業を育成。 
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フェーズ II 2026-2030 情報産業やサービス産業を育成するとともに、技術開発を進め、環境保全

に配慮しつつ、輸出主導から内需主導へ転換。 

（出所）旧産業省へのインタビューに基づき作成 

図表 14 製造業のフェーズ別開発政策 

  

(6) 長期開発ビジョン（SDV2030）の概要 

 開発政策計画法を受け、上位に位置する長期国家開発ビジョンとして 2016 年 2 月に「モンゴ

ル長期開発ビジョン 2030」が国会で決議された。これは 2030 年までに達成すべき 20 の重要な

指標について、①経済開発、②社会開発、③環境保全、④国家統治の 4 つの分野を対象にフェ

ーズを 2016～2020 年、2021～2025 年、2026～2030 年の 3 段階に分けて 43 の目標を掲げたもの

である。このうち、①の経済開発に関連すると考えられる主な達成指標は図表 15 の通りであ

る。 

 主要指標 単位 現状レベル 

(2014) 

目標レベル 

(2030) 

1 年間平均経済成長率 ％ 7.8 6.6 

2 一人当たり GDP US$ 4,166 17,500 

3 グローバル競争インデックス 順位 104 70 

4 IFC ビジネスインデックス 順位  56 40 

5 環境成果インデックス 順位 111 90 

6 貧困率 ％ 21.6 0 

7 世界動物保健機構認定非疫病土地割合 ％ 0 60 

8 外国観光客数 百万人 0.4 2.0 

9 付加価値品輸出比率 ％ 17 50 

10 燃料製品自給率 ％ 0 100 

（出所）モンゴル議会決議“モンゴル長期開発ビジョン 2030”より抜粋・和訳 

図表 15 経済開発分野に関連する主な指標 

 

経済開発分野には農業、観光、工業、鉱業、エネルギー/インフラの各セクターとマクロ経済

政策、ビジネス環境の 7 項目に関する目標が含まれ、工業セクターについては、①先端技術や

技術革新に基づく輸出加工産業の発展、②先端技術導入による食品産業の発展と健康・安全な

食品の供給、③国際基準に合致する化学産業や石油製品の国内生産促進の 3 つが長期開発ビジ

ョンに盛り込まれている。 

なお、2016 年 6 月の選挙で発足した新政権は中期開発政策（政府行動計画）、公共投資プログ

ラム（PIP：Public Investment Program）及び地域・県・セクター別開発政策（地域/セクター毎

開発政策）の策定を進める予定である。PIP 作成においては、前述の公共投資事業の財源の特

定（年次予算、モンゴル開発銀行（DBM）融資あるいは PPP）が実施されることが期待されて

いる。 

これに対して、2015 年に世銀により作成された「モンゴル公共財政管理パフォーマンス報告
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書」は、国家戦略やセクター戦略が MTFF（中期財政枠組み）と一致しておらず、MTFF は現

実的なコスト見積もりが作成されていないなどの問題を指摘しており、SDV2030 や中期開発政

策など実現のための予算面の裏付けが脆弱であることが推測される。 

 

2.2.5 モンゴルの経済/産業政策と開発政策計画に対する考察 

 モンゴルでは 1990 年代初めに計画経済から市場経済へ移行するにあたり、世銀・IMF の考

え方を尊重し、政府が民間の経済業務に出来る限り介入しない方針を取り続け、政府はあくま

でも黒子として民間経済を後押しする役割を担ってきた。その意味で上述の産業に係る政策や

開発計画・長期ビジョンの策定は国家のイニシアティブを前面に出す色合いが濃く、これまで

の方向を転換するものという見方もある。 

 しかしながら、これらの政策や開発計画は計画経済時代に見られた理念先行的な側面がある

感は否めず、具体的な実施体制や方策を提示しない限り、実現可能性は乏しいとの意見もある。 

 また、開発政策計画法及びこれに伴う長期開発ビジョンについては、その趣旨は首肯される

ところであるが、各セクターを担当するライン省庁と新設の国家開発庁（NDA) との役割分担

が必ずしも明確ではなく、政府トップ（国会議長/大統領/首相）が指導力と責任を持って総合

調整し、執行することが期待されている。 

 

2.2.6 インフラ整備 

2016 年 10 月に発表された世界銀行グループの“Doing Business 2017”（各国の投資環境をス

コアリング）によれば国際交易や電力供給といったインフラ整備関連項目は世界最低水準のま

まである。 

(1) 交通 

内陸国モンゴルにとって交通網の整備は、最重要課題の一つであり、2016 年に発表された

SDV2030 における交通インフラの開発計画は以下の通りである。 

 

フェーズ I (2016-2020) Zamin-Und、Khundii、Khundii 及び Altan の道路を 1600Km 舗装 

Eldenet-Ovoot 起点の鉄道建設に着手 

フェーズ II (2021-2025) 国内舗装道路を 800km 拡張 

Eldenet-Ovoot から Bogd Khaan 間の鉄道建設完了 

フェーズ III (2026-2030) 国内舗装道路を 470km 拡張 

地方鉄道網の建設完了 

モンゴル国内の道路整備状況は、経済発展のペースに比べて大変遅れている。モンゴルの鉄

道路線は総長 1,815km、このうち 1,110km がロシアと中国を結ぶ幹線鉄路である。239km が東

部モンゴルにおける別系統の路線でロシア鉄道と連結していて、残りの 477km が幹線からの

支線である。モンゴルの鉄道は、特に南ゴビでの巨大鉱山からの鉱石運搬上極めて重要な機能

を担う。空運はモンゴルにとり重要であり、特に観光業の促進には不可欠である。現在（2016

年）、国際航空輸送の 98%はチンギスハン国際空港が使用されているが、強風や砂、降雪、視

界不良によりしばしば閉鎖されることもあった。 
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JICA は「新ウランバートル国際空港建設事業」を対象として円借款を供与。本事業は、本

邦技術活用条件（STEP）適用事業として、日本の技術を活かして実施されている。 

 エネルギー（燃料/電力/スチーム） 

SDV2030 におけるエネルギー（燃料/電力）の開発計画は以下の通りである。 

フェーズ I  (2016-2020) エネルギーに対する国内需要の 85%を国内で供給 

フェーズ II  (2021-2025) エネルギーに対する国内需要の 90%を国内で供給 

フェーズ III  (2026-2030) エネルギーに対する国内需要の 100%を国内で供給 

モンゴルでは原油は生産されるが、石油精製設備がなくガソリン、重油、灯油等はロシア等

から輸入している状況である。 

 また、モンゴルにおける発電事業は、基本的に国産の石炭を燃料とした火力発電であり、冬

季のスチームを併産する CHP（Combined Heat and Power）プラントが一般的である。民生用の

電力需給の均衡はほぼ達成されているものの、鉱山開発を含めた産業需要への国内電力の提供

が求められている。 

近年、モンゴルにおいても発電事業の民間資金活用（IPP 方式/PPP 方式）の積極活用が求め

られている。昨年、再開されたオユトルゴイ銅鉱山開発フェーズ２計画に対応するタバントル

ゴイ IPP 山元発電所プロジェクトが承認され、現在プロジェクトファイナンス（OT/リオティ

ントが主たる買電者）の交渉が継続中である。 

また、JICA（旧 JBIC 含む）は 2001 年以来ウランバートル第 4 火力発電所の改修事業を継続

的に支援しており、現在は発電所 1～8 号機の補修工事を実施中である（2018 年 10 月竣工予定）。 

 PPP/コンセッション インフラ事業 

2009 年、モンゴル政府は民間資金を活用した Public-Private Partnership（PPP）スキームによ

るインフラ整備を推進する方針（国家 PPP 政策）を打ち出し、その後、コンセッション法の制

定・施行、コンセッション・リストの作成など、PPP 促進のための環境整備を進めたが、モン

ゴルにおける PPP の歴史は浅く、依然として制度・政策面の整備が不十分であり、コンセッシ

ョン法の改正を含め、PPP 推進の枠組みの改善が求められている。 
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第 3 章 モンゴル産業動向 

本章で取り上げる産業及び製品の分野は以下の通りである。 

 

No 製品分野 主な製品 

3.1 鉱物等天然資源及び重工業 銅、鉄鉱石、石炭、金、新エネルギー、再生可能エネ

ルギー、鉄鋼、セメントなど 

3.2 農業、農産加工品 チャチャルガン、ソバ、キャノーラ油 

3.3 畜産食料品 ミルク及び乳製品、食肉、肉加工品、ハチミツ 

3.4 皮革製品 皮革、皮革製品 

3.5 繊維製品 カシミヤ原毛/製品、ヤク、ウール、キャメル等製品 

3.6 木材/木製品・/建設資材 集成材等、コンクリート製品等 

3.7 雑貨製品 ペットフード、健康食品、岩塩、フェルト製品 

3.8 化学製品、薬品、化粧品材料 漢方薬剤、有機肥料、化粧品材料 

3.9 観光 旅行代理店、ホテル 

3.10 ソフト開発業 事業向けソフト開発 

3.11 電子商取引 オンラインショッピング等 E コマースビジネス 

3.12 金融業 銀行、リース業等 

3.13 サプライチェーンについて 

3.1 鉱物等天然資源及び重工業 

3.1.1 鉱物等天然資源 

鉱工業部門はモンゴル経済成長の柱となる部門であり、鉱物資源開発は以下の通り、モンゴ

ル経済において非常に大きな位置を占めている。 

 GDP の 16.7%（2015 年） 

 鉱工業生産の 71.3%（同） 

 輸出の 78.8%（同） 

探鉱及び採掘ライセンスが発行されている面積は、2016 年現在では、モンゴル全土の 20%以

下に過ぎず、今後のさらなる開発が期待されている。 

また、鉱物資源の種類も 60 種類以上と推定され、主要鉱物資源は石炭、銅、金、ウラニウ

ム、モリブデン、鉄鉱石等である。レアアース（Rare Earth Elements）の鉱床も発見されている

が生産はまだ始まっていない。 

現在開発が進行中の主たる鉱山は以下の通りである。 
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鉱物 

資源名 

確定埋蔵量 

（千 t） 

＊2016 年 9 月時点 

生産実績（千 t） 

＊2016 年は 9

月までの実績 

輸出実績 

（百万 US$） 

＊2016 年は 

9 月までの実績 

主な採掘鉱山等 

銅 55,352 

2016: 1,088 

2015:  891 

2014:  712 

2016: 1,394 

2015: 2,280 

2014: 2,573 

Erdenet 

Oyu Tolgoi 

Tsagaan Suvraga 

鉄鉱石 335,336 

2016: 3,398 

2015: 6,173 

2014:10,261 

2016: 200 

2015: 227 

2014: 446 

Bayangol 

Tumurtei 

石炭 26,570,370 

2016: 20,722 

2015: 23,979 

2014: 24,449 

2016: 609 

2015: 555 

2014: 849   

Erdenes Tavantolgo 

Energy Resources 

金 630.4 

2016: 13.9 

2015: 14.6 

2014: 11.5      

2016: 399 

2015: 421 

2014: 405 

Gatsuurt 

モリブデン 650,000 

2016: 3,605 

2015: 5,441 

2014: 4,254 

2016: 18 

2015: 29 

2014: 35 

Erdenet 

Tsagaan Suvraga 

蛍石 16,122 

2016: 114 

2015: 231 

2014: 375 

2016: 45 

2015: 66 

2014: 72 

(MonRosTsvetMet) 

(MongolCzechMetal) 

（出所）National Statistic Office of Mongolia、鉱物資源・重工業省 

図表 16 モンゴルの主要鉱物資源の状況 

 

3.1.2 重工業 

(1) 新エネルギー及び再生可能エネルギー事業 

モンゴルの原油生産は年間 8,769.3 千バーレルであり（日量 30 千バーレル以下）、すべて中

国に輸出されている（モンゴル国内には精製施設はない/小規模製油所の建設は採算上難しい）。 

モンゴル政府はモンゴル企業及び中国企業に原油探査権を与え、開発を推進中であるが、現在

モンゴル国内の石油製品はロシア（90%）等からの輸入で賄っている。主な製品は、ディーゼ

ル、ガソリン、ジェット燃料。 

一方、モンゴルにおいては、豊富な石炭を活用した石炭のガス化、液化及び石油化学事業の

開発・研究が進められている。石炭液化事業の経済効果は石油製品の輸入代替、大気汚染の改

善等があげられる。計画実施の課題は、海外からの技術導入及び投資額/生産コストの問題。 
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（出所）調査団 

図表 17 石炭液化事業のプロセスフロー 

 

また、現在のモンゴルの電力需給は、ピーク需要は 1.2GW～1.3GW に対し、発電能力（主に

石炭火力）1.0GW で約 20～30％不足し、不足分はロシアから購入。この不足分を再生可能エネ

ルギーで賄うことが期待されるが、季節/余剰時間の発電調整/発電ロスの課題もある。 

発電の種類 動向 発電計画量 

太陽光発電 2 か所で建設中 合計  20MW 

風力 2 か所で建設中 合計 150MW 

水力 小規模 2 か所計画中 合計  2MW 

（出所）調査団 

図表 18 現在モンゴルで進められている再生可能エネルギープロジェクト 

 

 

（出所）Newcom Group 

上記写真は、2013 年にウランバートル近郊（UB から南東 78km）のサルヒットで運転を開始

した、モンゴル最初の風力発電プロジェクト（民間建設会社ニューコム社運営/50MW）である。 

  

(2) 鉄鋼及びセメント産業 

モンゴルの重工業は、他の産業に比べても遅れが目立つ産業であり、現状存在する重工業プ

ラントは以下の通り。 

 ダルハン冶金工場（Darkhan Metallurgical Plant） 

http://assets.inhabitat.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2013/06/Mongolian-wind-farm1.jpg
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 フツルセメントプラント（Khutul Cement Plant） 

 エレルセメントプラント（Erel Cement Plant） 

 エルドミン社（Erdmin Co.,Ltd）（copper cathode：電気銅） 

 フフガン社（Khukh Gan LLC）（Direct reduced iron：直接還元鉄） 

上記の通り、鉄鋼製品やセメントの国内生産は限定的であり、現在の鉄鋼の輸入依存度は 66%、

セメント製品の輸入依存度は 68%にまで達している。 

   

（出所）National Statistic Office of Mongolia 

図表 19 モンゴルにおける鉄鋼及びセメントの生産/輸入動向 

 

3.1.3 オユトルゴイ鉱山（OT）フェーズ 2 開発及びタバントルゴイ（TT）の IPP 事業 

 2015/2016 におけるモンゴル経済にとっての朗報は、オユトルゴイ（OT）フェーズ 2 開発の

進捗である。2012 年以来モンゴル政府とリオティント社（Rio Tinto:英国/豪州）の間で論争が

続いていた税務、売り上げ及び利益分与規定（Profit Sharing Clauses）の問題が 2015 年に決着

し、2015 年末には OT 第 2 フェーズプロジェクト向けの 44 億 US$融資契約が署名され（エル

デネス・モンゴル社、エルデネス OT 社、RT 社、カナダ輸出開発公社、国際金融公社、欧州復

興開発銀行が署名）、2016 年には、融資の一部が実行されプロジェクトも開始された。 

 また、2016 年 6 月には OT 第 2 フェーズプロジェクト向けの電力供給 IPP プロジェクトであ

るタバントルゴイ（TT）IPP 事業に関して、モンゴル政府は丸紅と協力している MCS グルー

プとの投資関連契約に調印した（ライセンスの付与）。 

 

3.2 農業、農産加工品 

(1) 製品 

農業、農産加工品と畜産食糧品を含めたモンゴルの食品需給全体を確認すると以下の通り。 

（単位：千トン） 

 
生産 

(a) 

輸入 

(b) 

在庫 

(c) 

輸出 

(d) 

国内消費 

(e) 

輸入 

依存度 

 (1)  (2)  (3)  (4)  (e=a+b+c-d)  
(b/e)  

穀物 139 288 -6 0 421 68.4% 

ジャガイモ 109 36 0 0 146 24.7% 

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

2011 2012 2013 2014

鉄鋼生産・輸入（t) 

国内生産 輸入 国内需要 

0.0

1,000.0

2,000.0

3,000.0

2011 2012 2013 2014 2015

セメント生産・輸入（千t) 

国内生産 輸入 国内需要 
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生産 

(a) 

輸入 

(b) 

在庫 

(c) 

輸出 

(d) 

国内消費 

(e) 

輸入 

依存度 

 (1)  (2)  (3)  (4)  (e=a+b+c-d)  
(b/e)  

野菜 71 30 0 0 101 29.7% 

果実 0 68 0 0 69 100.0% 

肉 171 1 10 13 170 0.6% 

ミルク 399 10 0 0 409 24% 

アルコール 20 14 0 0 34 41.2% 

（出所）FAO「FAOSTAT」 

図表 20 食品需給表（2006 年） 

（単位：千トン） 

 
生産 

(a) 

輸入 

(b) 

在庫 

(c) 

輸出 

(d) 

国内消費 

(e) 

輸入 

依存度 

 (1)  (2)  (3)  (4)  (e=a+b+c-d)  
(b/e)  

穀物 445 143 -96 0 505 28.3% 

ジャガイモ 202 17 0 0 219 7.8% 

野菜 91 60 0 0 151 39.7% 

果実 2 78 0 0 80 97.5% 

肉 209 5 0 11 203 2.5% 

ミルク 408 10 0 0 418 2.4% 

アルコール 72 27 0 0 96 28.1% 

（出所）FAO「FAOSTAT」 

図表 21 食品需給表（2011 年） 

 

この需給表（データの制約から 2011 年が最新）によれば、次のようなモンゴルの食糧需給の

特色が理解される。 

第一に、輸入依存度が高いことである。野菜は 39.7%、果実はそのほとんどを輸入に依存し

ている。また、主食の穀物においても 28.3%を依存している。 

第二に、こういった中でも過去 5 年間をみると、穀物の生産が大幅に増加し、輸入依存度が

大幅に減少したこと（68.4%⇒28.3%）、ジャガイモについてはほぼ自給（輸入依存度 24.7%⇒7.8%）

されていることが挙げられる（なお、関係者へのヒアリングによれば、現時点（2016 年）では

小麦はほぼ自給できるようになったとのことである）。 

第三に、肉やミルクといった畜産品はほぼ自給できていることが指摘できる。 

次に、農産物別の生産動向及び耕地面積をみると以下の通りである。 
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（出所）National Statistic Office of Mongolia 

図表 22 農産物の生産量 

 

        （出所）National Statistic Office of Mongolia 

図表 23 農産物の作付面積 

 

これらの表から、小麦、ジャガイモの生産量、作付面積はほぼ安定して推移していることが

わかる。また、野菜の生産量も伸びを示している。野菜の中では、人参、キャベツ、カブが中

心的な生産物である。 

次に、農産物の地域別作付面積をみたのが下表である。 

（出所）National Statistic Office of Mongolia 

図表 24 農産物の地域別作付面積 

 

上表によれば、小麦ではセレンゲ県、トゥブ県を含む中央地域が全国の 65.9%（セレンゲ県

のみでは 40.3%）の作付面積を占めており、大穀倉地帯といえる。また、中央地区はジャガイ

モで 64.1%、野菜で 56.6%をそれぞれ占めている。同地区でヒアリングした大規模農場によれ

ば、社会主義時代の国営農場が現在は民営化されて存続しており規模も大きい。因みに、国営

2012 2013 2014 2015
穀物 306.2 293.3 315.0 390.7
（小麦） 297.3 275.6 291.2 361.2
じゃがいも 16.8 15.5 13.2 12.8
野菜 7.9 8.3 8.7 7.7
飼料 13.8 14.4 17.0 23.8
以上合計 642.0 607.1 645.1 796.2

(単位：千ha)

(単位：千ha)
穀物 （小麦） じゃがいも 野菜 飼料

西部地域 8.0 7.5 1.5 1.3 3.6
ハンガイ地域 63.2 60.4 2.1 1.3 3.8
中央地域 253.0 238.1 8.2 4.3 15.8
(Darhan-Uul) 14.7 14.5 0.4 1.0 0.1
（Selenge) 153.6 145.4 2.9 2.3 7.9
(Tuv) 84.8 78.2 4.8 0.8 7.6
東部地域 66.4 55.2 0.6 0.3 0.3
ｳﾗﾝﾊﾞｰﾄﾙ 0.4 0.4 0.4
以上合計 390.6 361.2 12.8 7.6 23.9

(単位：千t)
2012 2013 2014

穀物 432.8 350.2 470.0
（小麦） 418.8 331.5 439.5
じゃがいも 245.9 191.6 161.5
野菜 99.0 101.6 104.9
（キャベツ） 20.2 20.6 18.7
（カブ） 23.8 22.4 23.9
（人参） 32.8 34.5 34.7
（玉ねぎ） 5.5 9.3 9.4
（スイカ） 6.4 5.4 6.3
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農場を引き継いだ同農場では、小麦が 6.5 千ヘクタール、ソバが 600 ヘクタールの規模で栽培

されている。加えて最近では輸出向けにキャノーラ（菜の花の改良品種で食用油の原料）の生

産の意向があるとのことであった。 

   （セレンゲ県の小麦農場）      （セレンゲ県のチャツァルガン農場） 

 

また、果実については、政府の強い後押し（苗を無償で供給）でチャツァルガン（Seabuckthorn）

の栽培が盛んとなっている。チャツァルガン協会によれば、チャツァルガンは農家の栽培（国

内 5,800 ヘクタール）に加え、野生（13 千ヘクタール）で成育している。また、当協会のメン

バーは個人を含め 500～600 で、加工業者は 36 カ所、年間 5 千トンを出荷しているが、その数

は増加中とのことである。チャツァルガンは、各種ビタミンが豊富に含まれている果物で、ジ

ュース（濃縮が多い）やオイル（果実オイルと種子オイルが生産される）を健康飲料として、

また、化粧品（ボディソープ）原料や薬品原料として国内外から引合いがある。モンゴルにと

っては、①他の果実の輸入代替、②地方の雇用対策、③植林による環境保護対策としての有用

性、④輸出に貢献できるといった観点から大いに期待されている。 

(2) 現状と課題 

農業/農産加工品業界においては、以下の現状/課題点が挙げられる。 

 耕作可能面積（統計によれば、農用地規模（1,150 万ヘクタール）であるのに対し、耕作面

積（52.5 万ヘクタール）が小さく、耕作の余地が大きい。 

 小麦及びジャガイモは国内自給が可能だが、その他の作物は生産拡大や栽培効率向上のた

めに栽培技術（土壌分析とそれに基づいた適切な肥料の利用や除草剤の活用等）、農業機械

の導入が必要である。 

 また、ジャガイモ、野菜、果実が毎年 9 月ごろに一斉に収穫期に入るため、需給バランス

が崩れ、一部には作物が農地に放置される事態も生じている。ポストハーベストロスが発

生する反面、冬場に野菜・果実を輸入に依存している現状への対応として、保存、乾燥、

加工技術（フリーズドライ、パウダードライ）の導入、普及に関心があり、日本で行われ

ている農業の六次産業化等農産品加工に関心を示す食品団体もある。 
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 農業団体は、ソバ、キャノーラ油が輸出商品として有望ではないかと認識しているが、日

本を含めた輸出の実績はまだ乏しく、日本等相手先国企業と連携した販路開拓が望まれて

いる。 

 内外企業からチャツァルガン製品については高い関心が示されている。政府が主催したチ

ャツァルガンに関する意見交換会には 20 社の国内加工会社が集まっている。席上で、①生

産量の増加を求める意見、②加工技術を導入すべきとの意見が出ている。チャツァルガン

協会によれば、粉末加工・フリーズドライ加工のニーズがフィンランド、米国、日本の各

企業から寄せられているが、多額の設備投資が必要なことから、現状ではこういった加工

を開始した企業はないとのことである。 

(3) 特色ある事例 

 Everyday Farm 社は、地元スーパーと日本の企業が合弁で設立した野菜（トマト、レタス、

ほうれん草、長ネギ等）・イチゴの栽培事業者。最終目的としては、グリーンハウスで栽培

された苗を農家に提供し、農家が生産する農作物を直売場や出資者であるスーパーで販売

することで、農家の所得向上を目指している。日本の栽培ノウハウと安全性・鮮度・品質

にこだわった農産品の栽培・販売がモンゴルに根付くことが期待される4。 

 Eco-Erdene 社は、チャツァルガン、ブルーベリー、クランベリージュース及びジャムを国

内及び輸出向けに生産している。海外から輸入されるチャツァルガンの原料は油脂分が除

去されたかたちで輸入されるため味わいにかけ、また、中国からの輸入品は残留農薬の懸

念があるため、当社は過去から国内野生のチャツァルガンを利用してきたが、このところ

野生品の調達が困難となってきたため国内栽培品を合わせ利用している。また、10 年以上

前から日本向け輸出の実績がある。 

 Jivertiin Orgil 社は、チャツァルガンのジュース、オイルの専業メーカー。JICA のツース

テップローン（TSL）を利用して工場設備を取得し、マイナス 30 度での保冷が可能な倉庫

も有している。同社は濃縮ジュース、濃縮ジュースに甘味を加えたもの、更に 6 倍に希釈

したジュース等のラインナップがある。モンゴル国内のジュース価格は濃縮ジュース

（500ml）が 6,500MNT。一方、オイルは健康飲料として販売しており、モンゴル内の価格

は 100ml で 20,000MNT。同社も既に日本向け輸出の実績がある。日本の食品検査会社に製

品の成分分析を依頼しているが、それによれば、チャツァルガンオイル 100g 中のビタミン

E 含有量が最大 172mg、オメガ酸 3 脂肪酸の含有率が最大 27.6%との結果がでている。更

に同社は間接輸出ながら、韓国、台湾やベトナム向けに輸出実績がある。 

 

                                                        
4 農業生産者の所得向上支援事業準備調査（BOP ビジネス連携促進）（平成 26 年 10 月） 
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（Jivertiin Orgil 社のチャツァルガンジュース）  （同社のチャツァルガンオイル） 

  

また、①チャツァルガン人気に呼応して、栽培からジュースやオイルまでの一貫生産を行う

ケースや、②野生ビルベリーの収穫、ブルーベリーの栽培及び輸出を計画する企業もある。 

(4) 日本企業の事業参入の可能性のある分野 

モンゴルの農業/農産加工品業界の特色/課題と企業の取り組み事例を基に、日本企業の事業

参入が期待される分野の例として以下が挙げられる。 

 

No 参入分野 留意点 

1 農業機械の販売、栽培指導を含めた農業支援 ・農産物の生産時期、地域は限られてい

る。 

・日本への食品輸出については「食品衛

生法」、「植物検疫法」等に基づく手続

きが必要である。 

2 ソバ、キャノーラの加工、輸入 

3 チャツァルガンの加工（ジュース、オイル）・輸入、フリ

ーズドライ、粉末加工 

4 野菜・果実の保存加工技術の指導、設置 

3.3 畜産食料品 

(1) 製品 

モンゴル国内の家畜の主な用途及び現存数をまとめると以下の通りである。 

家畜の種類 主な用途 家畜数(2015 年) 

（単位：千頭・千羽） 

羊 肉(国内向け)、繊維製品材料、皮革材料 24,943.1 

山羊 カシミヤ材料、皮革材料、食肉 23,592.9 

牛 農製品原料(ミルク等)、食肉、皮革材料 3,780.4 

馬 革材料、食肉、サプリメント原料 3,295.3 

ラクダ 繊維製品材料、酪農製品原料(ミルク等) 368.0 

ヤク 繊維製品材料、酪農製品原料(ミルク等) 544.5 

豚 食肉(国内向け) 33.5 

鶏 食肉(国内向け) 805.1 

（出所）National Statistic Office of Mongolia 及びヒアリングを基に調査団作成 

図表 25 モンゴルの家畜 
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このうち、羊、山羊、牛及び馬について、その用途を概略図示すると以下のようになる。 

（調査団作成） 

図表 26 家畜とその用途 

このように、畜産資源は、肉やミルクの供給源であるとともに繊維及び皮革といった有力な

製品分野の原材料として活用されていることが示される。原料乳及び加工ミルクの生産実績は

以下の通りである。 

（単位：千トン） 

 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 

原料乳 588 667 765 874 

加工ミルク 72.8 63.9 71.1 N.A. 

（加工割合） 12.4% 9.6% 9.3% N.A 

（出所）National Statistic Office of Mongolia 

図表 27 原料乳及び加工ミルク等の生産実績 

原料乳の家畜別内訳について、FAO によれば以下の実績が示されており、牛乳以外に羊乳、

山羊乳等が生産されている。 

家畜種類 牛 羊 山羊 ラクダ 

原料乳生産量（千トン） 380.8 41.2 82.3 5.0 

（出所）FAOSTAT 

図表 28 家畜別ミルク生産量（2013 年） 

また、FAO によれば、バター（原料：牛乳）の 2013 年の生産量は 650 トン、チーズ（原料：

羊乳）は同じく 2,474 トンであり、チーズの生産量が多い。食肉加工実績は以下の通りである。 

  

山羊 
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（単位：千トン） 

 2012 年 2013 年 2014 年 (構成比) 

牛肉 59.7 57.7 54.7 26.2% 

羊肉、山羊肉5 123.6 155.0 153.3 73.4% 

豚肉 0.4 0.5 0.8 0.4% 

上記合計 183.7 213.2 208.8 100.0% 

（出所）National Statistic Office of Mongolia 

図表 29 食肉生産量 

さらに畜産加工製品として位置づけられるハチミツに関して、その養蜂群、養蜂家数及び生

産量は以下の通り。 

県 養蜂群 養蜂家数 養蜂群/養蜂家数 

ダルハンオール 617 72 8.6 

ノド 268 18 14.9 

オルホン 260 14 18.6 

セレンゲ 2,653 169 15.7 

（内、シャーマル郡） (2,065) (113) (18.3) 

トゥブ 261 36 7.3 

ヘンティ 192 38 5.1 

その他合計 4,644 415 11.2 

（出所）モンゴル養蜂協会 

図表 30 主な県別の蜂群数と養蜂家数（2014 年） 

 2010 2011 2012 2013 

生産量（トン） 11 30 32 39 

（出所）FAOSTAT 

図表 31 モンゴルのハチミツ生産量 

図表 30 の通り、モンゴルの養蜂家数は 415、養蜂群は 4,644 群である。養蜂群は 1989 年に

は 5,000 あったが、その後 1,000 以下まで減少した。しかし、最近では養蜂による所得向上を

期待する農家が増加し、養蜂家数は大きく回復している。また、モンゴルのハチミツ消費量は

年間 500 トン、国内生産は 100～150 トンと業界関係者は推定しているが、FAO によれば 2013

年の生産量は 39 トンである。 

(2) 現状と課題  

畜産食糧品を含む食品業界の現状と課題は以下の通りである。 

                                                        
5 「National Statistic Office of Mongolia」では羊肉と山羊肉が合計表示されているが、FAO の統計（FAOSTAT）

によれば、2013 年の実績は、羊肉：92.4 千トン（59%）、山羊肉：64.1 千トン（41%）の合計 156.5 千トン

（100%）となっている。 
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 食品協会（Mongolian Food Industry Association）によれば、同協会に加盟する飲料・酒類メ

ーカー、ベーカリー、酪農品（ミルク、チーズ、ヨーグルト類）及び肉製品加工の製造業及

び研究機関の数は全国に合計 280 あり、このうちウランバートル市所在が 80 である。   

 業界の課題としては、①国内外の販売マーケットの拡大、②国内小売業の食品取引制度6の

改善、③生産される原料乳（765 千トン）の内、加工用に利用されるものが 71 千トン（9%）

に過ぎず畜産業者の生産ロスに繋がっていることから、原料乳の輸送、保管、加工体制の改

善が強く求められている。加えて、④肉加工製品を主体とする輸出増加のためには生産段階

の衛生管理（GMP：Good Manufacturing Practice) の取得、HACCP 認証、ISO22000 の取得）

及び検査機関の検査体制の充実が求められている。 

 ゾド期7に牧畜業者は保有する家畜の大幅な減少に見舞われることから甚大な影響を受けて

きた。家畜への影響を緩和するためには、厳寒期に不足する飼料の確保・貯蓄（そのための

方策としての酪農家の組織化）及び獣医制度の充実が求められている。また、加工業者にと

っては、食肉の不足から生じる価格の高騰（年によっては、厳寒期の予測を基に多量の食肉

の供給がなされることから価格の暴落も発生している）も懸念材料となる。一方、ミルクは

牛が主に都会地に近い管理農場で飼育されることから、影響はさほど多くないといわれる。 

 ハチミツについては、以下の点が指摘される。 

生産性の低さ（1 群あたりのハチミツ生産量：12kg/群、日本では 60kg/群）がある。その要

因は、蜂の育成技術の低さ、蜜源への媒介技術が未熟なこと等が挙げられている。また、輸出

を検討する場合には、①日本で好まれる単花蜜の生産可能性（蜜源の開発）②検査機関による

残留農薬や抗生物質の検査体制の整備が課題となる。さらに、過去の厳寒期や旱魃で大量の蜂

が死亡した実績を踏まえ、冬場の地下室での貯蔵施設の充実、既存の保管方法の見直し等が課

題である8。 

(3) 特色ある事例 

 ミルク、ヨーグルト、チーズ 

 大手食品メーカーAPU 社は、飲料及び酪農製品（ミルク、ヨーグルト、生クリーム）製

造を主業とする。同社は原料供給を安定化させるため酪農家の支援に取組み、年間を通じ

て原料乳の安定供給が可能で、搾乳機を利用する酪農家から高価格で優先的な買い付けを

行うことで、品質の安定化や余剰乳への対応を進めている。また、酪農経営に関する教育

プログラムも実施している。ミルク製品については、油脂成分を多様化したものや長期保

                                                        
6一般に食品加工業者とスーパーとの取引条件は「販売をもって仕入となる」条件（日本のデパートの「消化

仕入」に近い）が一般的。したがって、賞味期限切れ、売れ残りは返品される商慣行がある。この背景には、

小売店のマーケット調査不足、仕入れ管理能力の不足（棚のスペースだけ陳列を求める）がある。根本的な解

決にはスーパーのマネジメント向上が望まれる。 

7ゾド（Dzud：寒雪害)とは、モンゴル語で寒候季の厳しい状態である。すなわち、ゾドとは、放牧されている

家畜が大量に餓死する直接的な原因となる、冬･春の草地の地表面状態あるいは天候である。 

8現在 JICA の草の根技術協力事業による「養蜂振興による所得向上プロジェクト」が実施されている。また、 

プロジェクトの模様は 2016 年 9 月に NHK World で放映されている。同プロジェクトを日本側で担当している

（公益社団）国際農林業協働協会へのヒアリングを参考とした。 
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存用ミルクの製品化、カルシウムやたんぱく質を添加したヨーグルト製品の開発を行って

いる。こうして得られる高品質のミルク、ヨーグルトの国内販売拡大に加えて、海外市場

向けの販売を開始したところである。また、夏季の余剰ミルクの対策に向けた長期的な課

題として、バター生産の検討を行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

（APU 社ミルク製品）         （APU 社ヨーグルト製品） 

 Mongolian Artisan Cheesemakers Union（MACU）社は、米国人で中国やモンゴルで長く

勤務した社長が、モンゴルのチーズを国際的に普及させる目的で設立した流通企業（2015

年設立）。同社は、①オランダのチーズ企業から製造技術を学び 20 年間以上の経験がある

モンゴル人のパイオニアが経営する Tuv 県の工房（small scale cheese plant）、②結婚してモ

ンゴルに在住しているフランス人工房、③スイス人職人の指導でヤクミルクを原料として

製造するチーズ工房、④2016 年に製造を開始しオーストリア人から指導を受けているウ

ランバートルの工房等特色のある国内７つのチーズ工房の販売窓口となっている。現在は、

ウランバートル市内の高級レストランや高級スーパーに納入実績を持ち、ロシアや中国へ

の輸出準備を行っている。こういった独特の取り組みがモンゴル商工会議所に高く評価さ

れて、2016 年に「Silk Road Award」を受賞している。 

 肉加工、肉製品製造 

 Makh Market 社は、精肉（牛、羊、山羊）、半製品（ミートボール、ボーズ、ダンプリン

グ）及び最終加工品（ハム、ソーセージ）等合計 100 種類の製品加工を行う会社。と殺～

加工までの一貫生産体制を持つ企業としては他 1 社とともに最大手に数えられる。また、

食品協会から「Leading Food Manufacturer」の賞を受けている。食品衛生に関する従業員へ

の教育に務めており、また、GMP（Good Manufacturing Practice) や GHP（Good Hygiene 

Practice) を基礎に、HACCP や ISO22000 の認証を各々2011 年、2014 年に受けている。こ

の結果、肉製品のモンゴルからの輸入を解禁した9中国当局(Chinese Inspection Quarantine) 

からの検査をクリアし、既に 2016 年 4 月より牛肉、ヤギ肉及び羊肉の加工製品の出荷（北

京、内モンゴル向け）を開始している。 

                                                        
9
 2016 年 9 月に再発生した口蹄疫により中国向けの牛肉輸出は現在（2016 年末）、一時的に禁止されている 
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 Khaan Khuns 社は、モンゴルフードの代表格であるボーズのメーカーでレストランも併営。

JICA の TSL の融資を活用して加工設備を導入している（フェーズ 1 でボーズ・餃子設備

を導入し、生産能力を 3 倍増加。フェーズ 2 ではヌードル設備を導入）。また、中国の肉加

工製品の輸入解禁を受け、今後肉製品需要が大きい中国東北部をマーケットとして輸出を

検討中である。同社は輸出向け製品の量産にあたり生産性の優れた日本製加工設備の導入

を検討しており、長期的には現在は輸入が事実上不可能（偶蹄類の食肉及び肉加工品）な

日本市場へ参入を検討している。 

 ハチミツ 

 Mihachi 社は、モンゴル在住の日本人が経営する養蜂・ハチミツ製造業社で、2015 年から

生産を開始。現在のハチの群数は 100 群まで拡大している。生産力の強化、日本での養蜂

技術の取得や糖度を高める工夫によって日本向けの出荷を目指している。これまでの日本

企業との折衝により、モンゴルでの生産コストと日本企業側の購入予定単価を前提にして

採算確保が可能な段階になりつつあるとのことであり、早ければ 2016 年から日本向けの出

荷が開始される予定。 

   （Mihachi 社のハチミツ）       （セレンゲ県での養蜂風景） 

 ジャブハラント・モノスタイ社は、セレンゲ県農家が出荷するハチミツの品質管理と統一

ブランド化を狙っており、既に日本での展示会にも出展実績がある。同社は、品質の良さ

をポイントに日本の企業に訴えているとのことである。 

(4) 日本企業の事業参入可能性のある分野 

 牧畜/畜産食糧品業界の特色/課題と企業の取り組み事例を基に日本企業の事業参入が期待さ

れる分野の例として以下が挙げられる。。 

No 参入分野 留意点 

1 ミルク及びヨーグルトの貯蔵・生産設備、ヨーグルト及

びバター製品の輸入販売 

• 日本への食品輸出には「食品衛生

法」、「畜産伝染病予防法」等に基

づく手続きが必要である。 

• 現在は、偶蹄類の食肉/肉加工品輸

入は事実上不可能。 

2 チーズ製品の輸入販売 

3 ハチミツの生産技術支援、輸入販売 

4 食肉加工品の輸入販売（当面は馬肉及び加工品） 
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3.4 皮革製品 

(1) 製品 

家畜別に皮革製品の生産量をまとめたのが以下の表である。示されるように、数量ベースで

は羊及び山羊皮が 89.5%を占めている。     （単位：百万枚） 

 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 （構成比） 

羊皮 3.7 5.2 5.0 7.4 48.7% 

山羊皮 4.0 4.7 4.3 6.2 40.8% 

牛皮 0.5 0.5 0.4 0.7 4.6% 

馬皮 0.2 0.2 0.2 0.4 2.6% 

合計 8.6 11.0 10.2 15.2 100.0% 

（出所）National Statistic Office of Mongolia 及び Mongolian Association of Leather Industry 

図表 32 皮革製品の生産量 

皮革の製造工程を簡単示すと以下の通りである10。 

 
（出所）調査団 

図表 33 皮革の製造工程 

また、工業生産統計上のモンゴル国内の皮革最終製品の生産動向をみると、以下のとおりで

ある。 

 単位 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 

レザーブーツ、シューズ 千足 18.3 26.5 49.3 70.6 

レザーコート 千枚 13.9 11.0 12.1 10.1 

レザージャケット 千枚 8.3 9.0 7.9 5.6 

スキンコート 千枚 9.0 16.8 14.2 10.2 

（出所）National Statistic Office of Mongolia 及び Mongolian Association of Leather Industry 

図表 34 皮革最終製品の生産量 

 

                                                        
10 東京都皮革技術センター「事業案内」を参考とした。 

 

原皮 準備工程 

(水漬け～ベーチング) 

鞣し工程 

(ウェットブルー) 

シェービング、前加脂、

再鞣し、乾燥工程 

 （クラスト加工） 

仕上げ工程

（染色、塗装

など） 

製品革 
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(2) 現状と課題 

 業界団体（Mongolian Association of Leather Industry）の加盟者数は 136 社で、この他に原料

買い付け人が全国に 700 人程度存在、原皮の売買金額規模は年間 1,500 億 MNT に達する。

工程別に加工実績をみると、半製品加工（鞣し工程まで）が 8～10 百万枚だが、皮革製品

としての最終加工までの加工枚数は 1 百万枚に留まっている。つまり、多くが半製品で輸

出されており、クラスト加工以降の付加価値を高めた段階での輸出はまだ少ない。一方、

最終仕上げされた皮革製品や輸入皮革を用いた靴、鞄、衣料製品の製造業者がいる。 

 1934 年にソ連から皮革加工機械が導入され、産業化がスタートした。社会主義時代はコメ

コン体制の中で皮革製品生産を担い安定生産を行ってきたが、市場経済移行後、いったん

生産は大幅に減少、2003 年以降中国向けに半製品輸出が始まり立て直しがなされてきた。 

 以下の課題があると考えられる。 

 ①放牧されている動物に寄生虫が付きやすいこと、②と殺工程の機械化率が低いため、

手作業でキズが付くこと、③輸出の過程での損傷が発生しやすいこと等から、原皮の

品質が低い（特に牛皮に顕著）と評価されてきた。この結果、一部の皮革製品につい

ては、高級品の皮革素材としては、他国に比べ競争力が低いと指摘されている。 

 輸出実績のある皮革製品は、仕上加工技術の不足から、仕上加工前の鞣し段階やクラ

スト段階での輸出が多い。 

 鞄、靴といった最終製品は上記皮革材料の問題に加え、デザイン力の弱さが指摘され

ている。 

 業界としては、①獣医の指導を得て原皮の品質向上を図ること、②加工技術を向上させて

半製品、完成品の品質の向上を目指すことが課題である。モンゴル政府は、原皮の品質向

上も含めた目的で、国内 330 郡（ソム）全てに獣医師と家畜繁殖等技術者を 3 名ずつ配置

し対策を講じてきたが、現場に配置される獣医師や畜産技術者の技術レベルが未だ低いこ

とから、家畜疾病対策のニーズには十分に対応できていない。  

 日本との取引については、以下の点が指摘されている。 

 既に取引実績としてあるのは、羊・ヤギ革（半加工製品）、靴・鞄である。しかし、輸

出数量は少なく、継続した取引となっていない。 

 その背景として、①革については、日本企業はウェットブルーではなく、クラスト加

工及び最終加工された革に需要があるが、モンゴルの革にあるキズや使用している薬

品の改善、加工（シェービング、乾燥、仕上工程）レベルの向上が日本企業から指摘

されている。また、②靴、鞄については、日本の展示会に出品した企業が日本企業か

ら、革の匂いを少なくする、鞄は開けやすく、使いやすい工夫が必要といった要求が

なされているように、総じて加工方法のレベルアップやデザインの洗練が求められて

いる。 

(3) 特色ある事例 



35 

 Mon-Ireedui 社は、ウランバートル市の皮革工場団地の一角にある工場で半製品加工まで

行う。当地に 2 か所の工場を持ち、原皮入荷～鞣し（ウェットブルー）までの加工を主に

行っている。機械の多くは中国河北省の皮革機械メーカー製で当工場の生産能力は日産 4

千枚。原皮入荷のピーク（11～3 月）では 102 人が雇用されているものの、その他の時期

は 20 人程度とのことで季節の繁閑が激しい11。同社によれば、放牧中の寄生虫、植物によ

るキズ、と殺工程の 95%が手作業で行われ、また、繁忙期に雑な処理が行われることから

未だキズは発生しているものの、以前と比べて格段に少なくなっているとのことである。

また、牛皮に比べてキズの少ない羊、山羊皮の「クラスト加工」（鞣し後乾燥）後の輸出を

検討している。 

 Khos Az 社は、ウランバートル市内の皮革製品メーカーが集積する団地に立地する靴メー

カー。モンゴルの靴業者は全体で約 100 社。しかし、婦人、紳士靴の 95%は中国製品が国

内市場を占めているため、同社を含めたモンゴルの大手靴メーカーは 2～3 社にとどまる。

同社では、安全靴・軍隊向けの靴や子供向け分野で存立基盤を築いてきている。最近では

①安全性や皮革の空気吸収に配慮した皮革素材の開発（皮革メーカーと連携）、②子供靴の

商品アイテムを増加し、小売業店の直営も開始している。設備はチェコ製、台湾製、中国

製が主体で、特に台湾製機械に信頼を置いている。 

 Orchid 社は、小規模な鞄製造業者で、製品は牛革、山羊革、羊革を材料に小物から大物の

バッグまで幅広い。これまでは、中国（イタリア企業の中国法人）製の皮革を材料に用い

ているが、政府の支援によりモンゴル製の皮革の品質が向上しているので、品質改善を確

認して使用を検討している。同社工場では、「企画⇒裁断⇒縫製⇒仕上」までを一貫生産し

ている。少量生産ながら品質の良さが評価されて、ウランバートル市内デパートに陳列コ

ーナーを設けている。旧産業省の皮革産業復活プロジェクトの対象企業として支援を受け

ており、今回新工場（1,000 ㎡）の建設を予定。工場建設後に日本向け輸出を本格的に検討

する予定である。そのためには、日本側の厳しい品質要求、デザインの洗練や細かなつく

りへの対応が必要と認識している。 

(4) 日本企業の事業参入可能性のある分野 

 モンゴルの皮革業界の特色/課題と企業の取り組み事例を基に日本企業の事業参入が期待さ

れる分野の例として以下が挙げられる。 

 

No 参入分野 留意点 

1 牛皮皮革（クラスト加工～最終革製品） ・ジャンパーやカーシート素材での可能性 

2 羊、山羊皮（同上） ・靴やバッグの皮革素材 

3 最終加工済製品の輸入（靴、衣料、小

物） 

・デザイン等について、日本企業との緊密な 

 連携が必要 

 

                                                        
11

 Mongolian Association of Leather Industry によれば、年間のと殺件数を月別で見ると、9 月～12 月で 64%を占

める。 



36 

3.5 繊維製品 

(1) 製品 

主な繊維製品の生産動向は以下の通りである。 

製品 単位 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 

カシミヤ原毛（Greasy cashmere）輸出 トン 3,597.8 4,070.2 4,035.4 4,988.2. 

カシミヤ製ニット製品 千個 795.6 932.9 954.4 829.3 

毛織物 千 m 314.9 243.0 322.4 N.A. 

カーペット 千㎡ 915.8 852.9 743.6 680.1 

キャメル製糸 トン 11.6 9.9 6.7 0.4 

キャメル製ブランケット 千 m 8.2 14.7 18.5 23.0 

（出所）National Statistic Office of Mongolia 

図表 35 主な繊維製品の生産動向 

上表にあるように代表的な繊維製品として、カシミヤ製品、カーペット（羊毛が原料）が挙

げられ、また、フェルト（羊毛またはラクダの毛を原料）やキャメルブランケットがある。 

次に代表的な繊維製品であるカシミヤ製品の製造工程を示すと以下の通りである。 

加工分野 工程 

一貫加工型 一次加工：①原毛買い付け⇒②目視で色、品質の識別⇒③洗浄⇒④デへア(原毛からヘアを

取り除き、整毛のみを取り出す。歩留り：48％) 

二次加工：①デヘア⇒②染色(前染)⇒③紡績⇒④糸⇒⑤糸染 

三次加工：(1) 糸⇒織物加工⇒毛布、ショール  

     (2) 糸⇒編み加工⇒ニット製品⇒セーター  

部分加工型 原糸仕入れ ⇒織物加工⇒毛布、ショール  

     ⇒編み加工⇒セーター 

デヘア専業 ① 原毛買い付け⇒②目視で色、品質の識別⇒③洗浄⇒④デへア⇒⑤国内販売、輸出(主に

中国) 

（各種資料を基に調査団作成） 

図表 36 カシミヤ製造工程 

(2) 業界の現状と課題 

 カシミヤ製造については以下の点が挙げられる。 

 業界推定の中国のカシミヤ原毛生産が 10 千トン、モンゴルの生産量は 6 千トン程度である

（2009 年）12。モンゴルの原毛輸出が 4 千トンであり、国内で 2 千トンが使用されているこ

とになる（原毛の輸出比率：70%程度）。 

 カシミヤ業界には原毛から最終製品を作るまでの 3 つの工程に多数の企業が存在している。

このうち一貫加工型の企業は約 10 社程度であり、部分加工型の企業が圧倒的（例えば、編

み加工を行う企業は 260 社程度ある）。 

 本業界の特徴は原材料の 100％が国産であることである。モンゴル産カシミヤは、中国産に

                                                        
12 日本化学繊維協会「繊維ハンドブック」（2016） 
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比べて、繊維が太く、長いことが挙げられる。 

 整毛後（一次加工のみ）に 85%が主に中国向けに輸出される。したがって、整毛以降の製品

（原糸や最終製品）に加工される割合は低い。この背景には、企業の生産力、技術水準、マ

ーケティング力等の不足が挙げられる。一方で、モンゴル国内へ中国産の原糸が流入してい

ることも、モンゴルの繊維業界を弱体化させている。 

 製品製造能力（品質、生産性）の強化・増加が最大の課題である。ヒアリング企業の中には、

老朽化したロシア製紡織機、仕上げ、毛立て機械を用いている企業も多く、国際市場でニー

ズの高い細番手のカシミヤ原糸が製造できないことが、競争上中国製品に劣後するといった

意見がある。高品質製品へのニーズを満たす為には最新の繊維技術、特に紡績の技術を導入

することが重要である。 

 設備投資が進まない背景には、企業の収益力に加えて資金調達コストの高さが指摘される。

こういった事情を受け、政府の支援を得た政策融資や JICA の中小企業向けツーステップロ

ーン（TSL）を活用した設備投資も検討されている。こうした設備更新による製品の輸出増

加が期待される。 

 日本等への輸出に関しては、①海外の通関手続き、許認可などに関する情報や知識の入手、

②海外とモンゴルのビジネス活性化を目的とした展示会をより専門化していく必要がある。

また、輸出先のデザイン要求に対応できる人材育成も求められている。 

 モンゴル製品の国際的な品質基準を担保するためには、製品試験を担っている繊維研究所の

ハード面（試験設備）及びソフト面（人材育成）の改善が急務である。 

 

 2016 年 6 月に日本とモンゴル間の EPA が発効した結果、以下の効果が出ていることが企業

ヒアリングによって得られている。 

 2015 年に開始した日本向け輸出が 2016 年にも継続し、新規受注も加わっている。 

 EPA の発効以降日本向け商談が進行している。取引のある日本企業からは日本製の紡績

機導入を条件に発注増の話がある。 

 EPA 発効は輸出拡大に貢献している。今年の売り上げは 8 月までで前年比 25%の増加、

今後の受注見込みもあり、年間累計では前年比 30%の増加を期待している。 

 

(3) 特色ある事例（主要製品、自社の輸出への取組みについて） 

事例及び製品の特色 輸出への取組み 

Goyo 社 

カシミヤ製品一貫生産メーカーで、モンゴル国

内では大手の一角。 

最近は、数色の糸の混紡による新製品の開発に

取り組んでいる。 

・輸出はロシア、欧州向けに長年の実績があり、日本向けは

少ない。 

・日本向けには中国製品との価格競合上、関税がネックであ

ったが、EPA 発効後は日本企業への OEM 販売等の成約増

加を期待している。 

Mongol Textile 社 

羊毛、ヤク、カシミヤ及びキャメル製のショー

・ドイツ、韓国向けにヤク、キャメル製品の実績がある。 

・海外のマーケットニーズを把握する機会が少なかったの
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事例及び製品の特色 輸出への取組み 

ル、ブランケット、マフラー。織物生地、織物

生地と編み物生地を混合した製品も商品ライ

ンにある。 

で、①サンプルを提供してニーズとのマッチングができる

機会を増やす、②日本の優れたデザイン力、紡織技術(特に

仕上工程)の習得を希望。 

Cashmere Holding 社 

織物（マフラー、ショール）、編み物（セータ

ー、マフラー、帽子） 

・日本企業にコート（織物）の仕上げ工程を発注。 

・日本向けネットショップを開設しているモンゴル企業向け

にカシミヤ製品を企画中。 

Sor Cashmere 社 

カシミヤ、ヤク、キャメルの原糸及び自社での

ニット製品製造。当社は原糸からの一貫生産を

行っており、整毛段階や原糸の供給も可能。 

・日本企業向けに原糸（キャメル）、整毛（カシミヤ、キャ

メル）の輸出が決定。 

・日本製紡績機機械の導入を条件にした商談が進んでいる。 

Snow Field 社 

カシミヤセーター、コート、カシミヤ原糸（日

本企業から受注） 

・日本向けは通販、店舗（百貨店）、また繊維問屋を通じて

有力専門店等に販売しており、長年の経験から相応の人脈

を日本に築いている。 

Bayalag Ulzii 社 

ヤク製品及び希少なホワイトカシミヤ（整毛

後)を国内販売及び輸出（イタリア、英国）。ヤ

ク製品の生産では最大手の一つ。 

ヤク/ベビーカシミヤについては自社加工後最終製品（帽

子、セーター、スカーフ）として国内外へ販売。 

・日本のマーケットに即した商品開発に意欲的で、輸出増加

のため、日本企業と合弁で日本に法人を設立し、流通及び

マーケティングを行うことを検討中。 

Mongol Oims 社 

靴下（原糸は綿糸、ウール及びカシミヤ）を生

産。国内の靴下需要は圧倒的に綿で、ウール及

びカシミヤは日本を含めた輸出需要が中心。 

日本向けには、2013 年取引開始。日本向け輸出の実績が企

業イメージの向上につながっている。 

（調査団） 

図表 37 繊維製品ヒアリング事例のまとめ 

 

    

（Goyo 社のカシミヤ製品） 

(4) 日本企業の事業参入可能性のある分野 

 繊維製品業界の特色/課題と企業の取り組み事例を基に日本企業の事業参入が期待される分

野の例として以下が挙げられる。 

No 参入分野 留意点 

1 繊維機械の輸出・技術指導： 

需要のある機械としては、①紡績機、②織機、

③編み機、④ミシン、⑤染色機械、⑥仕上機

械等が挙げられる。 

・大手、中堅メーカーにはロシア製の老朽化した機

械が多い。 

・一方で、ドイツ（編み機）、イタリア（紡績機）な

どの進出もみられる。 

2 カシミヤ原糸の輸入、材料として利用 ・日本国内のユーザーの技術指導が必要 
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3 カシミヤ製品（ニット製、織物製品）の輸入

販売 

・既に輸入実績があるが、EPA 発効を機会に 一段

の増加が期待できる。 

・一方で、製品企画力は不足しているので、日本側

との連携が望まれる。 

4 カシミヤ以外の製品（ヤク、キャメル製品） ・今後の普及が期待される。 

・欧州向け輸出実績がある。 

3.6 木材・木製品及び建設資材 

(1) 製品 

投資額、製品生産額等 単位 
生産量 

2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 

国内建設投資額 百万 MNT 1,307,864 1,102.839 1,146,557 447,166 

住宅建設額 同上 389,418 856,903 1,430,863 N.A. 

新築アパート 戸数 11,413 18,012 22,546 N.A. 

住宅ストック増加 千㎡ 531 906 1,604 N.A. 

セメント 千 t 349.4 258.8 411.3 410.1 

コンクリート、モルタル 千㎥ 176.2 317.8 432.6 129.0 

粘土性煉瓦 百万個 44.5 66.5 58.9 41.5 

材木 千㎥ 14.2 9.8 16.4 15.2 

木製ドア・窓 千㎡ 7.6 12.4 14.6 7.8 

建設資材輸入額 百万 US$ 279 336 330 N.A. 

（出所）National Statistic Office of Mongolia 

図表 38 主な木材製品及び建設資材の生産動向 

上表のように、2014 年までは住宅建設の大幅な増加を背景に、建設資材（木製ドア・窓、セ

メント等）の生産は増加基調にある。また、建設資材はまだ多くが海外からの輸入によって調

達されている。しかし、2015 年では景気後退の影響から公共投資が大幅に減少し、また、住宅

投資も大幅に減少しているとみられることから、各建設資材の生産高は落ち込みを示している。 

(2) 現状と課題 

以下の点が指摘される。 

 景気低迷を受けて、公共投資及び民間住宅投資は大幅な減少をみせている。このため、各県

1000 戸建築プロジェクト、ゲル再生計画の進行、ウランバートル市内で完成済及び 50％以

上完成の住宅の販売促進のための住宅ローンの推進等が建設団体から要望されている。 

 セメントは大型工場が稼働（従来の 1 工場⇒5 工場へ）し、生産能力では最近の国内需要を 

賄えるまでに至っている）。一方、鉄骨、鉄筋の 80%以上、塗料、ボード、ケーブル、床材、

パイプ類もほとんどが、中国、韓国からの輸入といわれる。 

 モンゴル国内で建設資材生産を検討する場合には、輸入品との価格競争に直面する。建設用

資材の加工分野では、日本を含む外国企業から設備投資や技術力取得を図る動きが中小企業

にみられるが導入技術の取得と投資には資金面の課題がある。 
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 木材製品では、将来的には日本向けの輸出にも取り組む動きがある。 

(3) 特色ある事例 

 MC log house 社は、①家具メーカー向けの部材、②ログハウス用の窓枠・ドア等のメーカ 

ーで、国内の家具メーカーに部品を出荷する数少ない企業。木材はロシア材（杉、赤松）

及び国産材。過去モンゴルでは森林資源の保全のために伐採を禁止してきたが、近年方針

を変更して国産材の活用が緩和されていることが事業積極化の背景にある。工場はウラン

バートル郊外にある。搬入製材の乾燥庫、加工、仕上げ施設があり、主に台湾製の切断、

集成材加工、ラミネート加工機械が設置され、既に開始している家具部材に加えて、2016

年からログハウス部材の製造を開始した。同社は、集成材がロシア、中国から輸入されて

いる日本市場への参入に関心を持っているが、ニーズ、価格、品質の要求度についての十

分な調査はこれからで、日本の業界団体（家具メーカー、ログハウスメーカー）との連携、

日本の集成材技術の取得、人材育成への支援を期待している。 

 Premium Concrete 社は、生コン製造業。7 工場（ウランバートル市内 3、新空港建設現場

3、地方で行われている風力発電工事現場 1）を持ち、国内市場（業界には大小 100 社、う

ち大手 10 社が存在）の 15～18%のシェアを持つ。同社では、KPI（Key Performance Indicator）

を取り入れた業績管理を採用、LLC でありながら社外取締役 2 名を含め取締役は 8 名体制

を組み、受注先大手企業から信用を得る取組を実施している。また、受注先の韓国企業、

北京在企業に短期の派遣を行うことで人材育成を行っている。バッチャープラントはイタ

リア製、中国製、韓国製が主体。また、発電所から出るフライアッシュの一部をセメント

原料として利用するべく、技術面では日本の東北大学教授から定期的なアドバイスを受け

ており、実際にフライアッシュを使っている日本の生コン工場を視察している。 

 Metroplast 社は、プラスチック製窓枠メーカー。ポリ塩化樹脂を主成分とした窓枠は、①

耐用年数の長さ、②加工の容易さ、③アルミ製に比べた安さから、アパート用の小型窓枠

として利用されている（長さ 2.5m までが限界）。モンゴル国内の同業者は当社を含め 3 社

で、市場シェアは 20%程度。プラスチック製窓枠の 80%が中国、ドイツ、ロシアからの輸

入で、輸入製品との競争のためには、①押し出し成形（窓枠加工法）技術の向上、②経営

管理ノウハウの取得、③現在中国に依存している金型製造技術の取得が不可欠とみられる。 

(4) 日本企業の事業参入可能性のある分野 

モンゴルの建設資材、木材製品業界の特色/課題と企業の取り組み事例を基に日本企業の事業

参入が期待される分野の例として以下が挙げられる。 

No 参入分野 留意点 

1 建設資材の生産技術指導、生産 ・現地投資の場合にはマーケット規模に合わせた投資

規模、採算管理に留意が必要 

2 集成材等木材製品の輸入 ・ロシア、中国製品との差別化 

3 モンゴル固有の資源を材料に活用する断熱

材等資材の開発、輸入 

・共同開発の場合には資金投資が必要 
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3.7 雑貨製品 

(1) 製品 

 雑貨名 特色 

1 ペットフード 馬肉を原料としたドッグフード 

2 健康食品 馬油、骨を原料とした健康サプリメント 

3 岩塩 食用及びその他の用途 

4 フェルト製品 スリッパ、土産品 

 

これらの製品のうち、岩塩及びフェルト製品の生産高推移は以下のとおりである。 

製品 単位 生産量 

2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 

岩塩 トン 569.2 657.6 1,378.4 1,685.6 

フェルト 千 m 254.1 178.1 163.1 164.0 

フェルトブーツ 千足 34.1 21.0 10.8 13.0 

（出所）National Statistic Office of Mongolia 

図表 39 岩塩及びフェルト製品の生産動向 

 

岩塩は一部の業者のみに採掘許可が与えられているが、このところの内外の需要増加から、

生産量が増加している。また、フェルト製品は生産が減少傾向にあり、靴等の一般用以外に活

路を見出す動きがある。 

馬の各部位の一般的な活用法について、ヒアリングから以下の活用法が挙げられている。 

主な部位 肉 馬油 小腸 骨 腱 

活用法 食用、ペットフード

（生肉、煮沸肉） 

化粧品材料 ソーセージ 

製造原料 

カルシウムサ

プリメント 

ペットフード 

（出所）調査団作成 

図表 40 主な馬の部位活用状況  

(2) 現状と課題 

 各製品については、モンゴル国内資源を活用した製品企画とマーケティングを実施している

が、特に輸出を念頭に置いた場合、以下の課題に直面する。 

 モンゴル産家畜の加工製品の場合は日本を含めて検疫基準をクリアする必要があり、そのた

めの設備投資、衛生基準を含めた品質管理の企業内への浸透の必要性が求められるが、対応

可能な企業は一部にとどまっている。 

 ヒアリングによれば、岩塩の輸出には政府の許可と輸出割り当てが必要とのことで、輸出割

り当てを受けているのは数社にとどまる。輸出相手先でモンゴル及び他国製品との競合があ

る場合は、輸出先での競合に対していかに差別化ができるか、継続的な輸出を可能とするた

めに新たな製品企画を行えるかが課題となっている。 

(3) 特色ある企業 
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 Precom 社は食肉加工業、ソーセージ加工用の羊の小腸をスイス向けに輸出（売上の大半）

する企業の子会社で、馬肉加工及び馬肉を用いたドッグフード事業の展開を 6 年前から開

始している。当面はドッグフードを日本向けに販売しているが、最終的には日本向け馬肉

輸出を目標としている。本社に隣接して新設された工場は、HACCP 取得を意識しており

（SGS 社より認証取得予定）、既に同マネジメントシステム及び SSOP（Sanitary Standard 

Operation Procedure）を導入済。また、各工程（細切れ加工⇒粉砕・撹拌⇒真空パック詰め

⇒煮沸）で衛生管理に注力しており、一部工程には日本製の機械が設置されている（設備

投資には TSL を利用）。同社は主に日本向けの輸出を希望する企業へのマーケティング等

のコンサル企業（Konnekt 社）から日本国内での販路展開のサポートを受けているが、2015

年の展示会に初参加した際に、エンドユーザー（ペット愛好家）から支持を得たこと、流

通業者から現物のストックがあれば仕入れも検討可能（例えば、1 万個（80g/個）、小売単

価 280 円）との話があったことから、Konnekt 社が日本に別法人を設立し、販路開拓を行

うこととなり、既に 4 社との取引が始まっている。2016 年 4 月に開催された展示会に再度

出展しているが、引き続きユーザーの感触は良かったとのことである。 

 Monchemo 社は、2015 年 11 月に東京で開催された産業展に出展した企業の一つ。主要製

品は、①馬の骨を原料に用いた骨形成サプリ、②馬の皮下脂肪を原料とした馬油（化粧品

材料）、及び③松の実を使った油脂のサプリ。同社はこれまでの製品開発が評価されて数々

の褒章を国家から得ており、また、海外での商標権を取得している。産業展では、馬油や

松の実の評価が高く、特に馬油は化粧品会社から原料として購入の相談があったとのこと。

日本企業は製品の品質への要求レベルが高いことが特色で、他に取引を行っている韓国に

比べ参入障壁は高いが、当社としてはこの機会に GMP（Good Manufacturing Practice) や ISO

の取得作業を始めており、こういった資格を取得することによって、化粧品、薬品会社向

けに将来のマーケットが拡大できると考えている。 

 Sun Sound 社は岩塩のモンゴル国内での採種地である Davst ソム（ウブス県にありロシア

との国境に近い）の採取業者から仕入し、主に韓国、台湾向けに輸出している。採取した

岩塩は土を落とした後、①小分けした塊で販売（家庭、事務所の装飾用）、②薄く板状にし

たプレート（下から点火することで岩塩上の調理材料に味をしみわたらせる）及び、③テ

ーブルソルトとして販売。日本向けにはサンプル出荷済で、モンゴルでは日本人観光客向

けに土産品としての販売実績がある。 

 Nooson Zangilaa Cooperative Union 社はウール製品を手作りで製造する 12 の組合

（Cooperative) と NGO の手工芸技術支援団体で組織されている。各組合は独自に事業を行

うほか、当組織に加盟して、①材料の調達一本化、②販売先の紹介、製品企画の支援、③

ブランドの統一化を図っている。主な製品は全てウールを素材としたフェルト（羊毛を薄

く板状に圧縮して作るシート状製品）製品で、①スリッパ（上代 25 千～45 千 MNT）、②

土産品（コースター、動物ぬいぐるみ、ゲル、上代 10 千～18 千 MNT）、③キッチンウェ

ア（鍋敷き、イス用座布団）などで、「エコ」、「ハンドメイド」で子どもや年配層に暖かい

素材として評価されている。販路は国内は当組織の店舗で販売、海外は日本、オーストラ

リア及びいくつかのヨーロッパ諸国へ販売ルートをもっている。日本との取引は 4 年前の
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JETRO の展示会参加を契機としており、色彩、デザイン、品質への要求を受け、製品ごと

に各組合へ指示を行っているとのことである。 

(4) 日本企業の事業参入可能性のある分野 

 他雑貨・サービスの特色/課題と企業の取り組み事例を基に日本企業の事業参入が期待される

分野の例として以下が挙げられる。 

参入分野 留意点 

各種雑貨の輸入販売 ・モンゴルの馬肉を原料としたペットフードについては 

食用馬肉輸入と同様の衛生基準13が設けられており、同 

基準をクリアすることが求められる。 

・サプリ、化粧品材料として輸入する場合、各種衛生検査、 

輸入のための手続きの必要性、ユーザーである日本企業

から高い品質要求を求められることに留意が必要。 

3.8 化学製品、薬品、化粧品材料 

(1) 製品 

 製品名 特色 

1 有機肥料 廃棄された畜産資源（骨）の活用 

2 化粧品 国内畜産資源を活用した石鹸、スキンケア、エッセンシャルオイル 

3 漢方薬剤 国内薬草を活用 

これらの製品の内、薬品の生産実績は以下のとおりである。 

製品 単位 生産量 

2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 

液体製剤 トン 2,579.2 3,699.8 3,151.9 2,935.8 

錠剤 千パック 13,314.9 14,318.2 12,568.2 6,811.6 

伝統薬 千 MNT 57,971.9 73,554.0 127,253.7 155,553.6 

（出所）National Statistic Office of Mongolia 

図表 41 薬品の生産動向 

 

 薬品の中で額は少ないながら、伝統薬（薬草を原料としたもの）は急激な伸びを示している。

この背景には、事例企業（Monos Pharma 社）を含め、ドラッグストアの増加が背景にあるとみ

られる。 

(2) 現状と課題 

雑貨製品と同様に、国内資源（畜産資源、薬草）を活用していることや環境問題への対応に

狙いをつけた製品開発を行っている。一方で、生産、販売に関しては以下の課題が指摘される。 

 ボイラー等原料処理施設に多額の設備投資が必要な場合があり、その場合に資金調達に困

難が伴う。この点、TSL の利用や海外からの投資資金を希望するケースがみられる。 

                                                        
13 農水省検疫所「モンゴルからの馬肉輸入にかかる家畜衛生基準」 
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 モンゴル内の薬草の原料としての利用は内外からの関心が高いが、国内の一部薬草につい

ては資源保護のために収穫規制がなされている。 

(3) 特色ある事例 

 Monos Pharma 社は、国内大手の製薬会社。製薬は、①ドイツ、ロシア及び中国等メーカ

ーのライセンス生産と、②モンゴル国内の薬草を原料とした薬品の生産を行っている。前

者は 65 種類の薬品を販売しており、材料となる化学原料は中国からの輸入。後者は薬品種

類は 20 種類で薬草は、自社の薬草園及び国内自生草を仕入している。当社が利用する薬草

の種類は甘草を含め 16 種類。また、薬草を原料とした薬剤、チャツァルガンを原料とした

女性の肌や爪の保護に効用があるものや免疫力を亢進させる薬等を製造している。薬草、

薬草を用いた薬品についての日本企業から輸入オファーを受けたことがある。 

この他に、肉加工場、肉市場、レストラン等から廃棄されている骨を材料とした有機肥料の 

製造を計画している企業、羊油、ヤク油、モンゴル産の岩塩、薬草、チャツァルガン油といっ

た原料から石鹸、スキンケア製品、エッセンシャルオイルを生産する企業等がある。 

(4) 日本企業の事業参入可能性のある分野 

No 参入分野 留意点 

1 有機肥料製造技術の指導、設置 ・多額の設備投資が必要な場合があり、共同開発の

場合には資金投資が必要。 

2 薬草の輸入、薬品の製造 ・環境保護の観点から自生甘草の輸出が禁止されて

いることに留意が必要。 

3 化粧品、化粧品材料の輸入 ・化粧品及び化粧品材料として輸入する場合、各種

衛生検査、輸入のための手続きの必要性、ユーザ

ーである日本企業から高い品質要求を求められる

ことに留意が必要。 

3.9 観光（旅行代理店、ホテル） 

(1) 製品・サービス 

国際観光は、途上国に貴重な外貨や観光産業における雇用創出といった大きな経済的恩恵を

もたらす。この意味で海外からモンゴルへの観光旅行はモンゴル製品の輸出と同様の位置づけ

が可能である。モンゴルの観光統計をみると以下の通りである。 

 2013 年 2014 年 （構成比） 2015 年 （構成比） 

訪問客数(人) 512,205 505,686  467,231  

観光客数(人) 417,815 392,844 100% 386,204 100% 

(中国) N.A. 157,561 40.1 145,029 37.6 

(ロシア) N.A. 73,055 18.6 70,668 18.3 

(韓国) N.A. 45,476 11.6 47,213 12.2 

(日本) N.A. 18,282 4.7 19,277 5.0 

(カザフスタン) N.A. 13,562 3.5 14,434 3.7 

(米国) N.A. 13,987 3.6 14,420 3.7 
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 2013 年 2014 年 （構成比） 2015 年 （構成比） 

(ドイツ) N.A. 9,551 2.4 8,992 2.3 

(フランス) N.A. 7,733 2.0 7,989 2.1 

（出所）Ministry of Environment, Green Development and Tourism 

図表 42 モンゴルへの観光客数（国別） 

統計によれば、以下の特色が挙げられる。 

 観光客数は 2013 年の 41 万 7 千人から減少気味に推移している。ただし観光統計の未整

備もその背景にあり、減少しているビジネス客の動向も反映されている可能性もある。 

 国別の観光客数をみると、中国が最大で 38%程度を占め、ロシア（18%）及び韓国（12%）

がこれに次ぐ。 

 日本からの観光客は 19 千人（5%）とまだ低いが、全体が減少する中で 2015 年は増加。 

 月別の観光客をみると、7、8 月に集中しており、2 か月で約 30%を占めている。一方、1、

2 月は極端に少ない。このことが、冬場の宿泊施設の低稼働、従業員の季節雇用（ロイヤ

リティの低下、ひいてはホスピタリティの低下）につながり、事業運営において不安定

要素となっている。 

 

（テレルジ） 

 

（テレルジ地区ホテル） 

 モンゴルには保護地区法（The Law on Protected Areas）に基づき指定された地区として、①特

別保護区（Stricly Protected Areas）が 12 か所、②国立公園（National Parks）が 16 か所、③自然

保護区（Natural Reserves）が 16 か所、④自然歴史記念碑（Natural and Historic Monuments）が 6

か所存在する14。これら代表的な観光地でウランバートル市近郊に所在するものに、テレルジ

及びホスタイがある。これらは、ウランバートル市から日帰りの距離にあるため、多くのツア

ーに組み込まれており、ゲルキャンプ、ツーリストキャンプ、ホテルの施設が整備されている。 

テレルジは、Gorkhi-Terelj National Park の中にあり、ウランバートルからの距離は 50-60km。

また、同国立公園は、Strictly Protected Area of Khan Khentii にも隣接している。また、ホスタイ

は Khustain Nuruu National Park にあり、ウランバートルから 90km の位置にあって、野生種の

馬（タヒ: Takhi）がみられることでも知られている。主な国立公園及び特別保護地区への観光

                                                        
14 Shagdar.SH「A Hundred Routes Through Mongonia」（2013） 



46 

客数は以下の通り。 

（単位：人） 

No 観光地 Aimag（県） 2013 年 2014 年 

1 Gorkhi-Terelj national park Tuv 64,384 112,500 

2 Special protected area of Bogd Khan mountain  Tuv 33,400 37,866 

3 Khusvgul natural park Khusvgul 28,761 24,700 

4 Orkhon natural park Uvurkhangai 13,092 13,999 

5 Khangai Nuruu natural park Arkhangai 10,642 14,584 

6 State protected area of Khan Khentii Tuv、Khentii、

Selenge 

859 10,158 

7 State protected area of Uvs Lake Uvs 5,466 7,940 

8 Khustain Nuruu National Park Tuv 6,727 7,375 

（出所）Mongolian Tourism Association 

図表 43 主な国立公園及び特別保護地区への観光客数 

また、上記施設の立地を地図上で示すと下図のようになる。 

 

（出所）モンゴル全図 モンゴル政府観光局資料（HP） 

図表 44 主な国立公園及び特別保護地区 

(2) 現状と課題 

 政府（現自然環境・観光省、当時自然環境・グリーン開発・観光省）は 2015 年 6 月に国家

観光開発計画を策定しており、その内容は、①観光インフラの改善、②地域の特色を生か

した観光開発、③観光関連調査と情報システムの構築（観光情報の発信）、④人材のキャパ

ビル、⑤海外向けマーケティング、⑥モンゴル人向けの国内観光の充実である。 

 一方、業界団体（Mongolian Tourism Association：旅行業者 110 社、ホテル 20 社が加盟）に

よれば、①観光旅行者数の統計が未整備であること、②人材育成（例えば、ホテルのホス

No.1

.1 

No.2

.1 

No.3

.1 

No.7

1 

No.4

.1 

No.5

.1 

No.6

.1 

No.8

.1 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwif2dGvscvMAhVkMaYKHQVxAhUQjRwIBw&url=http://www.geocities.jp/nirekaoru/mongol16-map.html&psig=AFQjCNHw58ilE4WueYjbPY9pozgiqg7wYw&ust=1462828073390605
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ピタリティ改善やツーリストキャンプの従業員教育）の必要性、③インバウンド客の増加

PR を課題として挙げている。②人材育成に関しては、協会としてガイド、通訳、中間管理

職の人材育成プログラムを持っており、また、オランダにある CBI（Centre for the Promotion 

of Imports from developing countries) が 2011 年からツアーオペレーターの育成支援を行っ

ており、これまで 200 人以上の教育が実施されているとのことである。 

(3) 特色ある事例 

 Tsolmon Travel 社は、長い業歴を持つ旅行代理店で西欧（特にドイツ）からのインバウン

ド客を主な対象としてきている。ドイツ人と性格（時間厳守、規律正しい）が類似してい

る日本人に狙いをつけ、昨年の日本での展示会（日本旅行業協会主催）にモンゴル観光協

会として参加し商談にあたってきている。同社は、テレルジ等にツーリストキャンプを持

ち、テレルジでは農園を経営して有機野菜を宿泊客に提供、また、ドイツ製の下水循環施

設を設置してトイレの不満解消に役立てている。また、当社独自に宿泊施設スタッフ、ツ

アーガイドの育成（言葉、知識）を行っている点も強みである。 

 Juulchin World Tours 社は、ホテル業務の傍ら、ホテル経営、従業員育成学校（School of 

Hospitality and Tourism Mastery 校）を 2013 年設立（2014 年事業開始）。2015 年に労働省よ

り専門学校の認定を受け、また、スイスに本拠がある学校と提携し授業プログラムを充実

させる形で 2016 年 9 月から新規スタートした。メインコースでは、ホテル、ツーリストキ

ャンプの受付、清掃、料理、サービス等各スタッフを育成、サブコースでは、観光ガイド、

ドライバー、ツアーマネージャーを育成する。同校としては、モンゴルにおけるホスピタ

リティの低さは十分認識しているものの、その効果が出るまでに時間を要するため、①日

本のホスピタリティ文化とその実践内容を当地のホテル等のスタッフに指導するキャパビ

ル支援、②日本のホテル学校との交流を希望している。 

(4) 日本企業の事業参入可能性のある分野 

 観光業界の特色/課題と企業の取り組み事例を基に日本企業の事業参入が期待される分野の

例として以下が挙げられる。 

No 参入分野 留意点 

1 モンゴル向け観光販売 ・夏期に観光客が集中するため、宿泊施設の 

 確保が課題。また、日本人観光客の満足を得られ

るサービスの提供も課題。 

2 モンゴルの観光業者との連携 ・共同した観光地開発、日本式サービスノウ 

ハウの提供・支援。 

3.10 ソフト開発業 

(1) 製品・サービス 

業界団体（Mongol Software Association）には 53 社が加盟。加盟各社は、各種ソフトの開発が

可能だが、特に鉱業、健康及び教育産業向けの事業用ソフト開発が盛んである。また、大手企

業は EPR パッケージ、中小はモバイルソフトの開発が得意。モンゴルの大学のコンピューター
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サイエンス関連学部の卒業生は毎年 800 人。就業中の技術者は 17 千人で、一方日本や欧米等海

外で働くエンジニアも多い。 

(2) 現状と課題 

 協会では、①受注先からの要請に迅速に対応可能であること（言語能力の高さを含む）、②

開発技術水準が高いこと、③賃金水準が低い（製品水準に比較して）ことを強みとして挙

げている。これまでも、日本企業から日本の空港の間で用いられるソフト開発を、また米

国企業からも受託する等海外企業との取引実績がある。 

 モンゴル出身で日本の企業で働くコンピューター技術者も多く、この経験をモンゴルで活

用できれば、今後日本企業との関係が強化される可能性はある。しかし、後述事例のよう

に設計思想を共有し、円滑な意思疎通が可能か等課題は認められる。 

(3) 特色ある事例 

大型ソフト開発と自社オリジナルの ERP パッケージ（Enterprise Resource Plannning:業務統

合パッケージ/統合基幹業務システム）制作を行う企業や、モバイルソフトのベンチャー企

業等が存在する。 

(4) 日本企業の事業参入可能性のある分野 

 ソフト開発業の特色/課題と企業の取り組み事例を基に日本企業の事業参入が期待される分

野の例として以下が挙げられる。 

No 参入分野 留意点 

1 ソフト開発の発注 ・双方の設計思想、要素の組込方法が一致し、コミュニケーション

が円滑でないと成功しない。 

・日本帰国の技術者がいるので、共同でのビジネスを実施できる可

能性はある。 

3.11 電子商取引（E コマースについて） 

 現在、中国等アジア諸国で急速に拡大している、オンラインショッピング等電子商取引（E

コマース）については、日モ EPA にも関連条項が含まれている。モンゴルにおける E コマース

に係る状況は以下の通り。 

(1) E コマースの現況 

モンゴルの IT 化は急速に進んでおり、通信規制庁の統計によると携帯電話所有者数は 2009

年に 174 万人だったが、2016 年 6 月末時点で既にモンゴルの人口を超え、311 万人に達してい

る。そのうちスマートフォン所有者数が 200 万人を超えている。同統計によるとインターネッ

ト利用者数は 2016 年 6 月末時点で 251 万人、そのうち 91%の利用者が携帯電話経由でインタ

ーネットに接続している。 

携帯電話の利用パターンに関しては、総通話時間が減少している一方で、データ通信量が増

える傾向にある。しかし、オンラインショッピングサイトのアクセス数が未だ少なく、主要な

サイトでも 20 万件/月にかろうじて達している段階である。 
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電子取引については、具体的な統計データがなく、通信やオンラインショッピング関係者と

のヒアリングの結果は以下の通り。 

- オンライン上の取引は資金決済を伴わない対面的な取引の仲介が主流になっている。この

ような対面取引は主に個人同士の取引の為、主な対象品目は中古不動産（アパート売買）、

中古車、古着等の中古品である。 

(2) モンゴルのオンラインショッピングの課題 

 代金決済に係る課題 

Mongolian ID（MID）社によると外貨建ての銀行口座は全口座数の 1 割にも満たない。外貨

建て銀行口座は国際的なルールに従って開設されるので海外のオンラインショッピングのウェ

ブページでも利用可能だが、モンゴル通貨建て銀行口座の場合、モンゴルの住所制度が整って

いない。今後、もし電子取引が活発になっていけば、セキュリティの重要性は増加する。 

 配送/宅配システムに係る課題 

モンゴルにおいては、一般的に住所制度が機能していないため、配送/宅配システムが未発達

である。E コマース（オンラインショッピング）の配送/宅配には住所制度が欠かせないが、モ

ンゴルでは住所制度が整備されていない為、届け先を効率的に特定できない等の問題で宅配事

業は普及していないのが現状である。 

旧国営会社モンゴルポスト社（2016 年株式の 1/3 を民間に売却）は最大のネットワークを所

有しているが、自社支店だけで集荷しており、オンラインショップの倉庫からの集荷を行わな

い。 

 商習慣に係る課題 

モンゴルの消費者が決済まで電子上で完全に取引を行うことに慣れてないことである。悪質な

業者の存在が消費者だけではなく、政府側の懸念材料にもなっており、多くの消費者は依然と

して電子取引への不信感を払拭できないのが現状である。 

(3) E コマース事業の将来性と日本企業進出の可能性 

モンゴルの E コマース事業の潜在的市場規模は大きいと考えられる。モンゴルは、多くの日

用品を輸入に頼っているが、消費者の好みが多様化し、現物を取り扱っている店舗の品揃えに

満足できない状況になりつつある。また、地方の消費者の購買力向上などの要因もあり、モン

ゴルにおける E コマース事業の将来性は肯定的に考えられるが、上記の課題を克服するために

は、少なからぬ時間を必要とすると推測される。 

日本企業にとっては、上記の課題解決をモンゴル企業と共同で取組むこともビジネスチャン

スと考えられる。 

また、モンゴルでは“日本ブランド”が非常に高い知名度を誇っているため、日本のオンラ

インショッピング企業にとっては、ビジネスチャンスともいえる。 

3.12 金融業 

 金融セクターの規制・監督を行なうのは、モンゴル銀行（Bank of Mongolia: BOM）と金融規

制委員会（Financial Regulatory Commission: FRC）である。モンゴル銀行は中央銀行であり、商
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業銀行を監督する機能も併せ持っている。FRC は 2006 年に設立された比較的新しい政府機関

で、商業銀行以外の金融機関の監督を行う。前者が 13 の商業銀行を監督するのに対し、FRC の

監督対象は証券、保険、貯蓄信用協同組合、ノンバンク金融機関と幅広い業種で、しかも 780 以

上の機関と数が多い。 

 

 

（出所）調査団 

図表 45 金融セクターの規制・監督機関と市場関係者 

3.12.1 銀行 

 モンゴルには商業銀行が 13 行あり、そのうちの大手 3 銀行（モンゴル貿易開発銀行、ハーン

銀行及びゴロムト銀行）で市場シェアの 2/3 を占めている。なお、ハーン銀行は日本の澤田ホ

ールディングス（Sawada Holdings）が主たる出資者の一人である。 

下記図表 46 の通り、モンゴル全体では、2011 年以降融資総額が大きく伸びているが、大きな

要因は政府系公営企業や政府補助による住宅ローンの増加であり、民間企業向けの貸し出しの

伸び率はあまり高くない。 

 

（出所）モンゴル中央銀行 
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図表 46 モンゴルにおける融資先別貸出残高推移 

 

3.12.2 証券市場 

 モンゴルの資本市場開発の歴史は、1991 年にモンゴル証券取引所（MSE）が開業したことに

よって本格的に始まり、すでに 20 年以上の歴史がある。しかし、時価総額は 2011 年のピーク

時から半分以下の約 700 億円にすぎず、アジア各国の中でも最も小さい部類に属する。 

モンゴルの優良企業の多くが MSE ではなく海外に上場しているか、未上場のままである。 

モンゴルの資源関連企業が香港やカナダ、オーストラリアなど海外の証券取引所に上場する

ケースがこれまでにしばしば見られた。代表格は 2010 年に香港に上場し、一時は時価総額が

1,000 億円を超えた Mongolian Mining Corp である。他方、マザーマーケットである MSE には、

海外上場の資源企業は上場していない。 

3.13 モンゴル製品サプライチェーンの改善 

(1) 代表的な製品のバリューチェーン 

 各段階の特色と課題  

代表的な製品である農産加工品、畜産食糧品、皮革製品及び繊維製品について、各製品の項

において示されるバリューチェーン（原材料調達、加工、国内販売・輸出）の各段階における

特色と課題を表にまとめると以下のようになる。 

バリューチェーン 

製品 原材料 加工 販売・輸出 

農産加工品 ・原料の一部は安価、

豊富 

・栽培・保存に課題 

・果実ジュース、オイルが拡大中 

・粉末加工、フリーズドライ加工、

保存加工施設にニーズあり 

・保存・加工施設が未整備。 

・海外からのニーズがあ

り、可能性が高い 

畜産食料品 ・原料は安価で豊富 

・副資材は輸入依存 

・流通・保管システム

が未構築 

・加工設備は欧州、韓国、中国製

を導入。日本製は普及していな

いが、導入の関心あり 

・燃料、暖房コストが高い 

・ヨーグルト、バター、

チーズの輸出に期待 

・ハチミツは輸出開始の

段階 

皮革製品 ・量は豊富だが品質の

向上（病原虫による

原皮段階、と殺段階

の傷）が課題 

・半製品（ウェットブルーまで）

段階の輸出が多い（付加価値が

低い）。 

・クラスト加工が増加 

・有機材料による鞣しも実施段階 

・比較的傷の少ない羊皮、

山羊皮のクラスト加工

に可能性 

・鞄、靴はデザイン力が

未発達 

カシミヤ製品

を中心とする

繊維製品 

・原毛量は多い 

・入手面で中国の取引

業者と競合 

・グレー、ブラウン色

が多く、ホワイトは

少ない 

・原毛及び整毛段階の輸出が多い 

・原糸の品質に課題 

・紡績機械、織機への投資が不足、

技術者の育成の遅れ 

・日本向けデザイン開発

に立ち遅れ 

・日本とのEPAが発効し、

輸出増加に期待感あり 
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（調査団作成） 

図表 47 代表的な製品のバリューチェーンの各段階の特色と課題 

(2) 輸出の増加に貢献する事例 

上述のバリューチェーンにおいて、販売・輸出の欄に示されるように、モンゴル企業にとっ

て日本を含めた輸出への取り組みは付加価値の増加に貢献する。 

日本向けに輸出増加に取り組んでいる例として以下の取り組みが挙げられる。 

企業 取り扱い商品と工夫、課題 

Landex 社 

（モンゴル） 

インターネ

ットショッ

プ 

【取り扱い商品】 

衣料（レディス、メンズ、キッズ）、マフラー・ストールが主体で、現在、革

製（牛皮または羊革）の財布を開発中である。 

【販路】 

本業の貨物事業とは別に、大手通信販売サイトに日本人向けにネットショップ

を開設。 

【特色と課題】 

・ユーザーニーズの高い高品質製品の商品開発と資金調達（商品調達先の企業の

資金繰り支援が必要）が課題。 

・採算面では輸送コスト（航空便）や手数料を勘案した価格設定に苦心している。 

・課題解決の一端として、マーケットリサーチを実施し、その結果として商品の

絞り込みを行うことや、スコットランドのデザイナーを活用したマフラー及び

ストールの商品企画を行っている。 

加 藤 運 輸

㈱ 

貨物輸送 

取扱物流増加のため、以下の取り組みを行っている。 

・モンゴル製品の取り扱いを希望する日本企業とモンゴル企業のマッチング

（例：チャツァルガンワイン、チャツァルガンオイル） 

・ウランバートル空港に冷凍保管施設が設置されておらず日本向け生鮮品の貨

物輸送の支障となっていることの解決のため、空港に対して簡易な保管資材の

設置の提案等 

㈱宝島 

ジャパン 

店舗販売 

催事販売 

通信販売 

【取り扱い商品】 

チャツァルガンを原料とした商品（ジュース、化粧品、健康食品）、マフラー、

ストール、フェルト製スリッパ、ウール製靴下、ヤク・ラクダ原毛を使用した

帽子等に分けられる。 

【販路】 

自社店舗、関東地区の百貨店店舗（約 30 店舗）で催事販売に加え、通信販売

（生協）、自治体のふるさと納税者向けのプレゼントとしても利用されている。 

【特色と課題】 

当社は定期的にモンゴル企業を訪問して商品開拓に努めている。モンゴル企業

の製造コストが高く、物流コストにハンディがあるため、日本での商品の販売

価格は高めに設定せざるを得ない。このため、品質と健康及びモンゴル文化情

報を伝えるといった付加価値を消費者に受け入れてもらうことで販売につな

げている。 

（出所）調査団 

図表 48 モンゴル製品を日本国内で販売する取り組み事例 
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第 4 章 ビジネス環境 

4.1 外国投資促進および投資環境情報提供  

 モンゴルにおけるビジネス環境については、政府機関の国家開発庁（NDA）と民間代表団体

のモンゴル商工会議所（MNCCI)）が図表 49 の通りモンゴルへの投資を検討している外国企業・

投資家に対して、投資環境情報を提供している。 

提供先 NDA MNCCI 

名称 YOUR GUIDE TO INVEST IN MONGOLIA 
BUSINESS GUIDE FOR FOREIGN 

INVESTORS & TRADERS 

最新版 2016 年 2016 年 

提供形態 

① 冊子（現状英語版のみ） 

② NDA サイト（英語のみ） 

2016 年 5 月よりオンラインによる Online 

Investment Guide to Mongolia（通称 iGuide) 

開始。 

① 冊子は過去英語版を発刊したが、現在は

中止。 

② MNCCI サイト（英語のみ） 

 

更新状況 2015 年版を 2016 年 2 月更新済み 2016 年 10 月更新済み（3 年ぶり） 

最新版の主

な内容 

① モンゴルでの在留手続き 

② 会社設立手続き 

③ 会社に係る各種税金 

（含む税制恩典措置、経済特区） 

④ モンゴルでのビジネス 

⑤ 投資環境 

（投資法、コンセッション法、投資イン

センティブ等） 

⑥ 貿易 

① モンゴルの概況 

② モンゴルの投資環境 

（経済状況、インフラ開発、銀行、産業、

労働、会社登録、貿易取引等） 

③ モンゴルへの投資 

（投資法、税制、PPP、調停・仲裁、検査、

知的財産等） 

④ モンゴルとの貿易（日モ EPA を新たに

記述） 

⑤ 付属資料（政権交代に伴う省庁再編記

載） 

組織の 

概要 

NDA の組織は 1)Development Policy、2)Sector 

Development Policy and Regulation 、

3)Investment Integrated Policy Planning 、

4)Information and Promotion、5)Administration 

and Human Resources の 5 つの Division より

構成され、このうち 3)の投資政策課と 4)の

登録情報・広報課が IMA より引き継いだ業

務を担当している。具体的に 3)の投資政策

課は、①国家投資の増加を促進する政策を

立案するとともに外資誘致のために必要な

政策の策定、②モンゴルが 43 か国と締結し

ている投資に関する二国間・多国間の国際

条約の実行・遵守、③外資関連法令の実施

とその一環として投資額に応じたインセン

ティブを付与、④外資誘致のためのプロモ

ーション業務や外国政府機関事務所の登

録、が主な業務である。 

一方、4)の登録情報・広報課は、①外資に係

る各種データの収集と分析、統計とりまと

モンゴル商工会議所（MNCCI) は、1960 年

に設立（現在は NPO 法に基づく NPO 法人）。

モンゴルのビジネス界における貿易と投資

の発展に特化したモンゴルの主要な NPO。 

現在、MNCCI は、モンゴルの中小企業等民

間企業の事業を支援。 

 

主な活動は以下の通り。 

•輸出と中小企業の促進 

•ビジネスミッション、国際展示会、見本市

の組織 

•ビジネス情報と投資情報の交換 

•官民セクターカウンセリング 

•原産地証明の発行 

•外国貿易紛争の仲裁（国際仲裁センターの

運営） 

 

【モンゴル商工会議所付属  モンゴル国立 

国際仲裁センター：Mongolian International 
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提供先 NDA MNCCI 

め、②外国企業に対するモンゴル進出支援

アドバイザリー・サービス提供、③外資誘

致のプロモーション・広報業務がメインの

業務である。 

and National Arbitration Center（MINAC）】 

 

2014 年 4 月現在、MINAC には、外国人 8 人

を含む 53 人の仲裁人が登録されている。

MINAC の仲裁手続は国際標準に準拠してお

り、MINAC の仲裁判断は、日本を含む世界

150 か国以上の国々で強制執行することが

できる。 

（出所）NDA 及び MNCCI へのヒアリングに基づき作成 

図表 49 モンゴル投資環境情報提供先の概要 

NDA、MNCCI のいずれも統計・データやフォーム・様式、手続き方法等を関係省庁・機関

から情報収集し以下のウェブサイトで公開している。 

NDA：http://nda.gov.mn/backend/f/rzsezhcJgg.pdf 

MNCCI: http://en.mongolchamber.mn/investment_guide/top_150.htm 

4.2 モンゴルの法制度 

4.2.1 モンゴルの法体系 

モンゴルの法体系はヨーロッパ大陸法に基づいており、憲法を頂点に以下の通り法律、決議、

政令から構成される。これらはモンゴル法務省が作成する“Magazine of State Information”に掲載

された後に法的に有効となる。日本で言えば官報に相当する当該 Magazine は年間 40US$支払え

ば、購読することが可能である。 

 

主体 形態 対象 

国会  法律 

 決議 

各省庁が作成する法案 

各省庁の政策や国家ビジョン・プログラム 

 内閣  閣議 各省庁横断的なルール・規制・手続き 

 省庁  政令 各省庁の管轄に係るルール・規制・手続き 

自治体  決議 

 条例 

地方のルール・規制・手続きについて、地方議会が決議し、 

首長が政令を発出。 

（出所）現地法律事務所へのヒアリングより作成 

図表 50 モンゴルの法令体系 

4.2.2 投資法 

2013 年 10 月に制定された（2013 年 11 月 1 日より施行）「投資法」によって、2002 年に導入

された「外国投資法」は破棄された。新「投資法」の規定により、国内外の投資家への対応の

公平化が図られた。 

新投資法は投資優遇措置に関して、国内・国外の企業を同等に扱う方針となったため、従来

のような外資向けの特別な優遇措置は見当たらないが、下記の通り、優遇措置はより充実した

と言える。 

 50%の投資減税：以下の植物、生産物から得られる法人所得 

http://nda.gov.mn/backend/f/rzsezhcJgg.pdf
http://en.mongolchamber.mn/investment_guide/top_150.htm
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・穀物、ジャガイモ、野菜、牛乳、フルーツ及びベリー、家畜飼料作物 

 10%の投資減税：モンゴルの優先部門における投資 

新規生産、サービス、既存生産の拡張、修理、既存サービスの拡張、改善のための償却可

能資産への投資などが対象となる。 

 投資減税額が当該年度での全税額より大きい場合、超過額は利益の出る連続 3 年間、適用

できる。減税措置は二重課税防止条約に基づき、外国で税を支払った企業に与えられる。

また、繰り延べ損失は 2 年間可能である。ただし損失控除の年間額は課税年の課税所得の

50%を越えることはできない。 

 一方、旧外国投資法では、外国資本の最低出資金規制が低かったため、多数の外国企業（主

に中国と韓国）が実働の伴わない会社設立を行ったため、当該「投資法」では、外国投資

企業の最低出資金が 10 万 US$に引き上げられた（以下の抜粋条項から 3.1 規定を参照）。 

「投資法」において、外国投資家にとって留意すべき事項を以下の通り要約 

条項 内容 

3.1 

（投資家の定義） 
この法律に使用した以下の用語は下記の意味にて理解すること。 

3.1.2 「投資家」とは、モンゴル国に投資した国内外の投資家をいう。 

3.1.3 

「外国投資家」とは、モンゴル国に投資している外国の法人・個人（モンゴル国に居

住していない外国人および無国籍者、さらに外国に居住しているモンゴル国民）をい

う。 

3.1.4 
「国内投資家」とは、投資するモンゴル国で登記を行った法人・個人（モンゴル国民、

モンゴル国に居住する外国人および無国籍者）をいう。 

3.1.5 

「外資系企業」とは、モンゴル国の法令に従って設立され、法人が出した全株式の

25％以上を外国投資家が所有しており、各外国投資家が投資した金額が 10 万 US$以

上またはこれに相当する MNT の企業をいう。 

3.1.11 

「外国国有法人」とは、全株式の 50％以上を外国政府が直接または間接に所有して

いる法人をいう。（2012 年に中国の国営会社がモンゴル資源開発会社を買収しようと

したことを契機に生じた問題との関連規定） 

2.2 

（国際条約の優先規

定） 

この法律に定められた以外の項目がモンゴル国の条約に定められた場合は条約の条

項に従うこと。 

6.6 

（知的財産規定） 
モンゴル国は投資家の所有権のうちの知的財産権を法律の定めに従って守ること。 

6.7 

（投資回収規定） 

投資家はモンゴル国内で納税義務を完全に果たした上で、下記の自らに割り当てられ

る資本・収益を外国に持ち出す権利を有する。また、外国投資推進及び投資家保護の

視点から以下の条項が明確に記載されている。 

6.7.1 事業から得た利益・配当金 

6.7.2 知的財産の使用料、仕事を完成したりサービスを行ったりした代価。 

6.7.3 外国から得られた借金の元金と利息。 

6.7.4 企業を解散した後、自らに割り当てられる資本。 

6.7.5 法律の範囲で得た、つまり所有しているその他の資本。 

6.8 

（外貨交換規定） 

投資家はこの法律の 6.7 に定めた資本・収益を貨幣資本の形で外国に持ち出す時、自

らの選んだ国際的に自由に交換可能な外貨に換えて送金する権利を有する。 

6.9  法律・モンゴル国条約にほかに定めがなければ、投資家は政府機関と締結した契約か



56 

条項 内容 

（国際仲裁規定） ら生じる争いを双方の協議により国内外の仲裁人を任命して解決させる権利を有す

る。 

7.1.1 投資を行う、投資の形態・規模・投資場所・地域などを独自に選択し、関連する決定

を独立して単独で下す。 

7.1.2 一つ以上の分野・プロジェクト・生産・事業に投資を行う。 

7.1.3 投資プロジェクトを実施する事業の範囲内で外国から商品・業務・サービスを輸入し、

商品・業務・サービスを輸出する。 

7.1.4 モンゴル国で登記された銀行・ノンバンクを通じて外貨を購入・売却するなどによっ

て自らの外貨のニーズを満たす。 

7.1.5 資本を処分し、合法的な収益を外国に送金し、外国からの入金を受け取る。 

7.1.6 投資した企業を経営し、あるいは経営に参加する、関連法令に従って他者に権利・義

務を譲渡する。 

7.1.7 財務・借款・援助・土地・資源の利用を申請する、申請を決定させる。 

7.1.8 公共サービスを公平に享受する。 

7.1.9 法令に定めたその他の権利。 

第 9 条 

（投資推進機関） 

投資に関する問題を管轄する行政機関の権利・義務 

モンゴル政府の投資推進機関の設置に関しては以下の記載がある。 

9.1 投資を誘致する、投資環境について広報する、投資家に行政サービスを行うために投

資問題を管轄する行政機関がある。 

9.2 投資問題を管轄する行政機関は以下の権利・義務を有する。 

9.2.1 投資を誘致する複合的な事業を行うこと。 

9.2.2 投資家の法的権利・利益を守るための支援・サービスを行うこと。 

9.2.3 投資に関する法的環境・国内市場の良好な条件を投資家に対し広報すること。 

9.2.4 投資家に対し投資計画作成時に支援すること。 

9.2.5 投資に関連して、政府の他のサービスについての助言を与え、ネットによる一括窓口

業務を行うこと。 

11.1（投資の税制優遇

措置） 
投資家に以下の形態で優遇措置を講じる。 

11.1.1 免税 

11.1.2 減税 

11.1.3 課税収入から差し引く減価償却費を早める方法で算出する。 

11.1.4 課税収益から差し引く赤字分を将来に移行して算出する。 

11.1.5 従業員の研修費を課税収益から差し引いて算出する。 

11.2（付加価値税の減

免） 

下記の場合、輸入した技術・設備の関税を建設期間中免除し、付加価値税を 0％まで

にできる。 

11.2.1 建設資材・石油・畜産品および輸出製品工場を建設する。 

11.2.2 ナノおよびイノベーション技術を含む製品の工場を建設する。 

11.2.3 発電所および鉄道を建設する。 

11.3（税務上の優遇措

置の調整） 

投資家に講じるこの法律の 11.1、11.2 に定めた優遇措置は、税務の法令により調整す

る。 

第 12 条（投資の非税

制優遇措置） 
投資家に対し、非税制優遇措置を以下の形態で講じることができる。 

12.1.1 契約に基づき、土地を最長 60 年間所有させて利用させ、契約の当初の件によって一

度だけ 40 年間まで延長することができる。 
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条項 内容 

12.1.2 経済自由区・工業団地において事業を営む投資家に優遇措置を講じる、登記および進

出の手続きを簡素化する。 

12.1.3 インフラ・生産・科学・教育分野における構築プロジェクトの実施時に優遇し、外国

から導入する労働力、専門家の人数・規模を増やす、外国人雇用税を免除する、関係

する許可を簡便化した手続きで与える。 

12.1.4 イノベーション・プロジェクトへの資金拠出に優遇措置を取る、輸出するイノベーシ

ョン製品の生産への資金拠出に保証を与える。 

12.1.5. モンゴル国で投資をした外国投資家、その家族にモンゴル国にマルチビザおよび在留

許可を関係法令に従って与える。 

12.1.6. 法律に定めたその他の優遇措置 

12.2（その他関連法令

との調整） 

投資の非税制優遇措置を土地法、経済自由区法、工業団地の法的地位法、イノベーシ

ョン法、労働力を外国に出す、外国から労働力・専門家を招聘する法およびその他の

関連法令により調整する。 

4.2.3 ビジネス関連法 

上記投資法に加え、主要なビジネス関連の法律として、会社法、法人登録法、税法、会計法、

労働関連法、知的財産法（特許・著作権法、商標登録法）、調停法、破産法、中小企業法が挙げ

られる。2008 年に National Legal Center が国際機関等の支援を得て、これら法律を含む 70 の法

令から構成される法令集“Business Laws of Mongolia”を編集・作成、英訳版も発行した。 

2008 年以降、ほとんどの法律が改正されながら国際機関の援助が得られず、政府の予算不足

によりこれらを更新した改訂版法令集は出版されていない。ビジネス関連法制は、頻繁に改正

されているため各法律の最新版は個別にチェックする必要がある。 

主要な法律の中で 2015 年に改正が行われた主なビジネス関連法は以下の通り。 

法律名 構成及び最近の主な改正内容等 

① 法人登録法 2015 年の改正により、会社登録に係る提出資料削減、プロセス簡略 

化、電子登録開始、手続き期間短縮（1 ヵ月以上⇒10 日）。 

② 租税法 法人所得税法、個人所得税法、付加価値税法、関税法等より構成。2015

年の付加価値税法改正により、課税対象売上高を引き上げ。 

③ 会計法 会計原則、財務諸表作成、会計基準、会計士の権利義務等規定。2015

年の改正により、持株会社は連結財務諸表の提出を義務付け。 

④ 労働関連法 労働法、雇用契約法、雇用支援法、社会保険法等より構成。2015 年

の社会保険法改正により、雇用主の社会保険料負担額の上限を設定。 

（出所）現地法律事務所へのヒアリング及び現地資料より調査団作成 

図表 51 最近改正が行われた主なビジネス関連法 

4.2.4 モンゴルにおける商事紛争の法的解決 

モンゴルの法源の中で、憲法、民法、民事訴訟法、裁判所執行法、仲裁法及び調停法がモン

ゴルでのビジネス紛争解決の主たる枠組み（法制）といえる。「外国仲裁判断の承認及び執行に

関する条約」（ニューヨーク条約）等モンゴルが締結している国際条約は優先される。モンゴル
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は仲裁に関する以下の国際条約に加盟している。 

 外国仲裁判断の認識と執行に関する国連条約（1958 年） 

 国家と他国の国民の間の投資紛争解決に関する条約（1965） 

 経済科学技術協力関係に従事する国の間で生じる民事紛争の仲裁による裁定（1972 年モス

クワ条約） 

 国際連合国際商取引法委員会の仲裁規則モデル 

 一方が国家である 2 つの当事者間の紛争の調停/仲裁オプションの規則（常設裁判所） 

 貿易関連投資措置に関する協定 

 モンゴルの法的枠組みの下でのビジネス紛争処理 

2013 年度モンゴルの国際及び国内仲裁センターの仲裁処理は 51 件であった。過去 10 年間に

解決された全ての契約紛争の内訳は売買契約 31％、労働契約 18％、マンションの購入契約 12％、

合弁会社契約 12％、協力契約 6％、サービス契約 5％、リース契約 5％、ローン契約 3％、ライ

センス譲渡契約 3％、輸送契約 1％、担保、リースなどその他契約 4％であった。 

 

 二国間投資協定及び投資協定仲裁 

日本とモンゴルの投資保護促進協定は（BIT）は 2002 年 3 月 24 日発効。BIT の第 10 条には、

紛争解決条件が定められていたが、2016 年 6 月 7 日に発効した日・モンゴル経済連携協定（EPA) 

により BIT は終了。EPA の 10.13 条項（当事者と他当事者の投資家の間で投資紛争解決）がホ

スト国と投資家との間の投資紛争に関する紛争解決手続を設定している。BIT 終了後実行した

投資に関して発生する投資紛争は EPA 紛争解決規定が適用される。 

EPA の 10.13.4 条項の規定は以下の通りである。 

 

紛争投資家が紛争を書面で要求した日から 120 日以内にその紛争が和解できなかった場合は、

紛争投資家は EPA の第 6 項により投資紛争提訴を下記の国際仲裁のどちらかに提出できる。 

 2 カ国とも ICSID 条約条約に加盟している場合はそれに基づき、仲裁へ申告 

 2 カ国のどちらかのみが ICSID 条約に加盟している場合は ISDS 条項に基づき仲裁へ申告 

 国連国際商取引法委員会の仲裁規則に基づき仲裁へ申告 

紛争当事者と同意した場合、他の仲裁規則に基づきその他仲裁へ申告 

   

仲裁廷の裁定は、紛争当事者にとって拘束性のある最終裁定であり、裁定は関連法令、規則、

及び ICSID 条約及びニューヨーク条約を含む関連国際法に基づき執行される。その裁定は執行

国においても有効である。日本企業はモンゴルにおいても ICSID 条約に基づく仲裁及び

UNCITRAL 仲裁が可能である。 

下記図表 52 はモンゴル国でのビジネスを対象とした過去の ISDS の事例。 
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年 ケース 
投資家の

本国 

適用投資

条約 

仲裁

規則 
概要 仲裁結果 

2011 
Khan resources 
vs. モンゴル政

府 

カナダ、 オ
ランダ、UK
バージン島 

The 
Energy 
Charter 
Treaty 

UNCI
TRAL 

投資:モンゴルでのウラン

探査・鉱山合弁事業での

大多数株主保有 

控訴原因 : 新原子エネル

ギー法採択による不法投

資没収  

投資家 

2010 
China 

Heilongjiang vs. 
モンゴル政府 

中国 
China-Mon
golia BIT 

UNCI
TRAL 

投資: 鉄鉱石鉱山  

控訴原因:掘削権の取消し 
保留中 

2007 
Paushok vs. モ
ンゴル政府 

ロシア 
Russia-Mo
ngolia BIT 

UNCI
TRAL 

投資: 金鉱山、石油会社 

控訴原因:政府が鉱物資源

市場高価格による収入に

対する棚ぼた利益税を導

入し、現地労働者への配

分増額を要求した 

保留中 

2004 
Alstom Power 

vs. モンゴル政
府 

イタリア 

The 
Energy 
Charter 
Treaty, 

Italy-Mong
olia BIT 

ISDS 

投資: 発電所  

控訴原因:ウランバートル

の発電所の改修案件契約

の下で実行すべき作業に

対する投資家と地方自治

体間の意見不一致 

和解 

（出所）調査団 

図表 52 モンゴル国を対象とした ISDS の事例 

 

4.2.5 その他法制に係る留意点 

 土地取引に関する制度 

土地法（Law on Land、2002 年制定、2003 年改訂）では土地に関する権利について、「所有」 

「占有」「利用」の三つの形態を認めている。「モンゴルの全ての土地は国家のもの」というの

がモンゴル憲法の一般的規定であるが、国家は土地を私的所有のためにモンゴル国民に配分で

きることが認められている。一方、外国投資家/外国投資企業に与えられるのは利用権のみ。 

 国民は自ら所有する土地の区画を外国市民に譲渡することは禁止されている。土地の占有権

は、利用目的に応じ国家との間で締結される土地占有契約の特定の条件に従って法的管理を有

する占有者の権利であり、モンゴル国民と国内資本企業/組織にのみ与えられる。 

土地法に従い、以下の権利が認められている。 

 60 年間（延長も可能）、土地を占有することができる。 

 占有下にある土地の全部または一部をリースすることができる。 

 他のモンゴル国民、企業、組織に対して土地所有証明書を譲渡、質権設定ができる。 

土地利用権は、土地所有者（国家またはモンゴル国民）または土地占有権保持者との間の契

約によって、土地の有益な特性を利用する権利である。 

また、土地法では、外国投資に関わるモンゴル企業が特別の条件に従って土地を利用するこ

とを認めている。 
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 動産・無形固定資産担保法（MIPP 法） 

MIPP 法が 2016 年 9 月 1 日より発効した。法律の目的は、動産および無体財産の担保権を含

む取引当事者の法的権利及び利益を保護/規定し、経済効率と新たな資金源へのアクセスを促進

することである。当該法律の採択前は、銀行や金融機関が土地、建物、鉱物権を優先的に担保

としていた。法律の主要条項、は①担保権が書面契約により創出される、②担保権創出日付に

関わらず、保証付き担保権が無保証の担保権より優先する、③国家登記・知的財産庁は、動産

及び無体財産に関する担保権の電子登録システムの運営を担当する、④担保契約で与えられた

担保売却期限を除いて、担保提供者は担保物をどの時点でも買い戻し、あるいは契約義務を果

たすことができる。 

4.3 外国企業の進出（形態/登録） 

モンゴルにおいて外国企業がビジネス業務を行う事業拠点として、投資法は外国投資企業 

（現地法人）あるいは駐在員事務所のいずれかの形態をとると規定しており、支店などその他

の企業形態は今のところ許可されていない。但し、駐在員事務所は、外国法人の代理事務所で

あり、モンゴルで営業業務を実施する権利がない。このため、例えば、外国企業がモンゴルで

製造工場を設立するためには、現地法人を設立する必要がある。現地法人の定義は、モンゴル

で設立・登記された企業で、その株式の少なくとも 25％を外国人投資家が保有し、外国投資家

の最低株式払込額は 100,000US$と規定されている。  

現地法人、駐在員事務所のいずれも国家登記・知的財産庁（GAIPSR）に登録する。登録者

は、申請書フォームを提出し、GAIPSR が 10 営業日以内に審査と承認手続きを完了する。 

GAIPSR は登録情報を各地方税務当局に送信するため、地方税務当局に登録する必要はない。 

4.3.1 外国企業のモンゴルでの事業開始 

モンゴルの会社法上、会社形態は「有限責任会社」（Limited Liability Company:LLC）と「株

式会社」（Joint Stock Company:JSC
15）に大別される(会社法 3 条)。JSC は「非公開株式会社」（Closed 

Joint Stock Company:CJSC）と「公開株式会社」（Open Joint Stock Company:OJSC）に分かれるが、

モンゴルにおける多くの民間企業は LLC の形態を採用しており、特に日本を含めた外国企業の

現地法人のほとんどは LLC の形態を採用している。 

(1) 外国からの投資による新しい企業の設立 

モンゴルで新しい外国投資企業を設立するには、知的財産・国家登記庁（GAIPSR）に登録

する。登録者は、申請書フォーム UB12（添付 2．「現地法人/駐在員事務所申請書フォーム」参

照）とその他必須書類を提出し、GAIPSR が 10 営業日以内に審査と承認手続きを完了する。一

般的な企業の審査期間はわずか 2 営業日である。 

                                                        
15 JSC は英国で始まった株式会社の形態の一つであり、株主の責任を有限責任として、株式の譲渡を可能とし

た形式の会社形態。現在では、ロシア及びウクライナ等旧共産圏諸国が国営会社の株を民間に公開した際に、

広く活用された会社の形態。 
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（出所）現地法律事務所へのヒアリングより作成 

図表 53 モンゴルで外国投資企業を設立する時の主要ステップ 

 商号（会社名）使用の確認 

会社の創設者（ファウンダー）や委任された者（委任受託人）が GAIPSR で商号（会社名）

使用の可用性を確認し登録する。確認がなされた場合、GAIPSR が社名予約票や銀行口座開設

許可書を発行。 

会社名は、オンラインで予約することができるが、名前の予約票は、現物で本人や委任受託

人に渡される。社名予約票の受けるために GAIPSR に以下の書類の提示が必要。 

 創設者（ファウンダー）やその委任者の証明書 

 委任受託人の場合は委任状 

 手数料支払いの銀行証憑 

 銀行口座の開設 

会社の創設者がモンゴルの市中銀行で一時的な口座を開く。 

 GAIPSR での登録 

会社登録証明書を取得するためには下記の書類を GAIPSR に提出する。 

 記入済みのフォーム UB12 

 社名予約票:予約票の発行から 10 営業日後に有効期限が切れる。従って、会社名簿の

発行から 10 日以内に、GAIPSR に会社設立証明書を申請することが推奨される。 

 設立決定または株主総会の決議（会社の設立、定款の承認および執行取締役の任命） 

株主総会は全ての株主を構成する企業の最高経営機関である。株主が法人である場合

は株主総会に参加する 1 人または数人の承認代表者を任命する。複数の代表者の投票

は、株式保有企業が保有する株式数に左右される。定時株主総会は会計年度の終了後

4 ヶ月以内に開催され、少なくとも 40 日前に取締役会または取締役社長（取締役会が

ない場合）から通知される。この期間内に定時総会を開催しない場合、取締役会また

は取締役社長の権限が自動的に凍結され、その間に締結された取引は無効となる。 

 会社定款 

＊モンゴルの会社法においては、会社法等法律の範囲内で、会社の経営方針/重要事項の決

定や執行方法を会社定款によって定めることができる。よって、モンゴル企業と合同で会

社を設立する場合は、この定款の内容に注意する必要がある。 

また、株主総会で承認された定款に基づく会社経営は通常取締役会によって決定される

ことから、社外取締役を含めた取締役の任命は非常に重要な問題であり、十分な注意が必

要である（外国企業の最低出資額は 25％であるが、25％出資及び過半に満たない取締役選

任では会社経営の重要事項の多くをモンゴル側パートナーに委ねてしまうリスク有）。 

 株主契約書（複数の株主の場合）  

社名の 

可用性 

確認 

銀行口座 

開設 

GAIPSR 

への 

企業設立と
登録申請 

区社会保険所
での登録 

会社印鑑 

取得 
事業開始 
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 銀行口座開設通知 

 投資証－25%以上の株式を保有する各外国投資家の払込資本の最低額が 100,000US$ 

＊【最低資本要件】法人国家登録法の 17.2.4 条項に従い、外国人投資家からの現金、動産

及び知的財産の 3 種類の拠出が認められる。現金拠出の場合、投資家は、投資家の口座か

らモンゴルの法人の暫定銀行口座に最低資本金額を送金した証拠を提出する必要が有る。

現物出資（動産のみ）の場合は当該財産がモンゴルに輸入されたことを通関証で証明する

必要がある。無形資産については、当該国の関係当局が発行した当該資産に関連する登録

書類の写しを提出。 

 初期財務諸表（バランスシート） 

 印紙税支払証憑 

 株主の企業登録証明証またはパスポートのコピー 

 外国の国営企業が戦略的な分野で業務する企業の 33％以上の株式を保有する場合は、

その国の投資監督機関からの正式な許可が必要 

ライセンス法に基づいて特別ライセンスを必要とする事業については、その事業開始前に

GAIPSR に正式に登録しなければならない。ライセンス発行機関から特別ライセンスの発行を

受けた後、その業務を定款に記載し、GAIPSR に定款変更を登録する。ライセンスは一般的に

3 年間有効だが、ライセンスの条件は分野毎に大きく異なり、セクター別の法律やガイドライ

ンによって規制されている。 

 地方税務署への登録 

法人設立の際に、GAIPSR は登録情報をそれぞれの地方税務当局に連絡するので、地方税務

当局に登録する必要はない。  

 社会保険所での登録 

会社設立時には、地区社会保険局に登録する必要がある。 登録が終了したら保険コードを会

社に割り当てる（手数料は無し）。社会保険登録の証明書は提供されない。  

 会社印鑑取得 

事業者は、法務省に登録された印鑑（スタンプ）メーカーに登録証明証のコピーを提出し、

会社の印鑑を発注する（会社の印鑑は通常 2 時間以内に入手できる）。 

 その他留意事項 

 会社プロフィールの変更 

会社の設立文書（定款）の全ての変更は 15 営業日以内に GAIPSR に通知し、登録する必要が

る。この期間内に GAIPSR に通知しなければ、GAIPSR は罰金を科す。 

 会社設立証明書/国家登録証 

証明書はその法人の定款に記載されている存続期間に相当する期間で発行される。特別ライセ

ンスを有する企業の場合は、設立証明書の期間は特別ライセンスの期間に相当する。従って、

特別ライセンスの期間が延長/期限切れになった場合や会社のプロフィールに変更が生じた場



63 

合は設立証明書を随時改訂する必要がある。 

 権利（ライセンス）の移転 

法律で別段の規定がある場合を除き、ライセンスの販売または移転はライセンス法で禁止され

ている。例外は、資源鉱物法の規制による鉱業探査および開発権ライセンスの移転・売却。 

 国内取引通貨の要件 

自国通貨に関する法律は、中央銀行から外貨取引権を付与された法人を除き、モンゴル国内の

全ての取引が自国通貨（MNT）で行われることを要求している。    

(2) 企業の駐在員事務所開設 

外国企業は、モンゴルで法的利権の保護、本社代表取引など法的代理の目的でモンゴルに駐

在員事務所を設置することができる。駐在員事務所は法人として認められていないため、営利

目的で商業業務を行うことが禁止されている。  

モンゴルで外国企業の駐在員事務所を開設する時の主要プロセスは以下の通り。 

 

（出所）現地法律事務所へのヒアリングより作成 

図表 54 モンゴルで外国駐在員事務所を開設する時の主要ステップ 

 駐在員事務所登録証明証発行申請する際に GAIPSR に提出する書類 

 記入済みの申請フォーム UB13 

（添付 2．「現地法人/駐在員事務所申請書フォーム」参照） 

 代表者任命に関する会社代表者の決定 

 外国企業の概要資料と定款のコピー 

 駐在員事務所の定款  

 外国企業の会社登録証明証のコピー 

 印紙税支払証憑 

印鑑を取得するには、地区の社会保険局に駐在員事務所の登録を行う必要がある。  

  

GAIPSRに
設立申請し
証明証取得 

銀行口座開
設 

社会保険所
で登録 

印鑑取得 活動開始 
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(3) 登録手続きに要する時間と費用  

新会社設立および駐在員事務所開設に要する時間と費用は以下の通り（2016 年現在）。 

 手順 必要時間 必要費用 

新会社設立 

1 社名可用性確認 1 日間 500 MNT 

2 銀行口座開設 1 時間 無料 

3 GAIPSR への企業登録申請と証明証の取得 10 営業日 750,000 MNT 

4 印鑑取得 2 時間 59,800 MNT 

5 区社会保険局に登録 1 時間 無料 

駐在員事務所開設 

1 GAIPSR への登録申請と証明証の所得 10 営業日 1,100,000 MNT 

2 銀行口座開設 1 時間 無料 

3 印鑑取得 2 時間 59,800 MNT 

4 区社会保険局に登録 1 時間 無料 

（出所）現地法律事務所へのヒアリングより作成 

図表 55 新会社設立および駐在員事務所開設に要する時間と費用 

(4) ビジネス・ライセンス取得事業 

ビジネス・ライセンス法（ライセンスが必要な 108 種類の事業をリストしている）5.2 条項

により、ライセンスを必要としない事業は登録機関に登録した上で、関連する法律、基準と規

則に従い自由に行うことができる（ライセンスが必要な事業については図表 56 を参照）。 

しかし、モンゴルでの事業許可合理化の目的で IFC、世界銀行グループの協力で調査を行っ

た内閣官房庁の 2015 年 7 月の発表によると、1,000 以上の事業において事業開始には会社登録

だけでなく、モンゴルの法律や条例の下に存在するライセンス、許可証、証明書、クリアラン

スや契約を含む承認が必要となっている。 

ビジネス・ライセンス法は、公共の利益、人間の健康、環境、国家安全保障に悪影響を与え

る可能性のある特別な条件と専門知識を要する事業を行うためのライセンスの発行や失効の関

係を調整するために、2011 年にモンゴル議会で承認された。ライセンスは通常、モンゴルの法

律に基づいて設立された法人に対して発行される。従って、製造工場の設立に必要な各種ライ

センスを取得するにはモンゴルの法律に基づいた事業体をモンゴルで登録することが要求され

る可能性が高い。ビジネス・ライセンス法に基づいて発行されたライセンスは、実際には「特

別ライセンス」と呼ばれている。 

ビジネス・ライセンス法に基づいてライセンスを必要とする事業を実施する場合においても、

GAIPSR で会社登録する必要がある。ライセンス発行機関から特別ライセンスを取得後に会社

定款を更新し、GAIPSR に再登録する。ビジネス・ライセンス法ではライセンスの発行、更新、

および取り消しのための一般的な手続きと条件が規定されているが、各ライセンスの発行の詳

細な手順は個別の法律によって規則されている。  
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分野 業務（事業） 

銀行事業  銀行設立、銀行業務 

非銀行金融事業 

（ノンバンク事業） 

 非銀行金融業務 

 商業保険事業 

 借款付与と預託管理 

 担保管理 

 担保登録と管理 

その他金融/経済関連

業務 

 社会保険関連業務 

 監査 

 証券発行 

 宝くじ発行業務 

 通関仲買業務 

 通関保税倉庫 

 資産評価 

 税理顧問 

法務省関連 

 公証業務 

 ギャンブルの業務 

 武器製造、販売 

 印鑑製造 

環境関連 

 オゾン分解物質、関連製品の輸入、販売、使用 

 有害化学物質およびその他の有害物質の製造 

 有害化学物質およびその他の有害物質の輸入、輸出、使用、処理 

 認可汚染基準を超過した業務 

 環境影響評価業務 

 有害化学物質およびその他の有害物質に関連する輸入、販売およびサービス 

教育、文化、科学 関連 

 学校、大学、研究所、専門大学（カレッジ） 

 修士号と博士号のコースの提供 

 歴史的、文化的、貴重なコレクションの輸出、販売 

 高等教育機関による新専門分野のプログラム実施 

 職業教育機関の業務 

 職業教育機関による新職業分野のプログラム実施 

 外国教育機関への配置サービス 

 国際的なカリキュラムやパイロット的小学校の設立 

 外国人投資の幼稚園と学校の設立 

 文化遺産の修復、古生物学的考古学的探究と研究 

燃料、電気関連 

 電源とネットワークの構築 

 電気製造、移送、派遣、供給、販売 

 ボイラーの据え付けと修理 

社会福祉と労働関連  労働者の外国送り出し/外国からの受入れ/公的雇用事務局の代理 

工業、商業関連 

 宝飾品、貴金属と石の製造 

 射撃手榴弾および砲弾の輸出入、販売、製造 

 資源鉱物探査 

 資源鉱物掘削 

 アルコール飲料輸入 

 天然ガスの製造 

 煙草製品輸入 

 製鉄、自動車製造 

 テクノパークの関連業務 

 燃料製品の輸入販売 
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分野 業務（事業） 

 天然ガスの探査 

 非伝統的ガス掘削 

食品、農業関連 

 煙草栽培と加工 

 アルコール飲料の製造（モンゴルの伝統的なミルク酒を除く） 

 作物種子の生産 

 獣医薬剤、獣医施設製造/輸入 

 肥料輸入、販売 

 新しい動物種、胚および動物精液の輸出入 

厚生(医療/医薬)関連 

 薬品、医療施設、器具、プロテーゼの製造、販売、輸入 

 各種類の医療サービス提供 

 薬品及びその他薬剤物質の製造、販売、輸出入 

 有害微生物の生産、選択、貯蔵、輸送、販売 

 害虫及び齧歯類に関連する破壊、消毒サービス提供 

 生物学的に活性な製品の輸入、生産及び関連サービス提供 

 全国の医療機関、または外国人投資医療機関の専門的な業務 

著作権と特許関連  知的財産代理人の業務 

建設、都市開発関連 

 エレベーターの組み立てとメンテナンス 

 公共保守とサービス業務 

 建築業務、建築工事、建築資材の製造、持ち上げ機械の製造、組み立て、修理 

 測量図等作成業務 

輸送、観光関連 

 公共交通 

 鉄道交通 

 道路建設、メンテナンス 

 海運業 

 鉄道インフラの建設及びメンテナンス 

 車両プレートの製造/車両承認 

情報・通信関連 

 ラジオ放送 

 通信線の設定と運営 

 放送関連製品の生産 

 電子署名証明証発行 

原子力関連 

（基準化と測定等） 

 原子力機器の製造、修復、処理の適応 

 原子力設備の使用 

 核物質の所有/使用/輸出入/輸送/処理 

 放射性鉱物の探査 

 放射性物質の使用/輸出入/輸送/処理復 

 原子炉の所有、使用/販売/据付/賃貸/撤去/建造及びその他の関連業務 

防衛関連  軍隊/軍備および関連付属品の輸出入 

地方自治体からの許可

が必要となる事業  

 医療機関の専門的な業務 

 小学校と幼稚園の設置 

 アルコール飲料の販売とサービス 

 美容師のサービス 

 大気汚染原因となる物質を排出する一時的な源の使用と製造 

 たばこ販売  

（出所）現地法律事務所へのヒアリングより作成 

図表 56 ビジネス・ライセンス取得事業リスト 
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4.4 雇用と労務 

モンゴル国の失業率は以下の通り、8％前後で推移している。近年のモンゴル労働市場にお

ける課題は、高学歴及び留学生の増加に対応した就業機会の提供が十分できていない点にある。

この需要と供給のギャップ縮小とミスマッチ解消が重要な政策課題となっている。 

 

                 （出所）IMF 

図表 57 モンゴルの失業率推移 

モンゴルの労働法は、日本の労働基準法等と比較して強い規制を有しており、契約や就業規

則作成の際に注意が必要となる。主な事項は、以下の通りである。 

 兼業（副業）が法律上認められている。これを禁止したい場合には、就業規則で明確に定

めることは違法とまではいえないが、労働者はこれに拘束されるものではない。 

 60 歳定年制を許容しているが、それ以下の年齢での定年制は認められない。 

 時間外割増賃金等については、割増率が日本よりも高く設定されている。 

 給与の支払いは月 2 回以上必要である。 

 労働者との合意により、当該労働者を、健康を害しない職務へ異動させたことにより、そ

の賃金が低下した場合、使用者は 6 か月間の差額の補償義務がある。 

 深夜労働は、午後 10 時から午前 6 時までである。 

 年次有給休暇について、日本よりも多くの休暇日数が定められている。年次有給休暇日数

計算の基礎となる勤続年数は、社会保険手帳の記載に基づいて、以前勤務していた企業等

における勤務年数も通算される。 

 3 歳未満の子を持つ母親と 3 歳未満の子を養育する独身男性の解雇禁止が定められている。 

 妊婦及び 8 歳未満の子を持つ母親と 16 歳未満の子を持つ独身の母親、ないし父親をその許

可なしに深夜労働及び時間外労働、出張させることが禁止されている。 

 妊産婦に対する妊娠出産休暇は 120 日であり、日本よりも長期間である。 

 新生児を養子にとった母親ないし独身の父親に対し、60 日の休暇を与えなければならない。 
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 育児休暇を取得できる者は、3 歳未満の子を持つ母親/父親であり、日本よりも取得可能期

間が長い。 

 就業規則に定める必要はないが、集団的労使紛争が発生し、労働者側が調停を申し立てた

場合、使用者側はこれを拒否することができない。 

 減給は、3 か月以下の期間における平均賃金の 20％を超えない金額で行うことができる。 

 労働者の使用者への賠償責任額は、当該労働者の 1 か月分の平均賃金に制限されている。 

4.5 税制/税務 

4.5.1 モンゴルの税制度 

モンゴルでは 1992 年の社会主義から民主主義への移行に際して、市場経済に沿った新しい租

税制度が誕生した。その後は、雇用創設のための事業会社の税負担の軽減、インフォーマル経

済の減少、外国投資の増加、中小企業の発展といった政府の公約の実現を目標に租税環境の改

善を継続的に行ってきており、こうした改善努力は現在も続いている。 

モンゴルの租税制度の主な準拠法は租税法であり、2008 年に現在の改定版が制定されて以降、

経済環境や政策を反映した改正が数次にわたり行われてきた。租税法の目的はモンゴルでの各

種類の税金の導入、設定、課税、報告、納税、管理、徴収の為の法的根拠を確立し、納税者の

義務及び納税額と税務当局の権限を定義し、関係を規定することにある。 

租税法では、税目ごとに法人税法、個人所得税法、付加価値税法、関税法、社会保障税法な

どの専用税法が制定されており、それぞれ具体的な税目を規定している。 

租税法の第 7 条には全税目が定義されており、国税（法人所得税、付加価値税、関税）と地

方税（個人所得税、不動産税、土地料）に大別され、直接税（法人所得税、個人所得税）と間

接税（付加価値税、関税、特別税）に分類される。 

なお、付加価値税法については、2015 年に改正され、課税対象年間売上高の最低額が 1,000

万 MNT から 5,000 万 MNT に引き上げられ、中小企業にとっては負担の軽減が図られている。 

 

国税/地方税 税法 税目 

国税 

法人所得税法 

法人所得税 

配当所得税 

ロイヤリティ所得税 

利子所得税 

ギャンブル・宝くじからの所得税 

不動産譲渡所得税 

権利譲渡所得税 

非居住者源泉徴収税 

関税法 関税 

付加価値税法 付加価値税 

特別税法 特別税 

ガソリン・ディーゼル税法 ガソリン・ディーゼル税 

鉱物資源法 
鉱物資源の検査権及び採掘権費 

鉱物資源使用料 

大気汚染法 大気汚染料 
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国税/地方税 税法 税目 

水質汚染料法 水質汚染料 

印紙税法 印紙税 

石油法 石油・ガスのロイヤリティ 

地方税 

個人所得税法 個人所得税 

不動産税法 不動産税 

資源（植物、水、森林、動物）

利用税法 
資源利用税 

自動車税法 自動車税 

土地使用料法 土地使用料 

社会保障税法 社会保障税 

個人事業税法 個人事業税 

印紙税法 
印紙税 

一般鉱物使用料 

銃品税法 銃品税 

首都税法 首都税 

廃棄法 廃棄料 

（出所）調査団 

図表 58 モンゴル国の税体系 

4.5.2 法人所得税 

法人所得税法は 2006 年 6 月 29 日に採択された。法人所得税法の対象となる企業は、モンゴ

ルの法律に基づいて設立された企業及び本社がモンゴルにある外国企業（居住者）とモンゴル

国内で駐在員事務所経由及び直接売上を計上している外国企業（非居住者）である。法人所得

税の課税所得には事業所得、資本所得、資産譲渡所得がある。法人所得税は 10％と 25％の累進

率を通じて課税され、最高税率の所得基準は 30 億 MNT である。法人所得税法により課税され

る所得税率は以下の通りである。 

その他所得 税率 

30 億 MNT までの年間課税所得 10％ 

30 億 MNT を超える年間課税所得 25％ 

配当金所得 10％ 

ロイヤリティ所得 10％ 

ギャンブル・宝くじからの所得 40％ 

不動産譲渡所得（譲渡益） 10％ 

利子所得 10％ 

権利譲渡所得（譲渡益） 30％ 

非居住者源泉徴収税 20％ 

（出所）モンゴル法人所得税法（Law on Economic Entities Income Tax）より作成 

図表 59 法人所得税率 

モンゴルでは特別なキャピタルゲイン課税はない。しかしながら、例えば不動産の売却等で

は、売却益の 2%が課税される。その他資産売却の場合は一般所得とみなされ、売却益に所得

税（10％）が課される。 

政府機関（省庁）から与えられた特定の事業免許、所有権、使用権の売却益は権利売却税（30％）
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の対象となる。また、上記の権利を保有企業の株式や証券を売却する方法で移転した場合は権

利の売却とみなされ、権利売却税の対象となることがある。 

非居住者はモンゴル国内で得た下記の所得が源泉徴収税（20%）の対象となる。 

 モンゴル国内に登録され、事業を起こしている企業からの配当所得 

 利子所得、融資保証料 

 ロイヤリティ、金融リース利子所得、管理手数料、レンタル料、有形・無形資産使用料 

 モンゴル国内での商品販売、役務・サービス料 

 モンゴルで得た直接及び電子式に行った役務・サービス料 

4.5.3 租税条約 

2016 年現在、モンゴルは世界の 24 カ国と租税条約を結んでおり、税率が減額される。 

国名 締結日 発行日 
配当 

（％） 

利子 

（％） 

ロイヤリティ 

（％） 

オーストリア 2004-10-01 2005-01-01 5/10 10 10 

ベルギー 1995-09-26 2001-01-01 5/15 10 5 

ブルガリア 2000-02-28 2004-01-01 10 10 10 

カナダ 2002-05-27 2003-01-01 5/15 10 5/10 

中国 1991-08-26 1993-01-01 5 10 10 

チェコ 1997-02-27 1999-01-01 10 10 10 

フランス 1996-04-18 1999-01-01 5/15 10 5 

ドイツ 1994-08-22 1997-01-01 5/10 10 10 

ハンガリー 1994-09-13 1999-01-01 5/15 10 5 

インド 1994-02-22 1994-01-01 15 15 15 

インドネシア 1996-07-02 - 10 10 10 

カザフスタン 1998-03-12 1999-01-01 10 10 10 

韓国 1992-04-17 1992-01-01 5 5 10 

キルギス 1999-12-04 2005-01-01 10 10 10 

マレーシア 1995-07-27 1998-01-01 10 10 10 

ポーランド 1997-04-18 2003-01-01 10 10 5 

ロシア 1995-04-05 1998-01-01 10 10 - 

シンガポール 2002-10-10 2005-01-01 0/5/10 5/10 5 

スイス 1999-09-20 2002-01-01 5/15 10 5 

トルコ 1995-09-12 1997-01-01 10 10 10 

英国 1996-04-23 1997-01-01 5/15 10 5 

ウクライナ 2002-07-01 2007-01-01 10 10 10 

ベトナム 1996-05-09 1997-01-01 10 10 10 

（出所）調査団 

図表 60 租税条約 

二国間の外国税額控除はモンゴルの居住者のみに適用される。二重課税を防止するために税

節約方式を採用している。この場合、外国での支払い税額は、同一所得または資本について、

支払われるモンゴルでの税金に対する控除として認められる。しかし、当該控除額はモンゴル

での同一所得にかかる支払い税額を超えることはできない。 
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4.5.4 減価償却と損失の繰越 

法人所得税法により納税義務者の保有資産の耐用年数が 1 年を超える場合は減価償却費の計

算対象となる。モンゴルでは減価償却は定額法で計算する（耐用年数は以下の通り）。 

資産区分 
耐用年数 

（年） 

建物、建設 40 

車両、機械、設備 10 

コンピューター、その部品、ソフトウェア 10 

有効期間が不明な無形資産 10 

有効期間が明確な無形資産（鉱物資源の探査権及

び採掘権も含む） 
有効期限内 

その他資産 10 

産業・テクノロジーパーク内の建物 20 

産業・テクノロジーパーク用の車両、機械 3 

（出所）調査団 

図表 61 固定資産減価償却耐用年数 

投資額が大きく、回収が長い特定の分野に従事する事業体の税務上の損失は、繰り越して、

通常より長い期間で控除することができる。例えば、鉱物資源開発とインフラ分野では租税損

金繰越し期間は以下の通り。 

投資額（億 MNT） 租税損金繰越期間（年） 

0-1,000 4 

1,000-2,000 5 

2,000-3,000 6 

3,000-5,000 7 

5,000 以上 8 

（出所）調査団 

図表 62 租税損金繰越期間 

4.5.5 付加価値税 

モンゴル国内で生産、販売した商品やサービス、またはモンゴルへの輸入に対して 10％の付

加価値税が課される。2015 年 7 月 9 日に新付加価値税法が採択され、2016 年 1 月 1 日から発効。

新法律によって付加価値税の登録、報告、課税、控除と免税制度が改善された。その結果、納

税者の税務申告と納税の正確化、リスク減少の環境を整えている。付加価値税納税者登録の所

得基準を 1,000 万 MNT から 5,000 万 MNT に引き上げられたことにより、特に多くの中小企業

が付加価値税の納税義務から解放されたことに伴い、中小企業にとっては全体的な税金負担が

減少したことで、有利なビジネス環境となっている。 

また、付加価値税制度を完全に電子化することで、インフォーマル経済の減少が期待されて

いる。 

下記の項目における連続する 12 ヶ月の売上高が 5,000 万 MNT に達成した翌月に納税義務者

登録を行い、毎月納税する義務が発生する。 
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 モンゴル国内での役務提供、サービス提供、商品販売 

 モンゴルへの役務、サービス、商品輸入 

 モンゴルからの役務、サービス、商品輸出 

売上高が 5,000 万 MNT に達成した企業と個人は自発的に納税者申請する。輸入品の付加価値

税課税評価額は、関税法に従い特定価格に関税や物品税及びその他の税金を課して定める。販

売目的でのモンゴルからの輸出品に対しては 0%とする。 

納税義務者は買付の際に、仕入先に支払う付加価値税を、販売の納税義務者は買付の際に、

販売先に請求した付加価値税差額を納税する。 

4.5.6 関税 

モンゴルの関税率は普通税率、特別税率、優遇税率と大きく 3 つに区分されている。また、

関税法と議会決定により免税対象商品が決まる。 

世界貿易機関（WTO）加盟国の商品（原産地証明書が必要）に対しては特別税率を使用する。

特別税率は商品によって 5～40％であるが、一般的な商品のほとんどが 5％で課税される。国内

生産保護と使用制限目的で特定の商品の関税率は高めで、15～40％である。 

特別税率対象国以外の国の商品及び原産地証明書の無い商品に対しては普通税率を使用する。

普通税率は特別税率の 2 倍に相当する。 

モンゴル国が加盟している国際条約に従って優遇税率が適用される。日本については、日本・

モンゴル経済連携協定に従って優遇税率を適用し始めている。 

関税法で規定されている商品や、議会/内閣の決定により特定の用途の範囲で輸入される商品

は免税される。免税対象となる商品例は以下の通り。 

 障害者用設備/器具 

 人道的支援に属する製品 

 乗客個人所属品 

 医療用の血液及び臓器 

 ガス燃料 

 木材、木苗 

 旅客用飛行機/部品 

 障害者用車両 

 モンゴル国法律、加盟国際条約に規定された免税対象商品 

 イノベーション・プロジェクトにる輸入品（モンゴル国内で生産できない原材料等） 

 石油探査設備、石油抽出用設備と機械（当初 5 年間） 

 再生可能エネルギーに係る研究/生産用設備 

 議会及び内閣の決定による下記を含む免税製品 

‐中小企業が輸入する設備 

‐外国政府からの支援、援助案件による輸入品 

輸出の際には、基本的に関税は課されないが、木材については輸出税を課している。 

(1) 特別税 
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全種類の酒類、タバコ、ガソリン及びディーゼル燃料、自動車などの輸入、あるいは国内で

の生産/販売、またはギャンブルビジネスに利用される専用機械、その部品の生産等には、特別

税が課される（2016 年現在）。 

商品 単位 
税額（MNT） 

国産品 輸入品 

食品アルコール 

酒類と薬生産、病院と獣医

院用に販売するもの 
1 リットル 1,450 - 

その他目的で販売するもの 1 リットル 14,500 - 

ウォッカ、リカー 

25 度未満 1 リットル 2,900 2,900 

25-40 度 1 リットル 5,800 5,800 

40 度以上 1 リットル 13,050 13,050 

コニャック、ウィス

キー、ラム、ジン 

25 度未満 1 リットル 7,250 7,250 

25-40 度 1 リットル 14,500 14,500 

40 度以上 1 リットル 17,400 17,400 

工場生産のモンゴル酒 1 リットル 290 - 

ワイン 
35 度未満 1 リットル 725 725 

35 度以上 1 リットル 6,525 6,525 

ビール 1 リットル 290 290 

たばこ 
シガレット類 100 本 3,480 3,480 

バルク類 1 キロ 2,610 2,610 

ガソリン 
90 オクタン未満 1 トン 0 - 15,950 0 – 750,000 

90 オクタン以上 1 トン 0 - 17,400 0 – 750,000 

ディーゼル 1 トン 0 - 21,750 0 – 850,000 

（出所）調査団 

図表 63 商品別特別税額 

ガソリンとディーゼル燃料の税額は政府がその時の市場価格、経済状況をベースに図表 63

の範囲で決定する。 

自動車に関する特別税は以下の通り（2016 年現在）。 

エンジン容量 

（cc)  

製造年（経過年数）による特別税額（MNT） 

0-3 4-6 7-9 10 以上 

1,500 未満 725,000 1,450,000 2,900,000 8,700,000 

1,501 - 2,500 2,175,000 2,900,000 4,350,000 10,150,000 

2,501 - 3,500 2,900,000 3,625,000 5,800,000 11,600,000 

3,501 – 4,500 6,525,000 7,250,000 9,425,000 15,225,000 

4,501 以上 10,150,000 10,875,000 13,050,000 18,850,000 

（出所）調査団 

図表 64 自動車特別税 

なお、下記車両の特別税は免除されている（2016 年現在）。 

 モンゴル国内で生産し輸出した特別税対象商品 

 ハイブリッド車 

 LPG エンジン車両 

 電気車両 
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4.5.7 個人所得税 

個人所得税法は 2006 年 6 月 16 日に採択されている。個人所得税には給与所得及び事業所得

を含め、税率は 10%のフラットレートに設定されている。モンゴルの個人所得税率は他国に比

べて低い。モンゴル国内に住所を有する者、または 183 日以上モンゴルに居住するものは居住

者とみなされる。その他の者は非居住者として扱われる。居住者は所得発生地に関係なく、非

居住者はモンゴル国内源泉所得のみ課税対象となる。 

年間給料、ボーナスなどの所得にについては 84,000MNT まで、子供や自分の学費については

その支払った金額に相当する金額までの所得控除が与えられる。 

所得の種類 税率 

給与・事業所得・出資配当金 10％ 

不動産譲渡所得 2％ 

株式譲渡所得 5％ 

ギャンブル・宝くじからの所得 40％ 

（出所）調査団 

図表 65 個人所得税率 

個人所得税課税対象外所得は、以下の通りである。 

 法定年金給付 

 出張費 

 保険金収入 

 政府及び開発銀行（DBM）の債券の利払い 

 安全服、工具用の手当金 

 災害支援金 

 障害者（労働力 50％以上失った）の所得 

 個人の住宅購入及び建設費用の一部（30 百万 MNT までの所得：1 回のみ） 

 遊牧民の家畜による所得 

 中小企業向けの設備、部品の国内生産及び販売からの所得 

 個人使用目的で購入した再生可能エネルギー、暖房設備/器機/部品購入金額に相当する所得 

4.5.8 税金徴収、申告、納付 

徴税は国税庁（General Department of Taxation）が主管する。国税庁は大蔵省の監督下にある政

府機関で、首都ウランバートル市と 21 県に税務局、ウランバートル市の 9 つの区と各ソムに税

務事務所を設けている。 

国税庁はほとんどの税目の徴税を管轄するが、輸入と輸出の時の関税、付加価値税と特別税

の徴税は関税庁、社会保険の徴税は健康社会保険庁が管轄する。 

モンゴルでは税額を自己で算出し、税務申告を行う制度となっている。納税義務者が税目別

に税額を算出し、税申告電子システムで申告し、国税と地域税別の口座に振り込むことにより

納税する。管轄税務事務所の担当税官が申告の監査を行う。また、管轄税務事務所は定期的な

税務検査を行っている。 

法人所得税は四半期毎、付加価値税、個人所得税と社会保険金などの税目は毎月、関税や印
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紙税などの税目はその都度課税される。 

4.5.9 社会保険 

社会保険法により、モンゴルで事業を行う企業、政府、宗教その他の組織、外国企業と労働

契約ベースで雇用されるモンゴル国民、外国市民、無国籍者は社会保険料の割合に従い社会保

険料を支払う。従業員への請求は最低賃金額（2017 年 1 月 1 日からは 240,000MNT/月）の上限

があるが、雇用主に支払い上限はない。また、これらの支出は所得控除の対象である。 

社会保険種類 雇用者負担（％） 被保険者（％） 自主的被保険者（％） 

年金保険 7.0 7.0 10.0 

介護保険 0.8 0.8 1.0 

健康保険 2.0 2.0 1.0 

労災保険 1.0 ～ 3.0 — — 

失業保険 0.2 0.2 0.2 

合計 11.0 ～ 13.0 10 11.0 ～ 13.0 

（出所）調査団 

図表 66 社会保険料金の割合 

4.6 会計・監査 

4.6.1 大企業と中小企業の会計・監査基準 

モンゴルの会計・監査・税務について、大企業と中小企業（モンゴルでの定義）に分けて整

理すると以下の通りである。会計については、会計法により中小企業も大企業同様に国際財務

報告基準（IFRS）の導入が求められているが、どの程度基準通りに実施されているか実態は不

明である。 

区分 大企業 中小企業（SME)  

会計 

(会計法) 

会計法により国際会計基準（IFRS）

を導入すべき旨規定されているため、

大企業のほとんどは連結財務諸表を

含め IFRS を導入。 

大企業向けの簡易版である SME 向け

IFRS を導入。IFRS では発生主義で処

理すべきと規定しているが、税法上は

キャシュベースなので、納税のための

財務諸表作成を主とする SME は現金

主義会計を採用している会社も多い。 

監査 

(監査法) 

上場企業、国営企業、銀行・保険、外

国企業（含む中小企業）は国際監査基

準（ISA) に基づき監査を義務化。 

監査は義務化されておらず任意監査。

このため現金主義で決算書等が作成

されていても、監査法上問題なし。 

税務 

(税法) 

主要な税金は、法人税、付加価値税、

輸入税、物品税。決算期は税法の期間

が暦年であるため、12 月の企業が多

い。12 月決算であれば、2 月 10 日ま

でに申告し、法人税を納税。付加価値

税は翌月 10 日に納税。個人所得税は

会社が源泉徴収して納税。 

税務検査は税法上 2 年に 1 回。 

主要な税金の申告・納税は大企業と同

一であるが、付加価値税改正により中

小企業の一部は同税の対象外となり、

煩雑な手続きは不要。 

税務検査は税法上 5 年に 1 回。今後は

当該会社のリスクに応じて実施すべ

く税法を改正。 

会 計 ・ 監

査・税務の

多くは社内で会計士・税理士を雇用。

監査は監査法人が実施するが、同一企

社内で会計士・税理士を雇用する余裕

がない企業は外部の会計・税理事務所
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区分 大企業 中小企業（SME)  

担当者 業に対して会計業務も行うことは利

益相反の観点から不可。 

に委託。小企業の場合、ほとんどは自

社で書類作成。 

（出所）現地ヒアリングより作成 

図表 67 モンゴルの大企業/中小企業の会計・監査・税務 

 モンゴル公認会計士協会とモンゴル公認税理士協会の業務 

会計士・税理士の自社雇用、監査法人の利用は義務ではないが、外国企業の多くは公認会計

士に会計業務をアウトソーシングしている。また、税務書類作成を請け負う個人の公認税理士

事務所が増加しており、監査法人も経理業務を受託している。これらの料金は個別交渉により

決まり、料金表はないが、モンゴル公認会計士協会及びモンゴル公認税理士協会から会計士や

税理士に関する情報を得ることができる。この二つの協会の概要は以下の通りである。 

項目 モンゴル公認会計士協会（CPA) 

（Certified Public Accountant） 

モンゴル公認税理士協会（CPTA) 

（Certified Public Tax Accountant） 

設立年 1996 年 2012 年 

目的 会計士及び監査法人の業務と責任の

明確化。 

税理士の業務と責任の明確化。納税

者と政府の橋渡し。 

会員数 3,800 名の会計士と 140 社の監査法

人。会計士の 700 名は監査法人で働

き、残りのほとんどは企業に就職。 

1,100 名の税理士と 50 社の税理士法

人。 

主要業務 ① 会計士の教育 

② CPA ライセンスの発行 

③ 法律・会計基準の策定・啓発。 

会計士は IFRS に沿った会計・監査を

実施。 

① 政府への納税者の状況報告 

② 納税者へのアドバイス 

③ 納税者の権利保護 

税理士は税務申告書の作成等税務サ

ービスの提供のみ。 

会計士・税理

士の利用 

会計士協会には会計士のデータベー

スがあり、要望に応じて会計士を無

料で紹介可能。なお、毎年 100～150

人程度の会計士が誕生。 

2017 年から税の個人申告制が開始

される（従来は所得の多寡に拘わら

ず固定額を支払い）ことに伴い、税

理士へのニーズは益々高まる可能性

大。 

（出所）現地ヒアリングより作成 

図表 68 モンゴル会計士協会及びモンゴル税理士協会の概要 

4.6.2 会計法・会計監査 

2015 年 6 月 19 日に採択された会計法の目的は、会計原則、管理そして制度にかかる公的根

拠を決定すること、会計記録の保持と事業会社及び組織が財務諸表を準備する際の関連規律を

提供することである。会計法により、モンゴルで登録されている全企業が国際財務報告基準

（International Financial Reporting Standards:IFRS）に準拠することになっている。別法律で規定

されている中小事業の基準を満たす企業は中小事業用の IFRS を、政府機関は国際公会計基準

（International Public Sector Accounting Standards:IPSAS）に則り財務諸表を準備する。 

企業の準備する財務諸表には下記の書類が含まれる。 

 貸借対照表 

 損益計算書 
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 株主資本等変動計算書 

 キャッシュフロー計算書 

 その他要求される財務諸表の付属書類 

これらの書類は、モンゴル語で作成され、最高経営責任者（CEO）または役員会の議長、最

高財務責任者（CFO）、監査人などのサインや捺印が必要である。関係政府機関（大蔵省）から

承認を受けない限り、会計通貨単位はトゥグルグ（MNT）である。 

会計年度は 1 月 1 日に始まり、12 月 31 日に終了となる。財務諸表は年度と四半期毎に提出

する義務がある。四半期財務諸表は翌月の 20 日までに、年度の財務諸表は翌年の 2 月 10 日ま

でに提出する。 

一つ以上の子会社がある企業は連結財務諸表を用意する義務がある。子会社の子会社がある

チェーン構造の場合は、一番上の親会社が連結財務諸表を用意する。親会社の連結財務諸表と

共に子会社独自の財務諸表も用意する必要がある。連結財務諸表を提出する場合は四半期財務

諸表は翌月の 25 日までに、年度の財務諸表は翌年の 2 月 25 日までに提出する。会計法により

全企業がその会計書類と財務諸表を 10 年間以上保管する義務がある。 

4.6.3 監査制度 

モンゴルの現行監査法は 2015 年 6 月 19 日に採択された。以下の企業、団体が国際監査標準

（International Standards on Auditing：ISA) に従って監査を受ける義務がある。 

 国内及び国際証券取引所で上場している企業 

 国内及び国際証券取引所に上場申請している企業 

 監査、有価証券発行、宝くじ発行、鉱物資源探査、鉱物資源採掘、石油製品生産ライセンス

を持つ企業 

 国営企業、地方公営企業、国及び地方自治体が株式を持つ企業 

 電気、浄水、暖房などを提供する公共企業 

 政党、契約ベースで政府機能の一部を実施する NGO 団体 

 市中銀行分野で事業を起こしている特別目的企業及び投資基金 

 連結財務諸表を準備する企業、団体 

 解散、合併、分裂、または全資産が競売により売却される企業 

 外資企業及び社会貢献目的で設立された基金 

 法律及びモンゴル国が加盟した国際条約で監査が要求される企業 

企業分類による監査実施期限は下記の通り。 

監査対象企業分類 監査実施期限 

国内株式取引所で上場している企業 
会計年度の翌年の 4 月 30 日までに招集され

る年次株主総会の 2 週間前 

再編、清算及び競売で資産売却予定企業 再編、清算及び資産売却の 1 ヶ月前 

銀行、その他財務規制委員会の監督下の企業 翌年の 3 月 31 日まで 

その他事業会社 翌年の 4 月 30 日まで 

（出所）調査団 
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図表 69 企業分類別監査期限 

 監査法人 

下記の条件を満たした企業に大蔵省が監査及び監査証明業務を提供する免許を付与する。 

 創業者及び株主がモンゴルの公認会計士であること 

 社長及びパートナーの公認会計士免許が期限無制限であること 

 期限無制限免許のある公認会計士が最低 2 名以上社員であること 

 監査人に職業倫理紛争がないこと 

 監査事業に必要な職場と設備が揃っていること 

 創業者及び株主が外国企業である場合は、公認会計士の 3 分の 2 以上がモンゴル国籍 

 創業者及び株主が外国企業である場合は、全株式の 3 分の 1 以上をモンゴル国民が保有 

 監査事業は国際基準に準拠すること 

監査法人は下記の業務を行う。 

 財務諸表の監査 

 財務諸表のレビュー 

 財務諸表の証明 

 その他財務サービス 

監査法人は同じ企業に監査、レビューとその他証明サービスを連続で 5 年間以上提供するこ

とが禁止されている。同じ企業に 5 年間連続してサービスを提供してからは、少なくとも 3 年

間の空白期間が必要である。ただし、同制限は中小企業用の IFRS または政府機関の国際公会

計基準（IPSAS）に則る企業への監査サービスには適用されない。 

監査法人は、必要となる許可を取得の上で認定税務コンサルティングサービスの提供ができ

る。または、資産評価、財務・会計コンサルティング、トレーニングサービスも提供できる。

しかし、資産評価、コンサルティング、税務及び会計サービスを提供した企業に対しては、そ

の期間中は財務諸表監査が禁止されている。 

4.7 通関 

4.7.1 輸入通関  

モンゴルへの輸入を規律するのは、1996 年制定の関税法である。同法の下では、モンゴルへ

の輸入は、数少ない製品に課される輸入許可制を除き、規制対象にはなっていない。輸入者は、

関税当局ならびに国家登録局への登録が必要である。 

 通関にかかる主要書類 

必須書類は、関税当局指定の税関申告書（Custom Document Eormat：CDF）であるが、税関が

通関に必要と判断した場合は輸入者に対し、以下のような書類を要求することもある。尚、書

類はモンゴル語での作成が義務付けられている（翻訳のコピーでも可）。 

1 外国貿易契約 

2 インボイス 

3 運送契約 
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4 パッキングリスト 

5 原産地証明 

6 所轄官庁により発給された許可書 

 手続きの主な流れ 

通関手続きの流れは以下の通り。 

 

但し、以下のケースでは特別な手続きがとられる。 

 一度の船積が大量の物品を含み、保税倉庫の利用もしくは輸入先国から関税特別地域への直

接輸送などを要する場合は、簡素化された通関手続きが採用され、必要書類も簡素化される。 

 特定の種類の危険物（例えば核物質）、血液、血液製品及び治療目的で使われる臓器を輸入

する場合は事前の通関申告書で通関がなされる。この特別手続きを認められた企業及び個人

は、通関前に関税及びその他税を支払うことができる。 

 特別な取り扱いを要する危険物（ウラニウム、高度に有毒な化学物質）または動物について

は、審査は 8 営業日以内に終了することとなっている。 

 決められた基準に合致する優良企業に対しては、ゴールドカードシステムが採用され、全て

もしくはランダムで積荷検査が免除される。 

 関税評価等 

輸入品にかかる関税評価は、関税法に則って行われる。評価の基準としては、輸入品の CIF 価

格（Cost（価格）と Insurance（保険料）と Freight（運賃）の関税要素に係る三要素から構成さ

れる、CIF 条件下での貿易取引の価格）が適用される。 

税関が申告された価額の正当性を疑う場合、または輸入者が申告された輸入価額の妥当性を

証明できない場合は、税関は“減殺方法”、“計算方法”、あるいは“撤退方式”を採用する。モ

ンゴルでは特恵輸入スキームを保持していないため、船積前検査手続きは行っておらず、輸入
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品に関しても原産地規則を要求していないことが背景にある。 

 輸入禁止及び制限 

国家の防衛と人間、動物、及び植物の健康維持を保護する目的で、現在モンゴルで輸入が禁止

もしくは制限されているものは以下の通りである。 

I. 輸入禁止 特定のドラッグや麻薬、それらの原料または生産するための装置、以下の純

蒸留酒の輸入が禁止されている。 

・80%及びそれ以上の無変性エチルアルコール 

・変性エチルアルコールやその他のアルコール 

・80%以下の無変性エチルアルコール 

II. 輸入制限 ・特定の牛、馬、羊、山羊及びラクダ 

・動物関連の原料及び希少動物の胴体部分 

・自然植物 

・ウラニウム及びその濃縮物 

・イオン化された紫外線物質 

・低リスクの化学物質 

・オゾン層に悪影響を与える、モントリオール議定書規定のすべての化学物

質 

・危険な産業廃棄物、献血血液・ドラッグに関する 1961 年の国連議定書、

物質に関する 1971 年の国連議定書、ドラッグの不法取引に関する 1998 年

の国連議定書による人間の精神に影響を与える医薬品 

・武器、獣医機器、最終ニット製品、及び文化工芸品 

 

4.7.2 輸出通関 

 手続き 

輸出通関には、租税登録と国家登録局への企業登録が必要である。必須書類は、関税当局指定

の税関申告書（CDF）であるが、税関が通関に必要と判断した場合はインボイス、パッキング

リスト、原産地証明を要求することもある。 

輸出品の関税価額はモンゴル国境価額である。また輸入の際と同様、モンゴルの主要税関事務

所でワンストップサービスが受けられ、ゴールドカードシステムも導入されている。 

特に、米国及び欧州同盟に輸出する繊維製品輸出者に対しては MNCCI が原産地証明を発行す

る。MNCCI に原産地証明を請求するには、輸出者は契約書のコピーとインボイス、パッキン

グリスト、MNCCI に対する申請書を提出しなければならない。MNCCI では通常、書類受領後

4 時間以内に発行する。MNCCI は輸出品を工場で検査することもできる。 

 輸出税等 

モンゴルでは、1996 年 3 月 29 日に制定された The Law of Mongolia Determining the Amount 

of Export Customs Duty to be imposed on Certain Commodities に従って木材等いくつかの品目に

対して輸出税を課している。 

 輸出禁止及び制限 

現在モンゴルで輸出禁止もしくは制限されているものは以下の通りである。 
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I. 輸出禁止 ・ドラッグと麻薬（及びそれらを生産する原料・装置） 

・特定の危険かつ毒性のある化学品 

II. 輸出制限 ・特定の漢方薬の原料等 

 

4.8 ビジネスコスト 

 主なビジネスコストの国際比較 

モンゴルにおける主なビジネスコストについて、首都ウランバートルの人件費（最低賃金、

ワーカー、管理職の月額）、輸送費（コンテナ 40FT、対日輸出）、オフィス賃料（月額）、電

気料金（業務用、KWh) 、税率（法人所得税、最高個人所得税）を北京、成都、ジャカルタ、

ハノイ、ヤンゴンの他都市と比較した JETRO 調査によれば、以下の図表の通り全体としてウラ

ンバートルにおけるビジネスコストは他都市と比べて低いとは言い難い。 

具体的には、ウランバートルの人件費は最低賃金がヤンゴンに次ぎ低いものの、ワーカーは

ジャカルタ、ハノイ、ヤンゴンより高く、管理職は北京に次ぎ高い水準にある。次に、オフィ

ス賃料や最高個人所得税率は他都市と比べて低いが、対日輸出向けコンテナ輸送費は内陸国の

ハンディキャップにより突出して高い。また、業務用電気料金は他都市とほぼ同水準である。 

所得税税率は 30 億 MNT（邦貨換算で約 180 百万円）までであれば、他都市より低い（10％）

ものの、30 億 MNT を超えれば、税率は他都市と同水準である。 

                （単位：US$、電気料金については US$/KWh)  

他都市/ 

主要コスト 

ウランバー

トル 

北京 

 

成都 ジ ャ カ ル

タ 

ハノイ ヤンゴン 

人件費（月額） 

最低賃金 

ワーカー 

管理職 

 

96 

318 

1,231 

 

262 

578 

1,702 

 

212 

488 

961 

 

223 

257 

913 

 

161 

181 

871 

 

60 

127 

951 

 輸送費 4,100 460 3,100 800 990 800 

オフィス賃料 18 102 35 47 35 70 

電気料金 0.11 0.12 0.13 0.07 0.12 0.11 

法人税率 

個人所得税率 

10%, 25% 

10% 

25% 

45% 

25% 

45% 

25% 

30% 

20% 

35% 

25% 

25% 

（出所）JETRO アジア・オセアニア主要都市・地域投資関連コスト比較 2016 年 6 月より作成 

図表 70 ウランバートル市と他都市との主なビジネスコスト比較 

4.9 モンゴルのビジネス環境の課題 

モンゴルに既に進出している日本企業等から指摘されたモンゴルのビジネス環境の課題を以

下の通り整理。 

4.9.1 法制度に関する課題 

前述のモンゴルの法体系に基づき、ビジネス関連法でも多数の法令が制定されているが、最

大の問題はその法令が十分に執行されず、かつ 4 年毎の総選挙に伴い、政権が法令を頻繁に変
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更することである16。 

裁判制度が外国人には解かりづらく、アクセスしにくいことも問題である。例えば、モンゴ

ルでは憲法に違反する法律条項があれば、最高裁判所とは別に憲法裁判所が審議し、修正を国

会に勧告するが、国会が修正に応じない場合、憲法裁判所が当該違反条項を削除する権限があ

る。 

具体的には 2015 年 12 月に憲法裁判所から金融機関における不動産担保ローンが違憲である

旨判決があり、銀行界の反発もあって、有担保融資が一時停止する事態があった。その後、こ

の問題は不動産抵当権を規定している民法の解釈を見直すことで解決を図ったが、こうした裁

判制度は外国人には十分周知されていない。 

さらにモンゴルでは法律間の整合性は法務省が行うことになっているが、土地の所有権等に

係る諸法令等法律間に矛盾が存在すると指摘する意見もある。加えて日本企業から見れば、モ

ンゴルの法律に関する情報が乏しく、また日本語に翻訳されている法律が極めて少ない。 

一方、JICA が支援し、2013 年 4 月 15 日から発効した調停法の普及や MNCCI の国際仲裁セ

ンター設立（添付 3．「MNCCI の国際仲裁センター案内書」）等モンゴルにおける「法の支配」

は改善しつつあるとの意見もある。 

4.9.2 投資家保護 

モンゴルに進出した外国企業の中には政府の契約不履行や法規制の不透明性、恣意的裁量等

の問題により、損害を被り撤退した事例が過去にあった。また、外国企業の多くはモンゴルの

司法システムに不信感を持っており、係争問題が発生した場合、外国企業は国内裁判でなく国

際裁判所に提訴しているケースが多い。 

こうした状況を踏まえ、世界銀行グループの IFC はモンゴルで業務中の内外企業 70 社を対

象に投資環境への不平・不満・苦情の要因を明らかにし、苦情への解決策を探るべく 2014 年か

ら調査を実施した。これを契機に政府が投資家保護を検討することになった。 

外資保護が新政権の最優先課題の一つとして位置づけられ、首相府令 No.10 により 2016 年 7

月に内閣官房の下に「外国投資家保護委員会」（Investor Protection Council）が設置された。委

員会の目的は紛争が起きた後の仲裁ではなく、投資家の不平・不満・苦情による紛争の未然防

止である。 

4.9.3 企業信用情報 

日本企業がモンゴル企業と取引するもしくは合弁を組む場合、当該ビジネスパートナーの信

用状態について、信頼性の高い情報が入手しにくい状況にある。特に中小企業の企業信用情報

入手が困難であり、かつその情報の信頼性も低く、外国企業がモンゴル企業のビジネスパート

ナーを探す上で大きな障壁となっている。 

モンゴル企業の信用情報については、中央銀行の信用情報局（CIB) がデータベースを管理運

営している。CIB は裁判所や検察等司法からの要請に応じ、モンゴル企業の信用情報を提供す

べく、Law on Credit Information（信用情報法）に基づき、2009 年に設立され、銀行、リース等

ノンバンク、保険会社、情報通信会社など 650 の会員から法人及び個人の信用に係る情報提供

                                                        
16 例えば、2012 年の鉱業・金融・通信の戦略的重要分野における外国投資規制法施行や 2013 年の外国投資法

改正。 
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を受け、データベースを構築している。 

しかしながら、CIB の会員であれば、無料でデータの入手はできるが、会員以外の第三者は

利用ができない。また、情報は会員による情報提供に依存しているため、その内容に中銀は責

任を負わない。 

企業の信用情報の内容は信用情報法第 6 条 2 に基づき 20 項目を規定している。主な内容は①

社名（モンゴル語、英語）、②会社登録番号、③登録住所、④納税番号、⑤持株比率 25％以上

の株主の情報、⑥親会社、子会社、関係会社の情報、⑦経営者、⑧業種、⑨借入金の情報（契

約日、借入種類、金額、返済期間、金利等）、⑩不良債権の情報、⑪担保・保証、⑫資産登録番

号、⑬不良債権となった事由、⑭貸付先の審査結果である。しかしながら、企業の財務諸表（貸

借対照表、損益計算書）に関する情報は CIB のデータベースに含まれておらず、大蔵省傘下の

税務局がその情報を保有しているが、第三者に企業財務情報を開示していないことも大きな課

題である。 

また、モンゴルの事業パートナー候補の会社が合意すれば、公的機関から以下の企業情報

を確認することも可能である。  

参照内容 発行当局 期間 

税金未納の記録 地方税務署 オンライン 

信用履歴の記録 取引銀行、信用情報局 申請時点で 

社会保険料未納の記録 地方社会保険局 1 日 

原告、被告、第三者として参加した

民事事件の記録 

裁判所 1 日 

原告、被告、第三者として参加した

行政事件の記録 

第一段階裁判所 1 日 

裁判所の決定に基づく信用義務 裁判所判決執行機関 申請時点で 

GAIPSR における法人のプロファイ

ルの詳細参照 

GAIPSR 3 営業日 

（出所）調査団 

図表 71 公的機関から確認可能な企業情報 

4.9.4 コーポレートガバナンス 

モンゴル企業のコーポレートガバナンスは脆弱との指摘は多い。 

IFC は Corporate Governance Scorecard 2011 に基づき、モンゴルにおける企業統治の状況をと

りまとめている。具体的には、モンゴル上場企業トップ 20 社を対象に株主の権利、情報開示、

透明性、取締役会の責任など 5 項目を調査し点数化したもので、これによれば、モンゴルの平

均スコアは他のアジア諸国と比較すると低い。特に情報開示や取締役会の責任は貧弱で、株主

は機関投資家が少ない。 

4.10 世界銀行グループによるモンゴルのビジネス環境評価 

2016 年 10 月に発表された世界銀行グループの“Doing Business 2017”（各国の投資環境をス

コアリング）によれば、モンゴルの投資環境は、2016 年と比較し、総合的にはスコアが 67.31

から 68.15 へ改善（スコアアップ）されたが、総合ランキングは 190 ヵ国中 64 位と 2 ランク下
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がった。主な投資環境項目の評価とアジアにおけるのランキングの推移は以下の通り。 

 

   

             （出所）IFC“Doing Business 2017”より作成 

図表 72 世銀 Doing Business（投資環境評価） 

前年と比較し、ランクを大幅に上げた項目は E-Tax の導入により税金の支払い業務が改善さ

れた税務である。一方、物流と電力問題は改善されず、引き続きランクが低い。 

 

4.11 日本企業にとってのモンゴルの強みと弱み 

世界銀行グループの投資環境評価やモンゴル進出の日本企業の意見等を勘案し、日本企業の

投資対象としてのモンゴルの強みと弱みを以下の通り整理した。 

【モンゴルの強み】 

 豊富な地下＆地上資源 

・モンゴルには地下資源として 80 種の鉱物、約 6 千か所の鉱

床が存在。 

・また地上資源として国土の 80％が農牧地。 

 親日国家 

・日本へのモンゴル人留学生数は 1,548 人で世界第 11 位（2014

年）、人口 1 万人当り留学生数は 5.3 人でトップ。 

・日本製品及び技術に対する信頼性が高い。 

 新興市場 
・相対的に新しいマーケットであり、競争が少なく、ビジネ

スチャンス有。 

 制約の少ない投資環境 
・現地法人や駐在員事務所の設立が平易（時間/コスト）であ

る。 

 税負担が比較的低い 
・中小企業の所得税等税負担が少ない。 

・個人所得税の税率が低い。 

 日本・モンゴル EPA 発効 ・日本企業にとってのビジネス環境（貿易/投資とも）改善。 

【モンゴルの弱み】 

 市場（人口/広さ）問題 ・世界最小の人口密度（1.9 人/㎢。）。 

 ロジスティクス ・高コスト/長時間＝交通インフラ未整備課題。 

 厳しい気候（厳冬）問題 
・12 月～2 月の厳冬期には、気温が－40 度にもなり、経済活

動も低下する。 

 政治・行政の不安定問題 
・頻繁な省庁再編や政策変更について多くの日本企業が課題

と指摘。 

 法の支配/コーポレートガバ ・裁判制度や法令は基本的に整備されているものの、所謂「法

1 シンガポール → シンガポール → シンガポール →

2 香港 → 韓国 ↑ 韓国 →

3 韓国 → 香港 ↓ 香港 →

4 マレーシア → 台湾 ↑ 台湾 →

5 台湾 → マレーシア ↓ マレーシア →

6 日本 ↑ 日本 → 日本 →

7 タイ ↓ タイ → タイ →

8 ブルネイ ↑ モンゴル ↑ モンゴル →

9 モンゴル ↑ ブータン ↑ ブータン →

10 モルディブ ↓ 中国 ↑ 中国 →

「ビジネスのしやすさ」　アジア　順位（25か国）

2014年 2015年 2016年
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ナンス成熟度の低さ の支配」やコーポレートガバナンスの普及は十分とは言

えない。 

・モンゴル企業の信用情報入手が困難。  

 中国/韓国企業との競争 ・中国企業/韓国企業に対し、日本企業の価格競争力が弱い。 
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第 5 章 モンゴルにおける日本企業の動向と日モ EPA 

5.1 日系企業の動向 

5.1.1 日本企業の直接投資 

(1) 直接投資の推移 

下記図表 73 は日本企業によるモンゴルへの直接投資額及び登録企業数の推移を示したもの

である。日本企業による直接投資は 1990 年～2013 年までの累計金額で 66.2 百万 US$となって

いる。推移をみると、2008 年に 46.6 百万 US$の大型投資があって以降、翌年には急減したが、

2012 年まではモンゴル経済の成長、資源価格の上昇等に伴い、日本企業への投資が増加してき

た。その後 2013 年には再び減少し、2014 年、2015 年はデータが公表されていないものの、モ

ンゴル経済の低迷、資源価格の低迷等により日本企業による直接投資は停滞している。 

日本企業の登録企業数は、1990 年～2015 年 8 月までの累積で 561 社となっている（撤退等は

勘案されていない）。2012 年までは少なくとも 20 社以上の日本企業がモンゴルに登録していた

が、2013 年以降は 15 社に満たない水準となっている。 

 

66,208 

5,841 4,728 
2,450 

46,623 

5,595 
7,125 

21,461 

34,244 

13,328 

90-04年 05年 06年 07年 08年 09年 10年 11年 12年 13年

'000 US$
本邦企業による直接投資額推移

1990年～2013年までの累計投資額：2.1億
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（出所）モンゴル投資庁（IMA) 統計より調査団作成 

図表 73 日本企業によるモンゴルへの直接投資額及び登録企業数推移 

5.1.2 日本とモンゴルとの貿易関係 

日本とモンゴルの貿易関係をみると、圧倒的に日本の輸出超過となっている。品目で言えば、

機械類及び輸送用機器がその大半を占めており、その多くは自動車となっている。自動車の日

本からの輸出は、近年のモンゴルの景気低迷によって停滞してはいるものの、過去 10 年で自動

車の輸出は 3.4 倍（過去 5 年で 1.4 倍）となっており、モンゴルにおける日本製自動車のプレ

ゼンスは拡大しているといえる。一方、輸送用機器類を除いた製品についてみると、10 年前か

ら比べると増加はしているものの、過去 5 年間はほとんど変化が見られない（図表 74）。 

 モンゴルからの輸入については、2015 年に銅鉱石の輸入が 43.6 億円あったことから、全体

の輸入額を押し上げているが、こうした特殊要因を除くと、輸入については大きな変化はみら

れないと言える（図表 74）。一方で金額は少ないものの、近年繊維製品、金属製品、半導体等

電子製品の輸入額が増加している（図表 75）。 

 

190 

29 

56 
60 58 

35 

23 

35 
39 

14 12 10

90-04年 05年 06年 07年 08年 09年 10年 11年 12年 13年 14年 ～15年8月

社 本邦企業の登録企業数

1990年～2015年8月までの累計登録企業数：561社
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（出所）大蔵省貿易統計 国別概況品より調査団作成 

図表 74 日本とモンゴルの貿易関係 

 

（出所）大蔵省貿易統計 国別概況品より調査団作成 

図表 75 モンゴルからの輸入（雑製品等の内訳） 

5.1.3 日本企業の進出事例 

日本企業のモンゴルへの進出事例は以下のとおりである。 

日本側企業 概要 

KDDI、住友商事 

（通信） 

モンゴルのニューコムグループ 36％、住友商事 34%、KDDI30％

によって資本金 900 万 US$で 1995 年に設立。モンゴルで初めて

の携帯電話通信サービスを開始。モンゴルで最大の携帯電話事

業者（2013 年時点での加入者数は 130 万人、シェア 50％)。な

お、2016 年 3 月に、KDDI が出資比率を 50%超に引き上げ、連

結子会社化。 

澤田ホールディング ハーン銀行（旧農業協同組合銀行）は、現在モンゴル最大級の

モンゴルへの輸出 （単位：億円）

品名 06年 11年 12年 13年 14年 15年 15年（1～3月） 16年（1～3月）

機械類及び輸送用機器 111.0 218.3 233.2 247.8 291.7 262.7 60.6 53.6

　（内、自動車） 59.4 143.6 125.3 190.1 211.0 204.6 45.4 39.6

原料別製品 6.7 21.0 14.1 22.7 32.8 19.9 3.8 4.0

化学製品 0.4 1.7 5.2 5.3 3.5 5.8 0.7 0.5

食料品及び動物 0.1 0.7 8.0 6.3 7.9 4.6 1.3 1.0

食料に適さない原材料 0.8 0.9 1.0 1.1 1.0 1.7 0.4 0.1

鉱物性燃料 0.5 0.6 0.4 0.7 0.3 1.0 0.1 0.0

その他 4.0 13.7 13.4 9.2 8.7 9.0 2.0 1.5

合計 123.5 256.9 275.3 293.0 345.7 304.8 69.0 60.8

（合計（除く、輸送機器類）） 12.5 38.6 42.1 45.2 54.0 42.1 8.4 7.1

モンゴルからの輸入 （単位：億円）

品名 06年 11年 12年 13年 14年 15年 15年（1～3月） 16年（1～3月）

食料に適さない原材料 6.4 5.1 5.3 4.5 6.3 50.0 35.8 1.2

 （内、銅鉱石） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 43.6 33.5 0.0

原料別製品 0.3 0.2 0.4 1.0 1.9 4.3 0.4 0.9

雑製品 1.8 1.5 2.4 2.1 2.9 4.1 0.1 0.1

機械類及び輸送用機器 0.2 0.7 0.9 4.1 4.8 4.1 0.4 1.1

食料品及び動物 0.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3 0.0 0.3

その他 0.7 6.5 11.5 6.9 2.1 2.3 1.4 0.0

合計 9.8 14.0 20.6 18.6 18.1 65.1 38.1 3.8

（合計（除く、銅鉱石）） 9.8 14.0 20.6 18.6 18.1 21.5 4.6 3.8

品名 06年 11年 12年 13年 14年 15年 15年（1～3月） 16年（1～3月）

雑製品 1.8 1.5 2.4 2.1 2.9 4.1 0.1 0.1

　衣類及び同付属品 1.6 1.4 2.4 2.0 2.8 3.9 0.0 0.0

原料別製品 0.3 0.2 0.4 1.0 1.9 4.3 0.4 0.9

　織物用糸及び繊維製品 0.3 0.1 0.2 0.7 0.7 1.9 0.1 0.2

　非鉄金属 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0

　金属製品 0.0 0.1 0.2 0.1 1.1 1.5 0.2 0.7

機械類及び輸送用機器 0.2 0.7 0.9 4.1 4.8 4.1 0.4 1.1

　原動機 0.1 0.7 0.9 0.8 1.2 1.5 0.4 0.4

　半導体等電子部品 0.0 0.0 0.0 3.3 3.6 2.4 0.0 0.7
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（銀行） 民間商業銀行。2003 年澤田ホールディング（当時 HS 証券）が

株式を取得。 

賛光精機 

（精密部品加工） 

アルミ等の加工を行う賛光精機（本社埼玉）の現地法人。モン

ゴルにはマシニングセンターによる精密部品の切削加工を行う

「Sankou Tech Mongolia」、事務機の販売・サービスを行う

「Sankou Marketing Mongolia」、ソーラーパネルの製造・販売を

行う「Sankou Solar Mongolia」を設立している。 

シバサキ製作所 

（自動車部品加工） 

自動車部品等の加工メーカー。2005 年にモンゴルに進出。ディ

ーゼルエンジン用噴射ポンプ部品の一部の生産を移管（国内生

産では採算が合わなくなった部品）。 

會澤高圧 

コンクリート（建設） 

2009 年にモンゴル現地法人「アイザワモンゴル LLC」を設立。

モンゴル初の本格的なタワー型プラントをウランバートル市に

新設。 

旭栄工務（建設） 現地道路設計会社と合弁会社を設立、戸建て住宅を建築（2010

年～） 

いずみガーデン（建設） ウランバートルで庭園整備事業を開始（2010 年～） 

高組（建設） 建設業の高組（旭川市）は、モンゴルで住宅建築分譲事業に進

出。 

ケイセイマサキ建設 

（建設） 

現地マンション開発事業者などと提携し、現地に 100%出資子会

社を設立（ホシ・モンゴル）、現地マンション事業に参入（2010

年）。 

Can Do 

（小売：業務提携） 

100 円ショップの Can Do は、モンゴル・ウランバートルの大手

百貨店のノミンデパートと組んで、モンゴルで店舗を展開。価

格帯は一律 3,499MNT であり、日本で生産したものをモンゴル

で販売。 

ファームドゥ 

（小売/農業） 

日本で農産物を生産/販売するファームドゥでは、2012 年 10 月

に現地ブリッジ社と合弁会社「Everyday Farm」を立ち上げ、ス

ーパーマーケットを経営。併せて、イチゴ等を中心に、ジャガ

イモ、ブルーベリー等様々な野菜を生産/販売。所有している農

場に太陽光発電装置を設置し、発電事業にも参入する予定。 

（出所）日本モンゴル貿易投資データブック（2013 年 6月）日本モンゴル経済委員会事務局、 

モンゴルと北海道の経済・技術交流 北海道庁、各社プレスリリース、新聞記事等より調査団作成 

図表 76 日本企業のモンゴルへの進出事例 

大手企業による鉱山等への投資を除けば、特に北海道に本社を置く建設関連企業の投資が目

立つ。これは、比較的気候・風土が似た北海道で培った技術をモンゴルでは活用しやすいとい

ったことが背景に挙げられる。一方、製造業・小売業といった業種は、目立った進出が見られ

ない。これは、日本からの距離は近いものの物流網の課題を抱えている事、市場規模が極めて

小さいこと等に起因している。 

ただし、小売業に関しては、例えば Can Do のように、他国に比べて市場規模は小さいもの

の、一人当たりの GDP は約 4,000US$と相応に購買力があり、かつ、比較的競合が少ない状況

に事業機会を見出している。 

 モンゴル日本商工会 

モンゴルに進出している日本企業のほとんどは、モンゴル日本商工会（Japanese Business 

Council in Mongolia）に参加しており、2017 年 2 月の時点での会員数は 54 社。商工会の連絡先
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は会長の事務所となっている。商工会の目的は同会の規約によれば以下の通り。 

①日本・モンゴル両国間の商工業及び経済全般の促進 

②会員相互の交流と連携 

③会員の商工業活動発展のために有益な情報交換、非営利事業活動の実施 

④関係諸団体との連絡・協調 

⑤主として日本よりの経済ミッションへの対応 

⑥その他本会の目的達成に必要な非営利事業 

5.1.4 中国・韓国民間ビジネスの動向 

(1) モンゴルにおける中国・韓国企業のプレゼンス 

NDA（旧 IMA）によれば、1990 年から 2015 年までの登録外国投資企業の累計総数は 108 ヵ

国 13,351 社で、その上位 10 か国を示すと図表 77 の通りである。これによれば、モンゴルへの

進出国第 1 位は中国で全体の 5 割弱、第 2 位は韓国で全体の 2 割弱を占め、モンゴルにおける

中国及び韓国企業のプレゼンスは極めて大きい。 

 ここ数年の間では、中国・韓国とも 2011 年の登録数が最も多かったが、2012 年に鉱業・金

融・通信の戦略的重要分野における外国投資規制法が施行されたこと、2013 年に外国投資法が

改正され、外国企業が 25％以上取得する場合、その投資金額がそれまでの 1 万 US$から 10 万

US$に引き上げられたことを契機にその後両国とも登録企業数は減少が続いている。具体的に

は、中国は 2011 年 436 社→2015 年 128 社に、韓国は 2011 年 122 社→2015 年 25 社に、それぞ

れ大きく落ち込んでいる。 

  （単位：％、社） 

順位 国名 構成比 累計 2011 2012 2013 2014 2015 

1 中国 49.2 6,567 434 346 166 190 128 

2 韓国 17.5 2,334 122 101 65 48 25 

3 ロシア 6.5 861 34 21 14 13 10 

4 日本 4.2 561 35 39 14 12 10 

5 米国 2.3 305. 36 15 8 3 2 

6 UK バージン島 2.0 272 67 38 2 9 5 

7 ドイツ 1.5 206 9 16 7 1 2 

 8 シンガポール 1.6 214 31 34 15 7 4 

 9 香港   1.4 192 20 18 17 8 0 

10 ベトナム 1.2 163 3 2 7 0 0 

計 108 か国 100.0  13,351 933 933 390 335 209 

（出所）国家開発庁（旧モンゴル投資庁） 

図表 77 登録外国投資企業上位 10 か国 

 

(2) モンゴルにおける中国・韓国ビジネス状況比較 

モンゴルにおける中国及び韓国のビジネス状況について、非登録企業を含むモンゴル進出企
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業の動向や進出企業から見たモンゴルの主な強みと主な弱み、中国及び韓国政府の取り組みに

ついて比較すると以下の通りである。 

なお、中国については、米国企業勤務経験のある中国人経営者及び中国企業勤務経験のある

内モンゴル自治区出身経営者より、韓国については、韓国企業勤務経験のあるモンゴル人経営

者よりそれぞれヒアリングした内容に基づき、整理した。 

 

項目 中国 韓国 

登録投資企業 

（旧 IMA 調べ） 

2011 年 436 社→2015 年 128 社 

1990 年～2015 年累計 6,567 社 

2011 年 122 社→2015 年 25 社 

1990 年～2015 年累計 2,334 社 

モンゴル進出企業

数（含む非登録投資

企業）とその推移 

1990 年代に隣接の内モンゴル自

治区企業が初めてモンゴル進出。

その後企業数は増加したが、近時

は横這い。モンゴルで現在実際に

操業している中国企業は 3,000 以

上と推定。 

韓国企業は 2,500 を数えると推定さ

れるが、半数以上は実質布教業務を

行う団体で、実態は不明。企業数は

2012 年の外国投資法の改正に伴い

減少傾向。 

モンゴルにおける

経済団体等とその

会員数 

在モンゴル中国企業協会の会員は

500 社。このほか、地方別協会が 6

～7 あり、その中で内モンゴル自

治区協会は 150 社で最大。 

在モンゴル韓国人商工会の会員は

200 社。また、韓国大企業約 10 社が

経済団体を設立。 

モンゴル進出企業

の規模 

協会会員の多くは小企業。大企業

は国営を含め 10 社程度。 

商工会会員の多くは中小企業。 

モンゴル投資形態 独資がほとんど。モンゴルとの合

弁は鉱業権や住宅関連の土地を確

保するケースのみ。 

独資がほとんど。モンゴルとの合弁

は土地取得等で現地パートナーが

必要なケースのみ。 

モンゴル進出企業

の業種別動向 

① 鉱業、②建設、③貿易、④カ 

シミヤや皮革等の加工、⑤レスト

ラン等サービスが多く、鉱業、建

設、貿易でほぼ半数。製造業は少

ない。基本的には、モンゴルの天

然資源（鉱物資源、農産資源）を

中国で加工し、中国国内で販売も

しくは外国に輸出するか、中国か

ら製品を輸入し、国内販売するケ

ースがほとんど。 なお、地域別

では福建省や浙江省、内モンゴル

自治区の企業が目立つ。 

サービス（レストラン、バー、カフ

ェ、カラオケ等）が全体の約 7 割で

トップ。第 2 位は建設で、その次は

貿易、物流、農業関連。製造業はプ

ラスチック製品や断熱材程度で少

ない。また鉱業は韓国では知見に乏

しく多くない。農業関連は温室野菜

栽培や薬草が主力で、韓国企業 10

社が経済特区進出を計画。韓国とモ

ンゴルの間には植物・動物検疫協定

がなく食肉や乳製品、蜂蜜の輸出な

し。 

進出企業から見た

モンゴルの主な強

みと主な弱み 

●モンゴルの主な強み 

①安い原材料資源、②比較的制約

の少ない投資制度、③所得税等税

金負担が少ない、④自由な外国送

金、⑤中国との文化的近似性（含

むライフスタイル）、⑥中国との近

い距離、⑦中国と異なる発展段階

（中国との発展ギャップを見据

●モンゴルの主な強み 

大半の中小企業では①所得税等の

税負担が少ない、②モンゴルは比較

的新しいマーケットであり、競争も

少なく、ビジネスチャンスを得るこ

とが可能、③好景気のときはモンゴ

ル人の購買意欲旺盛。 

●モンゴルの主な弱み 
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項目 中国 韓国 

え、中国の産業・技術等をモンゴ

ルに導入し、ビジネスチャンスを

創造）。なお、モンゴルの産業では、

カシミヤ、皮革、食品関連の競争

力が高い。 

●モンゴルの主な弱み 

①政府の信頼性（ガバナンス、透

明性、安定性）、②国内マーケット

規模の制約（人口 3 百万人）、③プ

ロフェッショナル人材の不足、④

地方のインフラ未整備、⑤近時人

件費が労働生産性以上に上昇。 

①中央政府・地方自治体ともに法規

を実施せず、約束を守らない、②係

争事件で裁判になると手続きに時

間（事案によるが、2 年程度）がか

かる。 

 

なお、サムソンなどの大企業はイン

フラ大型プロジェクト建設狙いで

ビジネスを行っており、モンゴルの

強みと弱みを見比べながら検討す

る小企業とは進出スタイルが異な

る。 

中国・韓国政府の取

り組み 

●中国政府の支援策は中国商工会

議所が関係する企業を対象に「海

外投資基金」が資金提供。外国投

資により現地で企業を設立し、ビ

ジネスの実績を示せば、支援が得

られるが、手続きが煩雑で条件も

厳しいため、利用する中国企業は

僅か。 

●このほか、特定分野に対する地

方自治体独自の政策があり、例え

ばカシミヤセクターの発展のため

に低利資金を支援（中国の金利は

6％）。 

●中国政府は中国企業に対して、

モンゴルの投資環境情報の提供や

ビジネスマッチングは行っていな

いが、在モンゴル中国企業協会が

こうしたサービスを提供。 

 

 

 

●韓国とモンゴルの経済関係はこ

れまで進んでいなかったが、2016

年 7 月の ASEM 開催の際、朴大統領

が企業を連れて公式訪問しており、

漸く韓モ関係の強化に取り組み。

KOICA（Korea Internatonal 

Cooperation Agency: 韓国国際協力

機構）の国際協力案件は多数ある

が、民間企業では KOTRA (Korea 

Trade and Investment Promotion 

Agency: 大韓貿易投資振興公社)が

少ない予算で限定的にビジネスマ

ッチングを実施。大使館も経済担当

が一人だけ。 

●現在韓国・モンゴルビジネス協議

会を立ち上げ中。メンバーは韓国ビ

ジネスを行うモンゴル人 40 名で、

今後韓国人も入る予定。具体的には

KOTRA と異なる韓モ企業のビジネ

スマッチングを行う計画で、

KOTRA も重複しないことを条件に

協力。 

●韓国とモンゴル間には貿易・経済

連携協定は現状なし。韓国政府は協

定の必要なしとする立場であった

が、日モ EPA 発効に伴い、モンゴル

との EPA に向け検討開始。 

（出所）現地ヒアリングより作成 

図表 78 中国・韓国ビジネス状況比較 

 

(3) 中国内モンゴル自治区の概況とカシミヤ産業の動向 

1) 概況 
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内モンゴル自治区は中国が 1947 年にモンゴル南部に設置した省と同級の自治体で、モンゴル

に最も接している中国地域である。面積は 118 万㎢、人口は約 2,500 万人（2013 年末、中国全

体の 1.8％）、省都はフフホト市（人口約 290 万人）である。人口の 17％を占める 420 万人がモ

ンゴル族であり、このうち約 300 万人がモンゴル語を話すと推定される。なお、中国全体でモ

ンゴル族は約 600 万人（2010 年）を数え、このうち内モンゴル自治区に 7 割が居住している。 

内モンゴル自治区の域内総生産額は中国全体の 3％にしかすぎないが、2000 年代に入り、そ

の経済は急速に発展し、中国の平均を上回る高い成長率を達成してきた。その理由として石炭

や天然ガス、レアアースなど豊富な鉱物資源の優位性を活かし、産業構造高度化を図ったこと

が挙げられる。具体的には、従来の伝統産業である農業・畜産業から農畜産加工品産業へ、ま

た鉱物資源の域外移出から域内加工による高付加価値産業へ転換したことが大きい。それ以降、

内モンゴル自治区は綿紡績やカシミヤ等の繊維製品や、地下資源活用型重工業及びエネルギー

産業を重要セクターとして育成・強化してきた17。その結果、内モンゴル自治区は隣国のモン

ゴルよりも経済発展が著しく進んでおり、2013年の域内総生産額は約 22兆円でモンゴルのGDP

の約 25 倍、一人当たり域内総生産額は約 1 万 US$でモンゴルの一人当たり GDP の 2.5 倍と試

算される。 

なお、内モンゴル自治区からモンゴルへの観光客数は少ないが、省都フフホトからモンゴル

のウランバートルまで直行便が週 4 便、鉄道が週 2 便あり、ビジネス出張者数は増加している。

内モンゴル自治区とモンゴルは近接性に加え、言語を含め文化がほぼ同じであるため、モンゴ

ルでビジネスを行っている中国人は多い。 

2) カシミヤ産業の動向 

モンゴルはカシミヤ製品の産地であるが、国境を接する内モンゴル自治区でも良質なカシミ

ヤ原毛を利用したカシミヤ製品生産が盛んであり、世界のカシミヤ製品生産の中心ともいわれ

てきた。ここでは内モンゴル自治区のカシミヤ産業の動向を以下の通り述べる。 

① 生産規模 

内モンゴルでは、カシミヤ原料となる原毛は、内モンゴル産のカシミヤ原毛が 80%、モン

ゴル産 20%が利用されている。モンゴル原毛の 85%が中国向け（その多くは内モンゴル向

け）に輸出されていることを前提に計算すれば、原毛ベースでの扱い高ではモンゴル 1 に

対し、内モンゴルは約 30 となり、生産規模に大きな開きがある。 

内モンゴルのカシミヤ原毛は、細く、短く、白いことで知られ、ニット生地に適しており、

良質である。一方、モンゴル産は太く、長く、白を含む 4 色で評価はやや低い。 

② カシミヤ製品の優位性 

上述の通り良質な原毛を有していること、これまで地方政府の金融支援を受け低金利の資

金調達が可能であったことから、内モンゴルの大手企業（例えば、オルドス社：旧国営企

業や鹿王社：ルーアン）の紡績工程には日本、ドイツの優秀な毛紡績機械やニット機械が

導入されており、高品質な原糸及びニット製品が製造可能である。 

                                                        
172013 年 4 月龍谷大学河村能夫名誉教授編著「経済成長のダイナミズムと地域格差－内モンゴル自治区の産業

構造の変化と社会変動－」より引用。 
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③ カシミヤ関連企業の動向 

  従来は内モンゴルにおいて原毛～ニット（織物）まで一貫生産されることが多かったが、

付加価値の低い原毛段階の加工を原毛産地（内モンゴル）に残し、一方で原糸生産は河北

省で、ニット（または織物）は需要地に近い上海から広東地域で行う動きが広まっている。

その背景には、検品作業まで含めた生産効率を勘案した場合に人件費を含めたコストパフ

ォーマンスに遜色がなくなっていることや、熟練に依存してきた生産工程が自動機の投入

によって省力化されてきたことが挙げられている。 

5.2 日本モンゴル EPA 

2015 年 2 月に調印された日モ EPA は 2016 年 6 月に発効し、両国間の貿易・投資の拡大が期

待されている。 

5.2.1 EPA の内容及び期待される効果 

本 EPA の貿易面での主な内容は以下の通り。 

(1) 日本・モンゴル EPA の内容 

 日本からモンゴルへの輸出に関する EPA 規定 

現在、医療機器、集積回路、ハイブリッド車を除いて関税が一律 5%となっているが、EPA

発効即日から輸出額の約 50%が無税になり、10 年以内に輸出額の約 96%に拡大される。 

自動車や自動車部品：4,500cc 以下の排気量で製造 3 年以内なら EPA 発効即日関税が撤廃

されるが、それ以外の自動車や部品に関してはほとんどが 10年以内に関税が撤廃される。

製造後 7～9 年の自動車は 10 年後に関税が撤廃される一方で、製造後 10 年以上の自動車

に関しては 5%の関税が維持される。 

トラック・建機：建設用機械は即時関税が撤廃される。その他の機械も 10 年以内に関税

は撤廃。 

農林水産物：即時関税が撤廃される品目は切り花、リンゴなど、5 年以内に関税が撤廃さ

れる品目は苗、味噌などとなっている。 

酒類：即時関税が撤廃される。 

 モンゴルから日本への輸出に関する EPA 規定および影響 

鉱業やカシミヤ製の品目に対する関税が即時撤廃される。 

農林水産物は 10 年以内に段階的に関税が撤廃される。 

上記の規定による影響を主な輸出品目別に以下の通り考察。 

銅鉱石：現時点でも日本の関税がゼロとなっており、銅鉱石の貿易には影響を与えない。 

カシミヤ：カシミヤ製品の日本関税は 10.9%であり、EPA 発効即時撤廃はモンゴルのカ

シミヤ製品には有利に働く。現毛カシミヤの生産ではモンゴルが世界市場の 1/3 を占めて

おり、残りはほとんどが中国である。この優位性があるにも関わらず、コストや品質な

どで中国製品と競争できていない為、日本関税撤廃が短期的に効果をもたらさないと考

えられる。一方で、このような税優遇環境を梃子に日本からの技術指導・最新設備の導

入などを実施すれば、中長期的に効果が期待できる。 

その他の農林水産物や派生品：カシミヤと同様にその他の農林水産物の輸出は現時点で

非常に限定的なものである。その為、短期的な効果は期待できないが、中長期的には可

能性は否定できない。 

機械/部品：関税撤廃がコスト低減に効果をもたらすが、根本的な問題（輸送コスト等）

の解決には直結しないと思われる。 
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 EPA 関税割当18
 

関税割当制は、輸入品を制限するために国が用いる「輸入割当制」と「関税」といった二つ

の政策を組み合わせたものであり、二国間及び多国間の貿易取決め交渉の重要事項の一つであ

る。日モ EPA におけるモンゴル製品の輸入に関しては、日本の関税割当制度の該当製品の品目

は農林省指定の以下の品目に限られており、モンゴルの主要輸出品の一つと考えられる皮革製

品は対象外となっている。 

 

 
（出所）財務省関税局資料から転載 

図表 79 日モ EPA における関税割当て 

 EPA の投資関連規定 

EPA は上記貿易取引以外にも投資に係る取り決め等多くの分野に及んでいる。当該 EPA にお

ける投資関連規定（EPA 第 10 章）については、投資許可段階の内国民待遇・最恵国待遇の付

与，技術ライセンス契約に対する政府の介入の禁止、エネルギー・鉱物資源を含む全ての分野

における公正衡平待遇及び投資家・政府間の契約遵守の義務付け、投資家と国家間の紛争解決

（ISD 条項）等が規定されている。また当該 EPA には、近年関心か高まっている電子商取引（EPA

第 9 章）や知的財産（EPA 第 12 章）についても国際スタンダードに基づく取り決めがなされ

ている。 

当該規定は、基本的に、2002 年 3 月に発効している日本投資協定に準拠されており大きな変

更ポイントはない。2002 年発効投資協定と今次 EPA の比較対照は以下の通りである。 

 

 

 

 

 

 

                                                        
18関税割当制（Tariff-Rate Quota:TRQ）は、競合する輸入品から国内製品を保護する事を目的とした通商政策 
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 協定名称（発効年月） 

日本・モンゴル 

投資協定 

（2002年3月） 

日本・モンゴルEPA

（2016年6月） 

内国民待遇（NT） 参入段階 × ○ 

 参入後 ○ ○ 

    

最恵国待遇（MFN） 参入段階 ○ ○ 

 参入後 ○ ○ 

 技術移転要求の禁止 

× 

△ 

（一部が第12章「知的財

産」に包含） 

 公正衡平待遇 △ ○ 

 約束の遵守義務 

（アンブレラ条約） 
× ○ 

 紛争処理（国対投資家） 

（ISD条項） 
○ ○ 

 紛争処理（国対国） ○ ○ 

○→規定あり：△→一部規定あり：×→規定なし 

（出所）在日モンゴル大使館資料より 

図表 80 日本モンゴル投資協定/日本モンゴル EPA（第 10 章）対照表 

5.2.2 EPA の効果と課題 

2016 年 6 月に日本とモンゴル間の EPA が発効した結果、以下の効果が出ていることが企業ヒ

アリングによって得られている。 

 EPA の発効以降日本向け商談が進行している。取引のある日本企業からは日本製の紡績機

導入を条件に発注増の話がある（カシミヤ産業）。 

 EPA 発効は輸出拡大に貢献していると考えられる。カシミヤ製品輸出業者の中には「2016

年の売り上げは 8 月までで前年比 25%の増加、今後の受注見込みもあり、年間累計では前

年比 30%の増加を期待している。」との声もある。 

 貿易不均衡問題 

日モ貿易の構造は、モンゴルが日本から自動車・建機関連の最終製品を輸入し、一方でモン

ゴルから日本向けの輸出は少なく、ほとんどが銅鉱石やその他の少数の品目に限定されている。 

この問題の要因は、モンゴルが日本に輸出できる品目を生産していないことである。解決策

の一つとしては日本からの投資・技術指導などを行い、モンゴルでより付加価値の高い、品質

の高い品目を生産し、日本向けの輸出を増加することができれば、両国の貿易均衡は是正され

ていくものと考えられる。 

 二国間租税条約の問題 

日本からのモンゴル投資において、二国間租税条約が未締結となっていることが、日本が中

国や韓国に劣後している主たる理由の一つとの意見もある。租税条約の問題は今次 EPA の締結
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によって解決することはできない。両国間で租税条約が締結されていないことにより、日本投

資家はモンゴル投資国の中で中国や韓国等二国間租税条約が締結済の国々に比べ不利な状況に

ある（図表 81 モンゴルにおける投資者に対する源泉徴収率図表 81 参照）。 

 

投資国 配当金 金利 ロイヤルティー 租税条約 

中国 5% 10% 10% 租税条約あり 

オランダ 0% - 15% 0% - 10% 5% 租税条約が終了 

ルクセンブルグ 0% - 5% 0% - 10% 5% 租税条約が終了 

英国 5% - 15% 7% - 10% 5% 租税条約あり 

シンガポール 5% - 15% 5% - 10% 5% 租税条約あり 

カナダ 5% 10% 5% - 10% 租税条約あり 

韓国 5% 5% 10% 租税条約あり 

米国 20% 20% 20% 租税条約なし 

豪州 20% 20% 20% 租税条約なし 

ロシア 10% 10% - 租税条約あり 

スイス 5% - 10% 0% - 10% 5% 租税条約あり 

日本 20% 20% 20% 租税条約なし 

（出所）モンゴル国税庁 

図表 81 モンゴルにおける投資者に対する源泉徴収率 

本邦金融機関の調査によると、1990 年～2012 年の間に総額 110 億 US$の投資が対モンゴルに

あったが、その総額のうち日本からは 1.6％程度であった。そして、対モンゴル投資額では 90％

以上が租税条約を締結されている国から行われていることも判明された。 

両国間の経済連携を強化する為にも租税条約の締結を早急に検討すべきとの意見もある。 

一方、モンゴルの租税条約はその多くが 1990 年代に締結されたこともあり、それぞれの締結

当時は外国投資を導入するために、投資家側に比較的優位な内容の条約を結んできたもので、

これら租税条約を改定すべきという意見もモンゴル国内にある。 

モンゴルの現行の租税条約の規定により、特定の国を通じた投資によって企業が租税回避行

為を行うことができる現状や、国内法の未整備によって本来できていた徴税が行われない状況

があり、これらについての対応策が検討されつつある。 

二国間の条約の改定のみならず、相手国側の国内の税制を含め、詳細な情報収集や、これに

基づく抜本的な対応策の検討が必要である。 
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第 6 章 モンゴル国での JICA プロジェクト 

我が国外務省は 2012 年 5 月の対モンゴル国別開発協力方針において、「持続可能な経済成長

を通じた貧困削減への自助努力」を援助の基本方針（大目標）として、下記の 3 分野を重点分

野として掲げている。JICA では本方針に沿い、事業を展開している。 

重点分野（中目標） 開発課題 

鉱物資源の持続可能な開発とガバナン

スの強化 

① 持続可能な鉱物資源開発 

② 資源収入の適正管理を含むガバナンス強化 

全ての人々が恩恵を受ける成長の実現

に向けた支援 

③ 産業構造の多角化を見据えた中小・零細企業を中心とする雇

用創出 

④ 基礎的社会サービスの向上 

ウランバートル都市機能強化 ⑤ インフラ整備と都市計画・管理能力の向上 

このうち、JICA では上記③において、モンゴルの持続可能な経済成長の鍵となる産業多角化

の促進を主目的として、協力プログラム「民間セクター支援プログラム」を設置している。本

プログラムでは、図表 82 のとおり、投資環境整備に向けた制度構築支援や行政官等の研修、

モンゴルの産業界を支える将来のエンジニアやビジネス人材の育成、モンゴル企業の大部分を

占める中小企業向けの融資などを通し、モンゴルの民間セクター開発を支援している。本章で

はこのような主要なプロジェクトについて述べる。 

 

（出所）JICA 

図表 82 モンゴルにおける JICA の民間セクター開発支援の全体像 
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なお、2012 年 3 月には、日本政府による「中小企業海外展開支援大綱」の改訂により、オー

ルジャパンでの中小企業の海外展開支援体制に JICA もメンバーとして加わることとなった。

同改訂を受け、JICA では政府開発援助（ODA）による中小企業海外展開支援（基礎調査、案

件化調査等）を 2012 年度より開始しており、図表 83 のとおり、日本・モンゴル間のビジネス

においても活用されている。 

（JICA の民間連携に関する詳細情報は下記ウェブサイトを参照） 

https://www.jica.go.jp/activities/schemes/priv_partner/index.html） 

公示

年度 

スキーム 分野 調査・事業名 提案法人名 代表法人

所在地 

契約期

間 

2015 案件化 

調査 

環境・   

エネルギー 

ウランバートル市のディー

ゼル路線バスの DPF による

黒煙低減化計画 

株式会社コモテック 埼玉県 ― 

2016 案件化 

調査 

農業 堆肥発酵促進剤を活用した

耕畜連携の案件化調査 

有限会社 ワーコム 

農業研究所 

山形県 ― 

2015 案件化 

調査 

医療保健 分娩監視装置導入による周

産期医療の質向上に係る 

案件化調査 

トーイツ株式会社 東京都 ― 

2015 案件化 

調査 

その他 効率的な鉄道線路保守作業

の導入に係る案件化調査 

東研工業株式会社 宮城県 ― 

2016 普及・  

実証事業 

その他 モンゴル国における鉄道カ

ーブ区間用レール締結装置

の普及・実証事業    

【1.5 億円枠】 

株式会社丸上製作所 愛知県 ― 

2012 中小企業

連携促進

基礎調査 

環境・   

エネルギー 

寒冷地向け省エネ型廉価住

宅建設事業に関する   

F/S 調査 

株式会社高組・合同会

社オフィス西田   

共同企業体 

北海道 終了 

2015 中小企業

連携促進

基礎調査 

環境・   

エネルギー 

エコトイレ導入による衛生

環境改善事業にかかる  

基礎調査 

株式会社エクセルシア 東京都 ― 

2016 中小企業

連携促進

基礎調査 

廃棄物処理 廃自動車等金属スクラップ

の処理と再資源化効率向上

のための収集・運搬・加工に

関する基礎調査 

株式会社青南商事 青森県 ― 

2013 PPP 協力 

準備調査 

環境・   

エネルギー 

フルメン風力発電事業  

準備調査       

（PPP インフラ事業） 

SB エナジー株式会社、

株式会社みずほコーポ

レート銀行、みずほ総

合研究所株式会社、  

MHI プラントエンジニ

アリング株式会社 

東京都 2014 年

6 月 ～ 

2015 年

11 月 

2010 PPP 協力 

準備調査 

運輸交通 ウランバートル市都市交通

建設事業準備調査    

（PPP インフラ事業） 

バリュープランニン

グ・インターナショナ

ル株式会社、    

株式会社アルメック、

丸紅株式会社、日揮株

式会社、株式会社オリ

エンタルコンサルタン

ツ 

東京都 2012 年

5 月 ～ 

2013 年

3 月 

2012 BOP 協力 

準備調査 

農業 農業生産者の所得向上支援

事業準備調査（BOP ビジネ

ス連携促進） 

ファームドゥ株式会

社、NPO 法人 All Life 

Line Net、農業生産法人

こもろ布引いちご園株

式会社 

群馬県 2013 年

10 月 

～ 

2014 年

11 月 

（出所）JICA 

https://www.jica.go.jp/activities/schemes/priv_partner/index.html
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図表 83 モンゴルにおける JICA の民間連携事業 

 

6.1 モンゴル日本人材開発センター事業 

中小企業が 90％以上を占めるモンゴルにおいて、「モンゴル日本人材開発センター事業」

（MOJC 事業）の中小企業を主対象とした現地企業の競争力の向上支援は最重要プログラムと

言える 

産業人材の育成において、MOJC 事業は日本のノウハウを生かした企業競争力向上のための

取り組みを重視しており、近年では、モンゴルの産業振興とともに、現地に展開する日本企業

の活動にも貢献し、モンゴルと日本の相互の利益につながることが期待されている。 

MOJC 事業は、「日本的経営」の考え方をベースにした各種ビジネス研修により、モンゴルの

ビジネス人材の育成に取り組んできている。モンゴルカイゼン協会という同窓会の活動も活発

であり、現地産業人材のネットワーク化も進みつつある。MOJC のモンゴル民間企業に関する

蓄積された知見やネットワークはモンゴル進出を図る日系企業への支援や連携にも役立つと考

えられる。 

 

(1) 「モンゴル日本人材開発センタービジネス人材育成・交流拠点機能強化」 

MOJC 事業において「モンゴル日本人材開発センタービジネス人材育成・交流拠点機能強化」

（以下「MOJC ビジネス交流機能強化」）が進行中である。 

プログラム目標は、「MOJC がビジネス人材の育成と交流の拠点となる」と設定されており、

期待される成果としては以下の 3 点が挙げられている。 

 モンゴルの中小企業をはじめとした民間セクターの経営改善に資する、実践的かつニーズに

対応したビジネス人材育成事業が実施・改善される仕組みが確立する 

 ビジネス分野を主とし日本とモンゴルの人材の交流を促進するための体制が整備される 

 センターの運営にかかる組織体制が強化される 

(2) MOJC ビジネスコースの実績 

現在、MOJC のビジネスコースで提供している研修は、①総合コース（基礎コース、管理職

コース、経営者コース）、②専門コース、③企業内研修、④モデル企業育成診断指導で構成され

ており、2016 年 9 月から始まった総合コースと専門コースは以下の通りである。 

 

コース区分 時期 対象者 講義科目 講師 定員 

総
合
コ
ー
ス 

基礎コース 

2016 年 4 月～6

月 

各科目 2 日 

夜間 

初心者 

（会社経営・

運営の基礎知

識を学ぶ） 

日本的経営 

財務管理 

マーケティング 

経営戦略 

人材管理 

店舗管理 

生産管理 

モンゴル人講

師 
30 
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管理職コース 

2016 年 9 月～

2017 年 1 月 

各科目 5 日 

夜間 

管理職 

小規模企業 

経営者・役員

（従業員 

10 名未満） 

経営戦略 

人材育成管理 

マーケティング 

財務管理 

日本人/ 

モンゴル人講

師 

30 

経営者コース 

2016 年 9 月～

2017 年 3 月 

各科目 6 日 

平日午前＆ 

土曜終日 

経営者・役員 

（従業員 

10 名以上） 

経営戦略 

人材育成管理 

マーケティング 

財務管理 

日本人/ 

モンゴル人講

師 

30 

専門コース 

2016 年 9 月～

2017 年 6 月 

各科目 3 日また

は 5 日 

夜間 

右分野を担当

する 

管理職 

人事戦略 

ISO 

店舗管理 

生産管理 

プロジェクトマネ

ジメント 

財務上級 

トヨタ生産方式 

EPA を活用したビ

ジネス展開 

エクセルを活用し

た経営分析 

日本人/ 

モンゴル人講

師 

30 

  

ビジネスコースを修了した企業は約 460 社であり、MOJC が有するモンゴル企業とのネット

ワークは日本企業に対する MOJC のビジネスサービス提供に役立つと考えられる（添付 4．

「MOJC ビジネスコース修了企業の紹介」参照）。 

(3) 日本企業のモンゴル進出に係るビジネスサービス 

 MOJC がこれまでビジネスコースを通して築いたモンゴル企業とのネットワークを活用し、

現在、以下のビジネスサービスを日本企業へ提供している。 

① モンゴル経済、ビジネス環境、投資情報の提供 

② モンゴル企業の紹介（ビジネスコース修了生企業の中から紹介） 

③ MOJC で実施する展示会・商談会の手配・集客 

④ 地元コンサルタントの紹介 

⑤ モンゴル企業・産品の情報発信 

⑥ 通訳・翻訳、会場貸出など 

 

MOJC の強みは、ビジネスコース修了企業との繋がりを密に持っていること、モンゴルでの

知名度が高いこと、職員の日本語レベルが高いことが挙げられる。また、修了企業の業種も、

建設、食品加工、カシミヤ・ウール、農業、医療、皮革、小売など幅広く、MOJC が有するネ

ットワークを活用したビジネス交流の促進が可能である。 
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6.2 中小企業育成・環境保全ツーステップローン（TSL）事業 

 TSL 事業はフェーズ 1 が 2006 年に開始され、フェーズ 2 まで終了しており、現在モンゴル

からは日本国政府/JICA に対しフェーズ 3 の要請がなされている。日本国政府からフェーズ 1

では約 29.81 億円、フェーズ 2 では約 50 億円の資金がモンゴル政府に対して融資されている（融

資期間 40 年、内据置期間 10 年）。為替リスクはモンゴル政府が負い、参加金融機関へ融資され、

各金融機関から個別企業に融資される（信用リスク等は各金融機関が負う）。 

なお、TSL は中小企業向けと環境向けの 2 つのコンポーネントから構成されている（比率は

概ね 8：2）。 

また、TSL 事業は融資が円滑に進むよう、TSL の PR 業務、参加金融機関の融資担当者の審

査技術向上支援、企業の事業計画作成支援等の技術支援等も行っている（図表 84 参照）。 

 JICA 融資条件 

 フェーズ１ フェーズ２ 

融資総額 2,981 百万円 5,000,百万円 

（中小企業振興：2,297 百万円） （中小企業振興：3,860 百万円） 

（環境保護：573 百万円） （環境保護：860 百万円） 

融資期間（据置期間） 40 年（10 年） 40 年（10 年） 

金利 年 0.75% 年 0.65% 

 TSL 融資スキーム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）面談等をもとに調査団作成 

図表 84 モンゴルにおける TSL のスキーム図 

 

(*1) 円借款
フェーズ1
- 円借款額:2,981j百万円
- 返済期間: 40年
- 据置期間: 10年
- 金利: 0.75%
フェーズ2
- 円借款額: 5,000百万円
- 返済期間: 40年
- 据置期間: 10年
- 金利: 0.65%

特別口座

技術支援

TSL 事務局

モンゴル財務省(MOF)

日本政府/JICA

リボルビングファ
ンド口座

SME (*4)

金融機関(FI)

円借款（*1）

融資(*2) 
(USD or MNT)

融資
(USD or MNT)

返済
(元金 +金利)

融資(*3) 
(USD or MNT)

(*2) 融資 (財務省から金融機関)
- 返済期間: 3 – 10年
- 据置期間: 0 – 3年
- 金利
• USD: LIBOR + 1 % 年
• MNT: 平均当座預金金利

返済
(元金 +金利)

(*3) 融資 (金融機関から to SME)
- USD 10,000 – 600,000
- 返済期間: 3 – 10年
- 据置期間: 0 – 3年
- 金利
 USD: LIBOR + 1 % p.a + 利益

(5%- 年.: 現在の金利水準)
 MNT: 平均当座預金金利 + 利益

(7% -年: 現在の金利水準)

(*4) SME
1) SME法（2007年）に規定
2) モンゴルで設立・操業
3) 民間企業が過半数出資

(>51%超)
4) Debt-Service Coverage Ratio 

> 1.3
5) FIRR>13%
6) デフォルト歴無
7) 従業員数200/50名未満
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業種については、娯楽産業、不動産業、軍需産業、鉱業、酒類タバコ製造業は対象外として

いるが、基本的には製造業に注力しており、そのなかでも「衣」「食」「住」関連の企業への融

資を積極的に行うことを意識している。 

 

（出所）TSL 事務所 

図表 85 JICA TSL セクター別融資実績 

 

融資期間は、3 年程度から最長 10 年。なお、融資対象は、設備投資のみに限定（運転資金は

対象外）。 

 

 融資実績 

フェーズ 1、フェーズ 2 及びそのリボルビング資金により、2015 年 10 月 30 日時点で融資件

数は 630 件、融資金額は 1,962 億 MNT となっている（図表 86）。 

 

（出所）TSL Project Office 提供資料より調査団作成 

図表 86 TSL の業種別実績 

 

業種別にみると、金額・件数ともに製造業が最も多く約 60％を占め、サービス業、農林水産

業と続く。業種をさらに細かくみると、食品・飲料関係が 105 件と最も多く、農林水産業（98

件）、建材（88 件）、縫製（61 件）と続く。金額別にみると、建材が約 362 億 MNT と最多とな

っており、食品・飲料（323 億 MNT）、農林水産業（243 億 MNT）、縫製（181 億 MNT）と続

（2015年10月30日時点）

一件当たりの単価
（百万 MNT）

農林水産業 98 16% 24,336 12% 248

製造業 379 60% 124,457 63% 328

食品・飲料 105 17% 32,309 16% 308

建材 88 14% 36,239 18% 412

縫製 61 10% 18,086 9% 296

基礎金属（金属加工） 17 3% 8,517 4% 501

その他製造業 108 17% 29,306 15% 271

電気・ガス・水道等 31 5% 11,211 6% 362

サービス 122 19% 36,233 18% 297

健康及び社会活動関連 53 8% 15,473 8% 292

輸送・倉庫 10 2% 4,536 2% 454

ホテル 22 3% 7,455 4% 339

その他サービス 37 6% 8,768 4% 237

合計 630 100% 196,236 100% 311

件数 金額（百万 MNT）
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く。 

一件あたりの単価は、基礎金属（金属加工）が 5 億 MNT と最も大きく、輸送・倉庫（4.5 億

MNT）、建材（4.1 億 MNT）、ホテル（3.4 億 MNT）となっている。 

TSL プロジェクトは主に農工業を重点的に支援するという目的からすると、農林水産業及び

製造業で 75%以上を占めていることから、当初の設計に則った運用がなされていると言える。 

 

6.3 工学系高等教育支援事業 

「工学系高等教育支援事業」は資源依存のモンゴル経済において産業多角化を担う工学系人

材の育成を目的として、2014 年に始動した。モンゴル国内ニーズに合致した工学系人材の中長

期的な育成に向けて、提携大学教員等の日本人専門家による科技大の工学系カリキュラムの改

善指導も予定されている。 

2016 年から日本の高専や大学院に留学する学生・教員は、単なる留学生ではなく、今後のモ

ンゴルの工学技術発展を担うという重要なミッションを持っている。 

 

(1) 事業概要 

「工学系高等教育支援事業」の実施期間は、2014 年 3 月～2023 年 3 月の 9 年間で、C/P 機関

は教育文化科学省（MECS）、実施機関はモンゴル科学技術大学（MUST）およびモンゴル国立

大学（NUM）である。しかし、新政権が発足し、省庁再編が行われた結果、カウンターパート

機関が教育・文化・科学・スポーツ省（MECSS）に変更となった。プロジェクト目標は、①産

業界が必要とする優秀な人材を短期間に養成する、②工学系高等教育の質を国際水準に引き上

げる、③モンゴル国立大学、科学技術大学の工学系教員、研究者の教育研究を推進し、質向上

を図る、の 3 点となる。また、期待される成果としては、①産業界のニーズに合った高い知識

と能力と実践力を有する人材が確保される、②モンゴル国立大学、科学技術大学の工学系人材

育成カリキュラムが国際水準に達する、③モンゴル国立大学、科学技術大学の工学系の教育能

力や質が向上し、教育機材が整備される、④研究能力と質が向上し、研究室、研究機材が整備

され、国際共同研究の成果の活用を実現する、という点が挙げられている。 

日本への留学者数の計画は、9 年間を通して合計 1,000 人であるため、通称「1,000 人プロジ

ェクト」と呼ばれている。 

(2) 共同研究によるビジネス貢献及び産学連携の必要性 

共同研究では、20 の研究プログラムリスト（モンゴル国立大学 10、モンゴル科学技術大学

10）が決まった。重点研究分野は以下の通り。 

モンゴル国立大学 先端材料の研究 

生物資源の持続可能な利用 

再生可能エネルギーの活用、クリーンエネルギー研究 

マイクロエレクトロニクスと計算科学 

モンゴル科学技術大学 新素材・資源テクノロジーエンジニアリング 

エネルギー・環境工学 
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自動化とシステムエンジニアリング 

バイオエンジニアリング（食品、医薬品、バイオプリンティング） 

 

モンゴルの気候・土地固有の植物・生物の研究案として、バイオ技術を利用し、日本の生薬

産業貢献を目的とした甘草の研究や、家畜のタグ管理技術などもテーマとして挙げられている。 
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■ 添付資料 

添付資料 1：MNCCI モンゴルトップ 100 企業リスト 

 

No. Company names 

1 Erdenet Mining Corporation 

2 Oyu tolgoi LLC 

3 Khaanbank 

4 Trade and development bank 

5 Ulaanbaatar railway 

6 The development bank of Mongolia 

7 APU company 

8 Mobicom corporation 

9 Golomt bank 

10 NIC LLC 

11 State bank of Mongolia 

12 Mongolyn alt corporation 

13 Xac Bank 

14 Unitel corporation 

15 Achit Ikht LLC 

16 Bold tumur eruu gol LLC 

17 Magnai trade LLC 

18 Tsairt mineral LLC 

19 Ulaanbaatar Therminal power plant  

20 MCS Coca-Cola LLC 

21 Gobi corporation 

22 Sod Mongol group LLC 

23 Thiess Mongolia LLC 

24 National Power Transmission Grid 

25 Nomintav trade LLC 

26 Petro star LLC 

27 Ulaanbaatar Electric transmission company 

28 Shunkhlai LLC 

29 Spirt Bal buram LLC 

30 MCS International LLC 

31 Civil aviation authority 

32 Ulaanbaatar Therminal power plant co 

33 M-oil group LLC 

34 Information and Communication Networking Company 

35 Miat Mongolian airlines 

36 Monpolimet LLC 

37 Apu trading LLC 
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38 Skytel LLC 

39 Ulaanbaatar city bank 

40 Baganuur LLC 

41 Nomin holding LLC 

42 Mongol Tamkhi So LLC 

43 Transwest Mongolia LLC 

44 Darkhan Metallurgical Plant State Property Stock Company 

45 Nomin trading LLC 

46 Talkh Chikher LLC 

47 MCS Asia pacific brewery LLC 

48 Wagner Asia LLC 

49 Support services Mongolia LLC 

50 Tavan bogd LLC 

51 Anungoo LLC 

52 Shivee Ovoo LLC 

53 Songino Khangai LLC 

54 MT petroleum LLC 

55 Capital bank LLC 

56 SBB trade LLC 

57 Univision LLC 

58 Voltam LLC 

59 National power transmission grid SOSC 

60 Monos Pharma trade LLC 

61 Monsuli LLC 

62 Altan taria LLC 

63 Altangadas trade LLC 

64 Alhana trade LLC 

65 Mongol em impex LLC 

66 Usukh zoos LLC 

67 G-mobile LLC 

68 Tavan bogd international LLC 

69 Darkhan thermal power plant 

70 Shunkhlai LLC 

71 Asia pharma LLC 

72 Petro-china daichin tamsag LLC 

73 Erdenet carpet LLC 

74 Nomun tabak LLC 

75 MCS distribution LLC 

76 Moncement building materials LLC 

77 Eco construction LLC 

78 Milk JSC 

79 Mongol Post JSC 

80 Sharyn Gol JSC 

81 Cummins Mongolia Investment LLC 

82 Suruga Mongolia LLC 
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83 Erdmin LLC 

84 Boroo Gold LLC 

85 Gatsuurt LLC 

86 Jiguur Grand group LLC 

87 Mongolian trans logistic LLC 

88 Max food LLC 

89 MCS Property LLC 

90 Universe Solution LLC 

91 Uguuj chikher boov LLC 

92 IC IC LLC 

93 BUTI LLC 

94 Nomads hospitality LLC 

95 Tsakhiur LLC 

96 Khanbogd cashmere LLC 

97 Petrojump LLC 

98 Global bridge LLC 

99 MSM group LLC 

100 MERA LLC 

（出所）MNCCI 
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添付資料 2：現地法人/駐在員事務所申請書フォーム 

 

【現地法人申請書フォーム】 

 

UB-12 

Application for registering incorporation of a foreign invested legal entity  

 

1. Date of application for submission: […] 

2. Name of the legal entity  […] 

3. Type of the incorporation  [  ] PC [  ] LLC [  ] LLP 

(tick the right answer) 

4. Legal address of the legal entity and phone number: 

Province, city:            […] Phone-1:               […] 

Soum, district:             […] Phone-2:               […] 

Bag, khoroo:              […] Email address           […] 

Khoroolol:                […] Fax:                   […] 

Street, building:            […] Postal address           […] 

Door:                    […]   

 

5. Information of the founder: 

5.1. Name and type of the parent company in case the legal entity is a subsidiary 

  […]   Registration No.: […] 

5.2. Number of founders of the legal entity: […] 

5.3. Amount of share capital (MNT):  […] 

No. Name of 

the 

founders 

Citizen Nationality Type of 

ownership 

Share capital 

Clan 

name 

Registration 

No. 

Amount 

(MNT) 

Percentage 

0 1 2 3 4 5 6 7 

1        

2        

3        

4        

5        

 

- The table set forth above shall be used in case of legal entity with more than 5 founders.  

- If founder is a legal entity, name and type of the legal entity while if the founder is a 

citizen, surname and initial of the last name shall be written in Column 1.  
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- In case of legal entity as a founder, leave the Column 2 and 3.  

6. Duration for the legal entity to conduct its activities: Indefinite, Period […] years 

(choose one or fill the space) 

7. Activities to conduct: 

[…] 

8. Applicant: 

8.1.  [  ] Founder  [  ] Executive management 

        [  ] Person under a power of attorney 

(tick the right answer) 

 8.2.  Clan name:  […] 

  Last name:  […] 

  Surname:   […] 

  Registration No. […] 

 

______________  /                       / 

  (signature)       (name) 

 

Glossary: 

PC Public company  

LLC Limited liability company 

LLP Limited liability partnership 

Registration No. Registration number 
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【駐在員事務所申請書フォーム】 

 

 

 

（出所）国家登記・知的財産庁 

  

 

UB-13 
    Annex 1, Decree No….. dated 2015, 
 Head of General Authority for State Registration  

Application for registering a representative office of a foreign legal entity  

1. Date of Application for submission: 
/to be completed by the applicant/ 

2. Name of the Representative office: 

/ to be completed by the applicant/  
3. Legal address of the Representative office and phone No.: 

Province, city: 

Soum, district: 

Bag, khoroo: 

Khoroolol: 

Street, building: 

Door: 

4. Incorporated date and country of the foreign legal entity: 

Phone-1: 

Phone-2: 

Email address: 

Fax: 

Postal address: 

5. Number of shareholders of the foreign legal entity: 

6. Duration for the representative office conducting its activities: 

7. Activities the representative office to conduct: 

year 

8.Name of decision for establishing the representative office: 

date: 

9.Applicant : 

9.1. Founder Executive management 

Reference No.: 

Person under the power of atterney 

/where necessary 

9.2. Clan name: 
Lastname: 
Surname: 
Registration No. 

/ 

__________________________________ 
/signature/ 

/ 
/Name / 

/ 
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添付資料 3：MNCCI の国際仲裁センター（MINAC）案内 

 

 

（出所）モンゴル国立国際仲裁センターパンフレット 
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添付資料 4：MOJC ビジネスコース修了企業の紹介 
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（出所）モンゴル日本人材開発センター 

 





東・中央アジア部
〒102-8012 東京都千代田区二番町 5-25 二番町センタービル

電話番号　03-5226-6660（代表）
URL http://www.jica.go.jp/
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